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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成２９年３月９日 午前９時５９分～午後５時 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  森 満    晃 

委  員  新 原 春 二 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

委  員  杉 薗 道 朗 

委  員  井 上 勝 博 

委  員  持 原 秀 行

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  今塩屋 裕 一 

   議  員  川 添 公 貴 

議  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   市 民 福 祉 部 長  春 田 修 一 

   市 民 課 長  榊   順 一 

   環 境 課 長  内 田 泰 二 

主 幹 兼 生 活 環 境 グ ル ー プ 長  芹ケ野 直 美 

   川内クリーンセンター所長  原   暢 幸 

   市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

    主      幹  羽 田 美由紀 

   保 険 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障害・社会福祉課長  有 西 利 朗 

主幹兼障害福祉グループ長  吉 永 義 郎       

高齢・介護福祉課長  橋 口 浩 文 

介護指導グループ長   北 原 光 治 

───────────────── 

総 務 部 長  田 代 健 一 

課  長  代  理  佐 多 誠 一 

収 納 課 長  有 村 辰 也

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 議 事 グ ル ー プ 員  榎 並 淳 司 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所  管  課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川 内 ク リ ー ン セ ン タ ー 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

市 民 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第４７号 平成２９年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第４６号 平成２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第４９号 平成２９年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

議案第３０号 薩摩川内市隣保館条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

障害・社会福祉課 

議案第３１号 薩摩川内市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第４８号 平成２９年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算 

（所管事務調査） 

高齢・介護福祉課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福田俊一郎）それではただいまから

市民福祉委員会を開会いたします。 

 おはようございます。本委員会は本日から２日

間に当たり、お手元の配付の審査日程により審査

を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。

よって審査日程によりそのように審査を進めます。 

 よって、環境課と川内クリーンセンターは同時

に審査を行います。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は委員長にお

いて随時許可いたします。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、環境課及び

川内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第３６号平

成２９年度薩摩川内市一般会計予算を議題といた

します。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）皆さん、おはよう

ございます。 

 今日から明日にかけて審査していただきますが、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 まず、環境課、川内クリーンセンターの審査の

前に、平成２９年度の市民福祉の全体の概要とい

う形で御説明をさせていただきたいと思います。 

 今回議案として出しておりますのは、一般議案

として２件でございますが、隣保館条例の一部改

正と、介護保険条例の一部改正になります。 

 そのほか予算関係で、一般会計以下のほか以外

の４特別会計合わせて５件でございます。 

 それと、本日提出させていただきました市民福

祉委員会資料の種類についても、ちょっと御説明

させていただきたいと思いますが、資料につきま

しては本編資料、別冊１と２の３種類を提出させ

ていただいております。 

 別冊１は保険年金課の分でございます。別冊

２は高齢介護福祉課のそれぞれの所管する一般会

計と特別会計の予算概要などの資料を作成、提出

したところでございます。 

 今言いました二つのほか以外につきましては、

本編資料で説明させていただくことになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２９年度当初予算の概要でござ

いますが、先ほど言いました本編資料、市民福祉

委員会資料をちょっとお開きいただきたいと思い

ます。 

 開けて１ページでございます。これが市民福祉

部全体の歳出関係の集計でございますが、下のほ

うの網かけをしてあります市民福祉部合計をごら

んいただきたいと思いますが、一般会計では総額

が２２２億９,３６８万５０００円でございまして、

一般会計総額に占める割合は４１.４％となってお

ります。 

 平成２８年度予算と比較しますと、１４億

４,５８５万８,０００円、６.９％の増という形に

なります。 

 国民健康保険特別会計のほか特別会計の４会計

の合計は、右の方を見ていただきますと２７１億

６,８６１万円でございまして、前年度対比の２億

５,２３２万円、０.９％の増となったところでご

ざいます。 

 一般会計の前年度対比の１４億４,５８５万

８,０００円の増のうち、特に平成２９年度におき

ましては、川内クリーンセンターの管理費が約

７億２,６００万円。障害児の自立支援事業費が約

１,５００万円。保育所運営費が５億３,３００万

円。これらの事業で１３億６,４００万円が増とな

ったところでございます。 

 減 に つ き ま し て は 、 地 域 医 療 対 策 費 で

７,８００万円。臨時福祉給付金支給事業で１億

２,４００万円。児童福祉敷設整備費で、約１億

７,５００万円の減となったところでございます。 

 次に、開けていただきまして２ページから

３ページでございますが、これにつきましては新

規事業や拡充した事業を抜き出した一覧となって

おりますので、私のほうの説明としましては、う

ぐいす色の平成２９年度予算概要の中ではこれら

を中心に御説明をさせていただければと思ってお

ります。 

 それでは、環境課、川内クリーンセンターの当
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初予算の概要について御説明させていただきます。 

 うぐいす色の予算の概要で説明させていただき

ますので、４６ページをお開きいただきたいと思

います。４６ページでございます。 

 まず、環境課の分でございますが、一番最下段

でございます。上甑島・下甑島クリーンセンター

煙突解体工事事業が新規に計上させていただいて

おりますが、現在平成２５年７月から休止してい

る敷設の未利用部分の煙突の老朽化が進んでいる

ことから、その解体に伴う経費として６,０００万

円を計上させていただいたところでございます。 

 次に４７ページをお開きいただきたいと思いま

す。川内クリーンセンターの分でございますが、

上段の部分でございます。 

 川内クリーンセンター基幹的設備改良事業では、

基幹的改良事業にかかります設計施工に合わせま

して、維持管理運営を一本化し、民間事業者の持

つノウハウや創意工夫を活用した管理運営を行う

経費として、３億３,３５４万円と、同じく中段で

ございますが、長期稼働によります施設の老朽化

に対応するため、国の交付金等を活用しながら、

計画的な施設の大規模改修を実施し、施設の延命

化 を 図 る 経 費 と し て 、 ８ 億 ７ , ８ ５ ９ 万

５,０００円を、次に４８ページ、次のページの上

段でございますが、最終処分場再生事業では、平

成２７年度から当事業に取り組んでるところでご

ざいますが、平成２９年度におきまして、１億

４,９４４万８,０００円を計上したところでござ

います。 

 以上が当初予算概要の説明でございますが、詳

細につきましてはこの後、環境課長並びに川内ク

リーンセンター所長がそれぞれ御説明させていた

だきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）それでは引き続き当局

に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）改めてましておはよう

ございます。環境課・クリーンセンターでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算から説明させていただきます。 

 初めに歳出でございます。 

 予算調書の１１５ページをお開きください。 

 上段の３款５項１目事項は災害救助費です。ち

なみに予算書のほうは８１ページでございます。 

 これは、水害発生時の応援協定に基づく経費で

ございまして、事業費は１１５万７,０００円、バ

キューム車の借上料が主なものでございます。 

 同じく、１１５ページ下段の４款１項４目事項、

狂犬病予防事業費です。予算書は８３ページにな

ります。 

 これは、狂犬病予防に係る経費で、事業費は

１１６万２,０００円、畜犬管理システム保守点検

委託が主なものです｡ 

 次に、１１６ページをお開きください。上段の

４款１項８目事項、環境総務一般管理費でござい

ます。予算書は８４ページになります。 

 これは、環境行政に係る経費で、事業費は１億

１,６６８万１,０００円で、職員給料以外では、

衛生自治団体連合会運営補助金が主なものでござ

います。 

 同じく、１１６ページ下段の事項、環境保全対

策費でございます。予算書は８４ページです。 

 これは、環境保全対策に係る経費で、事業費は

４７９万５,０００円でございます。藺牟田池環境

調査業務委託等が主なものでございます。 

 次に、１１７ページをお開きください。 

 事項、地球温暖化対策費でございます。予算書

は８５ページになります。 

 これは、地球温暖化対策に係る経費で、事業費

は９７万２,０００円、エネルギー管理システム使

用料でございます。 

 同じく下段の花いっぱいまちづくり推進事業費

でございます。予算書は同じく８５ページでござ

います。 

 これは、花いっぱいまちづくり推進事業に係る

経費で、事業費は６１７万３,０００円。快適環境

づくり補助金が主なものでございます。 

 次に、１１８ページをお開きください。９目事

項、公害対策費でございます。予算書は８５ペー

ジになります。 

 これは、公害対策に係る経費で、事業費は

１,１７０万１,０００円、環境調査等業務委託が

主なものでございます。 

 同じく下段の１０目事項、市営墓地管理費でご

ざいます。予算書は同じく８５ページでございま

す。 

 これは、市営墓地の維持管理に係る経費で、事

業費は２６２万５,０００円、川内・入来市営墓地
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等管理代行委託が主なものでございます。 

 次に、１１９ページをお開きください。事項、

葬斎場管理費でございます。予算書は８５ページ

でございます。 

 これは、葬斎場の維持管理に係る経費で、事業

費は５,２７０万６,０００円でございます。川内

葬斎場やすらぎ苑等管理代行委託が主なものでご

ざいます。 

 同じく、１１９ページ下段の２項１目事項は清

掃総務一般管理費でございます。予算書は

８６ページになります。 

 これは、廃棄物対策に係る経費で、事業費は

８１万１,０００円、川内汚泥再生処理センター対

策委員会運営補助金が主なものでございます。 

 次に、１２０ページをお開きください。５目事

項、不法投棄対策費でございます。予算書は

８６ページになります。 

 これは、不法投棄対策に係る経費で、事業費は

３７万円でございます。不法投棄物処理手数料な

どでございます。 

 同じく、１２０ページ下段の事項、環境美化推

進事業費です。予算書は８６ページです。 

 これは、環境美化推進に係る経費で、事業費は

４７５万８,０００円、環境美化推進員謝金が主な

ものでございます。 

 次に、１２１ページをお開きください。事項、

一般廃棄物処理費です。予算書は８６ページにな

ります。 

 これは、一般廃棄物の処理に係る経費で、事業

費は３３３万１,０００円ございます。公設ステー

ション管理業務委託が主なものでございます。 

 同じく下段の事項、資源ごみ分別推進事業費で

す。予算書は８６ページです。 

 これは、資源ごみ分別推進事業に係る経費で、

事業費は３,４１４万６,０００円でございます。

地区ごみ分別報償金等とごみ減量再資源化補助金

が主なものでございます。 

 次に、１２２ページをお開きください。事項、

甑島クリーンセンター管理費です。予算書は

８７ページになります。 

 これは、甑島地域クリーンセンターの維持管理

に係る経費で、事業費は６,２２９万４,０００円、

上甑島・下甑クリーンセンター煙突解体工事が主

なものでございます。 

 同じく下段の事項、最終処分場管理費です。予

算書は８７ページになります。 

 これは、最終処分場の維持管理に係る経費で、

事業費は１,０７６万５,０００円、木場茶屋最終

処分場汚水処理施設維持管理業務委託等が主なも

のでございます。 

 次に、１２３ページをお開きください。６目事

項、上甑投入施設管理費です。予算書は８７ペー

ジになります。 

 これは、上甑し尿投入施設の維持管理に係る経

費で、事業費は８３２万９,０００円、し尿処理棟

１号ポンプ等修繕が主なものです。 

 同じく下段の下甑環境センター管理費でござい

ます。予算書は８７ページです。 

 これは、下甑環境センターの維持管理に係る経

費で、事業費は２,３６２万４,０００円、浄化槽

汚泥及びし尿運搬業務委託等が主なものでござい

ます。 

 次に、１２４ページをお開きください。事項、

汚泥再生処理センター施設管理費でございます。

予算書は８７ページです。 

 これは、同施設の維持管理に係る経費で、事業

費は４億８８９万９,０００円でございます。同施

設の維持管理運営委託等が主なものでございます。 

 同じく下段の９款１項６目事項、災害予防応援

対策費でございます。予算書は１１２ページです。 

 これは、共同墓地の特別災害復旧補助に係る経

費で、事業費は２００万円でございます。 

 次に、１２５ページをお開きください。１１款

４項１目事項、現年公用･公共施設災害復旧事業費

でございます。予算書は１３１ページになります。 

 これは、風水害による廃棄物処理施設の災害復

旧に係る経費で、事業費は２００万円でございま

す。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 同じく予算調書の２５ページをお開きください｡ 

 １４款１項３目使用料の衛生使用料は、予算額

１,０１７万８,０００円で、葬斎場使用料など

８件でございます。 

 予算書は３５ページになります。 

 同じく、２５ページ下段の下のほうで２項３目

手数料の衛生手数料は､予算額２ ,４８９万

２,０００円で、廃棄物処理手数料など８件でござ

います。予算書は３６ページになります。 
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 次に、２６ページをお開きください。 

 中段の１６款２項３目県補助金の衛生費補助金

は、予算額２７万６,０００円で、保健衛生費補助

金のウミガメ保護監視員設置費補助金でございま

す予算書は４２ページになります。 

 次の、３項３目県委託金の衛生費委託金は、予

算額１５万５,０００円で、保健衛生費委託金の権

限移譲事務委託金でございます。予算書は

４４ページになります。 

 次の、１７款１項１目財産運用収入の財産貸付

収入は､予算額３万３,０００円で、土地建物貸付

収入の貸地料でございます。予算書は４５ページ

でございます。 

 次の、２項２目財産売払収入の物品売払収入は、

予算額２,１６７万円で、物品売払収入の資源ごみ

売払収入など２件でございます。予算書は

４６ページでございます。 

 次 の 、 ２ １ 款 ５ 項 ４ 目 雑 入 は １ ０ ２ 万

９,０００円で、火葬料実費徴収金などの７件でご

ざいます。予算書は５６ページになります。 

 以上で環境課分の当初予算でございました。よ

ろしくお願いいたします｡ 

○委員長（福田俊一郎）続きまして、川内ク

リーンセンター所長、説明を求めます。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）改

めまして、おはようございます。引き続き、川内

クリーンセンター分の平成２９年度当初予算につ

いて御説明いたします。 

 まず、歳出について御説明いたしますので、予

算調書の１２６ページをお開きください。 

 予算書、予算に関する説明書は８６ページから

８７ページになりますので、合わせて御確認いた

だきたいと思います。 

 それでは予算調書１２６ページ上段、４款２項

５目事項、一般廃棄物処理費、一般廃棄物の収集

運搬に係る経費の事業費、３億４ ,０４２万

４,０００円は、市内全域からの家庭から排出され

るごみの収集運搬及び両甑島クリーンセンターか

らの可燃ごみ島外搬出等に係る業務委託料でござ

います。 

 次は同ページ下段、４款２項５目事項、川内ク

リーンセンター管理費、川内クリーンセンターの

管理運営及び維持・整備に係る経費の事業費、

１２億４,１５０万円は、一般職員２名分の人件費、

それから川内クリーンセンターの管理運営業務等

の委託料、基幹的設備改良の工事請負費、川内ク

リーンセンター対策委員会運営補助金が主なもの

でございます。 

 次に、１２７ページになります。４款２項５目

事項、最終処分場管理費、川内クリーンセンター

最終処分場の管理に係る経費の事業費、２億

１,８５７万９,０００円は、川内クリーンセン

ター最終処分場の延命、再生事業に係る現年発生

分の焼却灰等、及び埋め立て廃棄物の外部処分等

の委託料が主なものです。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 予算調書の２７ページをお開きください。主な

ものだけを御説明させていただきます。 

 上から２段目、１４款２項３目手数料の衛生手

数料、予算額３,８７７万５,０００円、節衛生手

数料は、廃棄物処分手数料で、クリーンセンター

へ直接搬入されるごみの処分手数料でございます。

予算書は３６ページになります。 

 次に、１５款２項３目国庫補助金の衛生費補助

金、予算額２億２,４１８万９,０００円、節清掃

費補助金は、川内クリーンセンター基幹的設備改

良事業に係る循環型社会形成推進交付金でござい

ます。予算書は３８ページになります。 

 次に、１７款２項２目財産売払収入の物品売払

収入、予算額７０４万円は節物品売払収入は、資

源ごみ売払収入で、クリーンセンターに搬入され

た廃棄物のうち、鉄・アルミ・紙など、有価物と

して売却できる資源ごみの売払収入です。予算書

は４６ページになります。 

 次に、２１款５項４目雑入の雑入予算額

４８８万８,０００円、節雑入は、委託先の日本容

器包装リサイクル協会からの処理経費の余剰金と

して市町村に配分されますペットボトル等の有償

入札拠出金が主なものでございます。予算書は

５６ページになります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますよう、お願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（杉薗道朗）いずれも説明があったかも

しれませんが、このクリーンセンターの関係で、

焼却灰、燃残渣、それから埋め立て廃棄物を量と
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して処理をすると。 

 平成２９年度内の処理の見込み、容量といいま

しょうか、どの程度を予想されているのか、ちょ

っと教えていただけますか。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）平

成２９年度につきましては、現年発生するものに

つきましては、約３,７００トン。それから埋め立

て廃棄物につきましては、平成２８年度少し量を

ふやしまして７,２００トンほどをめどに排出した

いというふうに考えてございます。以上です。 

○委員（杉薗道朗）確認ですけど、ここに総体

事業費を書いてありますから、どのあたりの処理

量とか、そこあたりを少し、経過があってなかな

か明確にはできないような感じのことですけど、

そこは聞きませんけど、そのことによってしっか

りとまた延命化が図られていくというふうには理

解をしますし、ある一方ではとにかく搬入量をお

さえるというのも要するにいわゆる一般家庭のそ

ういう廃棄物といいましょうか、燃えるごみ含め

て、そこの取り組みを両方でやっていかないと、

また、ふえだしても当然入ってくる部分、そこら

あたりやっぱりお互いにできるところはやってい

ったほうがベターかなと思いますので、そこらあ

たりまた啓発も、家庭ごみを減らしましょうとい

ろいろやってらっしゃいますけども、実質的には

なかなか減らない部分もあるし、生ごみに関して

は堆肥化とかいろいろやってらっしゃいますけど

も、統計的な数字を見る中においては、一定の効

果があるにしても、そこあたりもまた縮めていっ

ていただければなと思うところでございますので、

そこあたりを対応よろしくお願いしたいと思いま

すが、何かあれば。 

○委員（持原秀行）今ののに関連して、廃棄物

の関係で、全国的にみると生ごみの堆肥化、肥料

化について取り組みがなされておるところが出て

きまして、大分焼却するのが、量が減ってきてる

というようなことが、ちょっと情報で流れてるん

ですが、この大々的にこういった取り組みとして

は本市は取り組まれる予定はないのか、取り組む

ためのメリットとかデメリットとか、そういうと

ころがあればちょっとお示ししていただきたいん

ですが。 

○環境課長（内田泰二）それでは先ほどの杉薗

委員と持原委員、同じ関連ですのでまとめて回答

させていただきます。 

 まず初めに生ごみの堆肥化の関係でございます。 

 先日も南日本新聞のほうに日置市の状況等が載

っておりました。本市としましては、堆肥化とい

うのをすぐに導入ということはちょっと今考えて

いないんですが、その理由といたしまして、まず

川内クリーンセンターは先ほども説明ありました

けども、今回、基幹的設備改良事業を行いまして、

工事だけで２４億３,０００万円。あとの委託料ま

で入れると、１００億円を超える金額となってお

ります。 

 そういったことから、生ごみの堆肥化よりも、

水切りの徹底、重量を落とす、それとリサイクル

の推進、燃えるごみでプラスチック類が相当量ま

だ入ってきている状況ですので、そこらあたりを

徹底していただいていこうかなというなふうに考

えております。 

 生ごみの堆肥化をする市町村、各地、今、勉強

させていただいたんですけれども、市民の方にお

手数をかける部分というのも相当出てくるような

ふうで聞いております。完全に生ごみだけが出れ

ばいいんですけれども、中にはそれ以外のもの、

プラスチックがまじったり、竹がまじったりとか、

そういうものが入ってきますと、またそこあたり

を改善するのに予算をかけないといけないとか、

そういうのも聞いておりますので、当面は先ほど

言いましたように、堆肥化はやらないというか、

状況を見ながらではございますけれども、当面は

基幹改良もありまして、結構な予算を使わせてい

ただきますので、しばらくは状況を見ていきたい

と考えております。以上です。 

○委員長（福田俊一郎）では、ほかにありませ

んでしょうか。 

○委員（瀬尾和敬）細かいことなんですが、こ

の藺牟田池の環境保全に係る、４款１項８目です

かね、かつて渇水になって、ベッコウトンボの存

在が危ぶまれたこともあったんですけど、ビオ

トープをつくったりしながら、ベッコウトンボに

努力されてるわけですが、ちなみに昨年はどれく

らいベッコウトンボどもが出現したか、統計あり

ますか。 

○ 環 境 課 長 （ 内 田 泰 二 ） 頭 数 的 に は

３,５００頭くらい。その１年前も同数くらい出て

おりまして、渇水期には四、五十頭まで落ちまし
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たので、大分復活はしてきております。 

 それと先ほど言われましたビオトープのほうで

も羽化が確認されておりますので、今後、渇水等

がきてもある程度は大丈夫かなというふうには考

えております。以上です。 

○委員（瀬尾和敬）間もなく出現するんですよ

ね。そうするとゴールデンウィークのあたりまで

ですかね。そこでずっと毎日のように観察されて

る方がいらっしゃいますが、その人たちの分もこ

の予算の中に入ってるということでいいんですか

ね。 

○市民福祉部長（春田修一）頭数を数えていら

っしゃる方は環境省の委託業務で行っております。 

○委員（瀬尾和敬）それでわかりました。あと

外来魚の回収というふうに書いてあるんですけど、

これは外来魚の釣った回収ボックスに入れる。そ

れを処理する分の予算なんですか。それとも大々

的にあそこの外来魚を駆逐するぞというようなそ

ういうはまりがあるやつなんですか。 

○環境課長（内田泰二）回収ボックスを設置し

てありますので、それにかけた分をとっていただ

く経費でございます。 

 また、指定管理者で小園建設さんが自分たちで

釣られた魚を１０円で買い取るというような、さ

おを借りた方から入館者の方から、お金を出して

入館していただいた方にさおを貸してあげて、そ

の方たちが釣った魚はまた小園建設さんが１匹

１０円で買うというような取り組みも、これはま

た別でされております。 

○委員（瀬尾和敬）どうでもいいことなんです

が、あれは渇水のときに外来魚を撲滅する最大の

チャンスだというふうに考えていたこともあった

んですけど、あれだけたっぷり水があると、外来

魚どうのこうのしても、もう釣ることくらいしか

できないわけで、ある程度釣っても、どのくらい

年間、外来魚、ボックスに入ってるかわかりませ

んけれども、釣ってもふえる量のほうが多いんじ

ゃないでしょうかね。どんなもんですかね。どの

くらい大体年間入るものですか。 

○環境課長（内田泰二）数字はまたあとでお示

ししますけれども、以前からすると釣る以外にも

網をかけたり、そういう部分もされてますので、

全体的には落ちてきてるんじゃないかなとは考え

ております。平成２７年度で９,２６２匹ですね。

平成２６年が９ ,８６８匹、平成２５年が

６ ,４３８匹、その前が、平成２４年が１万

１,６５２匹となっております。全体的に見ると形

が小さくなってるような、私個人的な見てると、

昔はまだ大きなのが釣れてたという話も聞いてま

すけど、全体的に小さくなった。 

○委員（瀬尾和敬）もともとはあそこに白鳥も

よそから持ち込んだやつで、ただ白鳥のおかげで

自然に飛来してきた野鴨が駆逐されたりした時期

もあったんですけど、最近は野鴨は随分威勢を取

り戻してきまして、白鳥よりも少し威張ってるん

ですね。あそこにはそうやっていろんな歴史的な

ものがありますし、こうやって予算を組んでやっ

たものですから、うれしくなってちょっと質問さ

せていただきました。これからも藺牟田池に格段

のお知恵を出していただいて、環境保全のために

頑張ってください。 

○委員（井上勝博）先ほどの議論の中で、堆肥

については、これは今考えられないと。将来的に

考えないというわけじゃないということなんです

けれども、ただ減量化、生ごみを燃やさないこと

によって、燃やすごみがかなり減るということ自

体は、非常にこれからのことを考えて、長期的に

も考えても大事なことだと思うんですよね。 

 やっぱり私のところを言うと、やっぱり生ごみ

は面倒くさいものですから、どんどん捨てるんで

すよね。言うんだけれども、ぴんとこんわけです

よね。これだけコストがかかってるんだよと。

１００億円とか、今言ったように２０何億円とか、

やっぱり維持するのに相当なお金がかかってるん

だよということを言っても余りぴんとこない。そ

れよりもどんどん捨てていったほうが楽だってい

うことで、私も家庭の事情を恥さらしで申しわけ

ないんですけれども、やっぱりそれが一般的には

そうですよね、楽なほうへ、楽なほうへというこ

とで、やっぱり他市は堆肥を出すことによって、

例えば、資源ごみと同じように、資源ごみを回収

した事業者によってそれがお金になって返ってく

ると、コミュニティに返ってくるとかいうふうに、

やっぱり生ごみもそうできるんじゃないんですか。

どうなんですか。 

○環境課長（内田泰二）生ごみの関係では、日

置市の例でいいますと、日置市は生ごみを集めた

のを堆肥化されて、それを市民に無償で配ってら
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っしゃるっていうのは聞いております。 

○委員（井上勝博）やっぱりそういうふうに堆

肥となったものが各家庭に配られたりとかってい

うことで、生ごみがやっぱりまた役に立ってるん

だっていうことで、生ごみを出すことが喜びにな

ったりということになって、その中でやっぱり、

その中にビニールが入ってるよとか、そういうも

のは除いてくださいよとかっていう注意をされれ

ば、市民もそういうふうに、邪魔にならないよう

にというか、生ごみがちゃんと対価できるように

という協力もしていくんじゃないかなと思うんで

すよ。 

 だから、やっぱりおくれをとってる感じですよ。

生ごみの堆肥化はどんどん進んでるわけで、今お

金係るから難しいというのではなくて、本当に将

来的に燃やすごみを減らすということでないと、

ＣＯ２問題も出てくるわけですから、私は前向きに、

もっと前向きに堆肥化は検討されていくべきなん

じゃないかなと思います。 

○市民福祉部長（春田修一）生ごみの堆肥化に

ついては、委員の方おっしゃいますように、非常

に重要なことだろうと思っておりまして、先ほど

課長が言ったように、生ごみの減量化ということ

で、周知広報を図ってるところでございます。 

 おかげさまで年４回クリーンセンターのほうで

ピックアップという形で、ごみの資質等を調べて

るんですが、その中では幸いなことに生ごみの量

というのはだんだん減ってきてるところがござい

まして、市民の方々の意識もかなり高くなってき

てるのかなということで、うれしく感じてるとこ

ろでございます。 

 ただ、生ごみの部類になりますと、先ほど日置

市の例を課長のほうで話をさせていただきました

が、日置市の場合でも堆肥化する業者というんで

すかね、民間業者がいらっしゃいまして、その方

とタイアップしながらやっていると。そして平成

２８年度に衛自連の方でも、県外のほうの分に研

修に行かれております。 

 その中でも、そこは生ごみを出される方が、負

担金みたいな形で、改修負担金を業者さんのほう

に出されて、その中でされているというようなこ

と等で、まず、本市の場合は、堆肥化していただ

く事業者さんが今のところないと。それを仮に市

のほうでするとした場合に、かなりの投資が必要

だと。それに併せまして、出す方の家庭からの負

担をどうするのとか、いろんな問題があるようで

ございます。 

 先ほど、日置市の場合は事業者さんがいらっし

ゃるので、それを堆肥化して販売するために奨励

金みたいな形が出てきてるんですが、片方、県外

のほうでは、その施設の維持管理に設備投資をす

るために各家庭から負担金を取るというような実

態もあるようでございますので、今後、基幹的改

良事業のほうを、今かなり金額を入れてしており

ますので、また再生事業のほうも同時並行のよう

な形でやっておりますので、市内というわけでは

ございませんが、他市のそういう情報収集も、今

現在しておりますので、どれが一番ベターなのか

ということも含めまして検討させていただければ

と思います。 

 また、一方では、鹿児島市が昨年度、ごみの有

料化という問題を出したんですが、まずはごみの

減量を図るべきだというような審査会の、委員会

の審議会の意見もあって断念といいますか、した

ような状況がございますので、処理するための経

費、そういう部分もどうあるべきかということも

含めて大きな課題だろうと思いますので、今後、

研究をしながら前向きな形で進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員（新原春二）まず一つは、４款１項９目

ですね、公害関係について、環境調査等の業務委

託に１,０００万ふえてますよね。この調査はどう

いう委託をされ、どういう調査をされて、誰が行

っていらっしゃるのか。ただ、平成２８年度もお

そらくあったと思うんですけども、これに基づい

て環境の問題で、何か問題があった事例があった

のか、１件お願いします。 

 もう一つは、４款２項５目一般廃棄物処理費に

ついて、これ、毎年話が出るんですが、公設ス

テーションの管理業務委託が１６８万出てますね。

これは公設についてはどういうものなのか、全市

的には何カ所ぐらいあって、どのような処理をさ

れているのか。１件お願いします。 

 それから、３点目は、上甑島・下甑のクリーン

センターの煙突解体事業が６,０００万、新規事業

で組まれてますが、この２カ所のクリーンセン

ターの現状は、もちろん今ストックヤードに使っ

てらっしゃる部分もあるんですが、あと釜だとか、
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今回煙突を処理をされるということで、釜だとか、

そこら辺の施設のあり方についてどういう処理を

されていくのか。今後どのような建屋を含めてど

のような処理がされていくのか、その辺がわかっ

たら教えてください。 

 それから、煙突を２本解体するのに６,０００万、

ちょっと多いような気がするんですが、これは今

からまた入札をされていくんでしょうけども、こ

の辺の６,０００万の積算根拠はどうなっているの

か。そこら辺を教えてください。 

○環境課長（内田泰二）まず、１点目の環境調

査等業務委託でございます。これは毎年実施して

おります振動、騒音、大気、それは毎年実施して

おります。それにあわせて、今回は騒音、振動の

規制区域改定基礎調査というのを実施いたします。 

 これは、平成１８年の４月に権限委譲で県から

市に来た業務でございますけれども、その後、見

直しをしていなかった部分がございまして、その

分を今回調査をさせていただいた上で、再度見直

しをするという、規制をかけるかかけないか、そ

ういったところの調査でございます。その分が平

成２９年度は合計で１,１００万と若干ふえており

ます。 

 それと公設ステーションでございますけれども、

これは、業務自体はシルバー人材センターの方に

委託しておりまして、現在、旧川内市に３カ所、

これは宮崎の新幹線の高架の下に１カ所、それと

ＪＲ川内駅の平佐、マンションが２棟建っており

ますけれども、そこのコンビニの近くに１カ所、

それと川北がもとの給食センターがございました

新幹線の高架下になりますけれども、そこに１カ

所、それと、あと各４支所ございます。本土が

４支所ございますけども、そこにそれぞれ１カ所

ずつの合計７カ所がございます。 

 それと、煙突の解体工事でございます。

６,０００万、現在要求してございますが、本年度

解体に伴う基礎調査の調査を業務委託で実施して

おりまして、その中で出していただいた数字でご

ざいます。 

 まず、施設といたしましては甑島に上に、もと

の焼却施設が１カ所、下に鹿島と下甑に１カ所、

合計３カ所ございます。今回は、上甑と下甑の煙

突の解体でございますが、メインは鹿島のもとの

焼却施設、これがもう、現在、全く使っておりま

せん。ステーションにも仮置き場にもなってませ

んので、こちらのほうが、大体どの程度係るかと

いうことで調査自体を始めたんでございますが、

その前に、上甑と下甑の焼却施設については、今

もストックヤードとして使っておりますし、一般

の方もごみの搬入をされることもございまして、

煙突ができ上がったのが平成４年と平成元年でご

ざいまして、もう３０年近くたっておるわけでご

ざいますけれども、そこらあたりで亀裂やら入っ

て、もし地震等があった場合は危ないということ

で、今回煙突の部分だけを倒そうということで考

えております。高さ的にはどちらも２５メートル

程度ございまして、建屋の横から煙突が出ており

ますので、当面は建屋の高さから上に上がってい

る分、一番倒れる危険性の高いところの部分を解

体しようと考えております。 

 それと、この費用の中には、旧ダイオキシンの

関係で、ダイオキシンが発生して、昔は、今は完

全に処理をしておりますけれども、ダイオキシン

等の回収もしないといけないのじゃないかといっ

た、そこらあたりの経費も含まれております。 

 それと、あと炉の関係でございますが、今のと

ころストックヤードとして使っておるだけで、今

後使う見込みはございませんので、行く行くは、

また解体をすることになるかと思います。以上で

ございます。 

○委員（新原春二）状況はわかりました。今、

環境の調査をされて、その調査についてどこに報

告をされて、問題点はなかったのか。そこら辺の

いきさつがないと、まず、調査をしてそれで終わ

りというんではなくて、環境課で調査されている、

この調査によって問題点があったら、なかったら、

もうそれでもいいんですけど、調査されたんだっ

たらそういうものについて、ちょっと御報告をし

てください。 

 それから、ストックヤードについてはよくわか

りました。自治会に入ってらっしゃる皆さんが公

設の関係については自治会に入ってらっしゃらな

い皆さんが放棄をすればいけないのでと公設やら

れているわけですね。それについては了解しまし

た。 

 それから、ごみステーションの関係は、まあ、

煙突の関係、了解します。ちょっと高いなあとい

う感じもしますけども。ただ、あとは炉の関係も
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含めて、もう使わないのであれば、長期的な計画

を立ててしないといけない、行き当たりばったり

で処理しよったらできないので、どうせ処分しな

ければいけないものなので、長期的には、やっぱ

り展望や計画を立てて具体的にしていったほうが

いいんじゃないかと思いますので、そこら辺の検

討を、またお願いします。以上です。 

○環境課長（内田泰二）環境調査の関係でござ

います。調べた数値等につきましては、薩摩川内

市の環境ということで冊子をつくっておりまして、

また、それはホームページのほうにも閲覧できる

ようにしてあります。 

 調査自体では、基準値を大幅に超えるというよ

うな結果は出てはおりませんけれども、工事等と

かマンションの建設とかいろんな個々のケースの

中で音がうるさいとか、そういう市民の方からの

問い合わせ等ございましたら、環境課と、あと建

築主さんと協議させていただいて、その市民の申

し出のあった方には適切に対応はさせていただい

ております。以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）使わなくなった焼

却施設の長期的な計画をということですが、それ

はもうおっしゃるとおりだと思っております。そ

のようなことで、本年度、平成２８年度に鹿島の

クリーンセンター、全く使ってないところがござ

いますので、そのクリーンセンターを解体したと

きに、どういう、法令等に基づいてどういう処理

をしないといけないのか。そうした場合に、どれ

ほど経費が係るのかというのを調査を今しており

ます。 

 それで、煙突でも６,０００万ということで非常

に私どももびっくりするぐらいの額だったので、

ダイオキシンとか、過去の基準の中でつくってい

る、また残っている部分があろうかと思いますの

で、そのあたりが、例えば鹿島でどのぐらい係る

のかという概算を見ながら、次の上甑、下甑とい

うような形でしていきたいという思いがございま

して、まずは、平成２８年度実施しました鹿島の

ちょっと状況を見ながら、次の調査を入れて、年

次的な形でどういうふうに組めるか、また財政と

も協議をしながら進めていければというふうには

考えております。以上でございます。 

○委員長（福田俊一郎）予算に関する質疑、ほ

かにございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）９款１項６目共同墓地特別

災害復旧補助金とあります。これは一般に民間で

使っている墓地のことですか。すると、どういう

災害に適用されるわけですか。 

○環境課長（内田泰二）今、お話があったとお

り、民間さんが、市営墓地以外の民間の方、５基

以上の墓地等で水害、大雨とかで窪んだとか崖が

崩れたとか、そういう場合に工事費の約半分ぐら

いを補助する制度でございます。年に数件、ある

かないか。 

○委員（瀬尾和敬）そういう場合は、申請して

２分の１上限、金額の上限というのはないんです

かね。 

○環境課長（内田泰二）上限２００万円でござ

います。 

○委員（瀬尾和敬）ということは、自分たちも

２００万円用意すれば４００万円の工事ができる

ちいうことですか。 

 ちなみに、先般、昨年の雨が、水害ということ

になると思うんですけど、段差があったところが

崩れて、墓地の、崩れてしまった問題とか、あと

水道管が破裂をして、修理をしたり、もちろんし

なきゃならないんですけど、そういうのも適用で

きるということですか。 

○環境課長（内田泰二）水道管はちょっと対象

にはならないかと思うんですけれども、下限が

１０万円未満、対象にならないとなっております

ので。あと、法面に窪みができたとか、そこらあ

たりは、また言っていただければ担当を出しまし

て、現地見て該当するかしないかとか、個別に判

断させていただきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんで

しょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、ここで質疑

は尽きたと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局の説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、所管事務

調査のほうを説明させていただきます。 
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 今回、資料は出してありませんので、よろしく

お願いいたします。 

 内容は、川内クリーンセンター基幹的設備改良

事業についてでございます。この事業の工事請負

契約につきましては、１２月議会で議決をしてい

ただき、昨年の１２月２２日に本契約となったと

ころでございます。業者でございます三機化工建

設グループは、本年１月から改良工事の実施設計

に入っております。 

 また、今後、施設の維持管理を行うために川内

環境保全株式会社というＳＰＣというものを立ち

上げてございますが、４月からの維持管理運営業

務委託に必要な業務実施計画書や体制契約書など

の提出図書の準備作業を現在行っているところで

ございます。 

 今後の詳細な工程表は、今求めておるところで

ございまして、まだ、今のところいただいておら

ないところなんですけれども、事業者がこの公募

時に提出された提案書では、平成２９年度の後半

に着工いたしまして、平成３２年３月までの完成

の予定となっております。 

 また、この詳細な工程表が明らかになりました

ら改めてこの市民福祉委員会のほうで説明をさせ

ていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 なお、先月でございました２月１７日に川内ク

リーンセンター対策委員会といいまして、これは

小倉自治会と川底公民館の会員さんの１０名で組

織する委員会でございます。 

 この中でも委員の方から工事に係る説明会を実

施してほしいという御要望がございましたので、

工程表ができましたら開催させていただきますと

いうことで了解の方を得ております。以上でござ

います。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま説明がありま

したけれども、本件を含めて所管事務全般につい

て質疑をお願いをいたします。 

○委員（井上勝博）ここの方式は、要するに設

計から建設工事から管理まで、全部業者に委託す

ると。最初に業者が何社かから出てるんだと思う

んですけれども、何社ぐらいそういう応募があっ

たんですか。 

○環境課長（内田泰二）応募してこられたのは、

今現在運転されておる三機化工建設グループと、

あと協和エクシオグループ２社でございました。 

○委員（井上勝博）そこで業者にお願いする、

あとは、もう業者任せにということになってくる

と思うんですよね。普通だったら、通常であれば

設計をして、そして工事は別のところにお願いし

て、管理委託は、また別にすると、そういう過程

の中で、確かにコストは係るんだけれども、市の

職員の技術というのも継承されていくというふう

に思うんですよね。 

 しかし、これが、もう全部一つの業者で設計か

ら建設から委託まで全部を同じ業者にやらせてい

くと、次第に技術者というのが職員の中にいなく

なってしまうんじゃないかというようなことをち

ょっと懸念したりするんですけれども、そのよう

な心配はないんですか。 

○環境課長（内田泰二）大規模な工事でござい

ますので、職員で全て対応するというのは難しい

部分がございます。今回の工事につきましては、

モニタリング業務委託ということで、業者名はパ

シフィックコンサルタンツでございますが、この

３年間にわたりまして工事の全ての部分を見てい

ただく、また、今現在もですが、先ほど説明いた

しました維持管理に必要な提出図書等も今は準備

中なんですけれども、ここらあたりの中身のチェ

ックも、私どもももちろんいたしますが、このモ

ニタリングの業務委託をしているところの会社の

専門の方にも見ていただいて、３社で毎月、今後

定例会議、それと工事に係る部分の分科会、運営

に係る部分の分科会、これはその都度実施してい

くということで、業者任せ、三機化工任せになら

ないように、三者で取り組みながらやっていくと

いうことで準備しております。 

○委員（井上勝博）そういうお任せしないよう

にというふうに言われるけども、実際には、この

方式、何ていう方式でしたっけ。ＤＰＯという方

式は、そういう危険性というか、今までのやり方

と違って、職員があまりこう関わらなくても済む

ように、これがコスト削減なんですけどね、結局

ね。職員が、結局かかわらないから人件費を削減

できるからコスト削減になるわけですけども、コ

スト削減ばかりを、こう考えていると、やっぱり、

そういう欠陥面というか、弱点というか、そうい

うものも出てくるような仕組みなんじゃないかと

いうように思うんで、そこは、やっぱりそういう
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ものだという、もう、こう始まっているわけです

から仕方がありませんけれども、そういうものだ

ということを自覚しながら、技術者の、技術的な

ことがわからないというふうにならないような、

やっぱり仕組みをつくっておいてほしいなあと思

います。 

○市民福祉部長（春田修一）今、先ほど課長のほ

うが説明しましたように、施工管理のモニタリン

グの部分については、専門の事業者にも委託をか

けているところでございますが、毎月の定例会と

か、進捗状況、そういう問題等については、議員

がおっしゃいますように、行政が執行、まあ言え

ば、発注元がきちんとしていくべきであろうとい

うことを考えておりまして、人員配置の部分につ

きましても、今回は炉を一つずつ入れ替えていく

という、初めてのケースでございますので、行革

のほうには、技術職員の配置をしてくれと。今も

技術職員を配置しておりますが、それにプラスを

してくれというようなこと等で要求もしていると

ころでございまして、技術者も、その携わる中で

自分のスキルを上げていく、そういうことも考え

ながら要求をさせていただいているところでござ

います。以上でございます。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きました。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 ここで休憩します。 

        ～～～～～～～～～～     

        午前１１時２分休憩     

        ～～～～～～～～～～     

        午前１１時４分開議     

        ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（福田俊一郎）これより、市民課の審

査を行います。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）審査を一時中止してお

りました議案第３６号平成２９年度薩摩川内市一

般会計予算を議題といたします。 

 まず、市民福祉部長に概要の説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）続きまして、市民

課の当初予算の概要について、先ほどと同様、当

初予算の概要で説明させていただきますので、

４４ページをお開きいただきたいと思います。 

 ４４ページの下段でございますが、外国人住民

向け市民生活ハンドブック作成事業を新たに計上

させていただいておりますが、現在、２月現在で

ございますが、４２５人、２３２世帯の方が居住

されていらっしゃいます。 

 本市で安心して快適に暮らしていけるよう、ま

ずは、ごみ分別の問題、それと病気にかかった時

の医療機関、それと防災関係の避難所ですね、そ

ういう部分を記載したようなハンドブックを作成

したいということで、今回新たに計上させていた

だいたところでございます。 

 次に、４５ページをお開きいただきたいと思い

ます。中ほどでございます。 

 コンビニ交付システム管理事業のうち、下のほ

うの丸の二つ目でございますが、本籍地証明対応

システム改修事業、これが新たに計上させていた

だいた部分でございますが、これは本市に本籍を

置き、他市町村に住民登録をしている方、これが

本籍ベースで３万３４９世帯ということで、約

５０％でございます。半分が本市外に居住されて

いるというような状況がございまして、年間約

４,０００件ぐらいの戸籍の請求が来ているところ

でございます。 

 このようなこと等もございまして、本市の戸籍

抄本をどこのコンビニでも取得できるようなシス

テム改修をしていきたいということで、今回

５９６万５,０００円を新たに計上させていただい

たところでございます。 

 以上が市民課の当初予算の新規拡充の概要でご

ざいますが、予算の詳細につきましては、この後、

市民課長のほうで説明をさせていただきたいと思

います。 

○委員長（福田俊一郎）引き続き、当局の補足

説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）市民課でございます。

よろしく願いたします。 

 議案第３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計

予算市民課分について御説明を申し上げます。 

 まず、歳出から説明をいたします。 
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 予算調書の１１２ページをお開きください。 

 それでは、予算調書の１１２ページ、市民政策

調整費から順次御説明をいたします。 

 事項、市民政策調整費です。予算書は５９ペー

ジになります。 

 一般職の給与費及び市民福祉部全体に係る経費

９,５９８万４,０００円で、経費の主なものは、

行政事務嘱託員５人の報酬等の経費、一般職５人

の給与等の人件費、それから市民福祉部内の臨時

職員雇上げに係る賃金が主なものでございます。 

 市民政策調整費の中で新規事業として外国人住

民向け市民生活ハンドブック作成事業がございま

すが、ただいま部長の概要説明がございましたと

おりでございますので、私のほうからは割愛をさ

せていただきます。 

 それでは、下段の事項、市民相談事業費でござ

います。予算書は６４ページになります。 

 人権教育啓発等に係る経費６８万６,０００円で、

人権問題に関する事項を調査審議する事務を担任

する人権対策事業審議会委員１３人の報酬等の経

費、鹿児島地方法務局川内支局管内４市２町の人

権擁護委員で組織する川内人権擁護委員協議会へ

の負担金が主なものでございます。 

 １１３ページをお開きください。予算書は

６４ページでございます。 

 上段、事項、交通災害共済事業費、交通災害共

済事業に係る経費１,３６１万２,０００円で、こ

の事業は、鹿児島県市町村総合事務組合に加入し、

事務組合において運営されているもので、加入者

から納付された交通災害共済掛金を鹿児島県市町

村交通災害共済給付事務負担金としての支払いが

主なものでございます。 

 同じく下段、事項、戸籍住民基本台帳費です。

予算書は６８ページになります。 

 戸籍住民基本台帳事務費等に係る経費２億

２,４１１万８,０００円で、行政事務嘱託員

１５人の報酬等の経費、戸籍住民基本台帳事務に

従事する一般職２６人の給与等の人件費、戸籍及

び証明書発行システム機器保守委託等、それから、

鹿児島地方法務局川内支局管内の４市２町で構成

する戸籍住民基本台帳事務協議会負担金、九州管

内の都市市民課主管者会議における負担金が主な

ものでございます。 

 １１４ページをお開きください。 

 上段、事項、住民基本台帳ネットワーク事業費

でございます。予算書は６８ページになります。 

 証明書等コンビニ交付事務、住民基本台帳に関

する事務処理及び国の行政機関に対する本人確認

情報の提供を行うための住民基本台帳ネットワー

クシステムに係る経費２,６９０万３,０００円で、

コンビニ交付システム改修委託等、それからコン

ビニ交付における証明書交付センターの運営に係

る加入市町村の負担金が主なものでございます。 

 ここで、コンビニ交付本籍地証明対応のシステ

ム改修委託に関し、部長の概要説明でもございま

したが、詳細について委員会資料により説明をい

たします。 

 委員会資料の本編４ページをお開きください。 

 住民票の写し等のコンビニ交付における本籍地

サービスにおける戸籍証明書交付についてという

ことで題をつけてございます。 

 本籍地サービスとは、コンビニ交付において昨

年５月に始まったサービスであり、本籍地の市区

町村が本籍地サービスを導入していれば、住所地

にかかわらずマイナンバーカードを用いてコンビ

ニエンスストア等で戸籍謄抄本を取得することが

できるサービスでございます。 

 従来のコンビニ交付では、戸籍謄抄本を発行す

る際は、本市に住所がある人、かつ本市に本籍を

置く人のみがサービスの対象になっておりました。

現在でもなっているわけですが、このサービスの

開始により、本市外に住所のある人であっても、

本籍地が本市にあれば戸籍謄抄本を発行できるよ

うになります。 

 なお、これまでどおり、取得できる戸籍は現在

戸籍のみとなっており、除籍となった戸籍等は

サービスの対象とはなりません。 

 サービスの仕組みは２の図に示したとおりで、

このサービスを利用する方は、コンビニエンスス

トア等に設置されたマルチコピー機、あるいはイ

ンターネットを使って本籍、筆頭者等を入力し、

本籍地に利用登録申請を行います。申請をされま

すと、本籍地市区町村で申請者内容に問題がない

かが確認されれば、利用登録となります。利用登

録が終われば、全国のコンビニエンスストア等で

戸籍証明書の発行が可能となるということでござ

います。 

 ５ページをお開きください。 
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 ４の戸籍数等の状況にありますように、本市の

場合、本市に住所がある人、かつ本市に本籍を置

く人は約５０％であり、残りの５０％はコンビニ

交付を利用することができない、煩雑な郵送での

請求をしていただくか、遠方より本市の窓口まで

お越しいただくかのいずれかの方法により必要な

戸籍謄抄本を取得されております。 

 郵送請求の状況は、平成２７年度で申しますと、

現在、戸籍、除籍、戸籍の附票の、諸証明等を合

わせて１万９,０００件ほどございます。そのうち、

戸籍謄抄本は５,３００件ほどで、４,０００件程

度が個人からの申請となっております。 

 このように郵送請求は毎日多く寄せられており、

申請者が郵便局で小為替を購入し申請書を作成す

るなど、手間や経費が係る手続であり、また申請

書記載内容に不備がある申請も多くございます。 

 職員が申請された方に電話で内容を確認したり、

申請された方の手元に届くまで時間がかかったり

と、双方にとって負担が大きい事務となっており

ます。 

 このサービスにより、本籍地の市役所への移動、

手間や経費を大幅に減らせ、戸籍証明書の取得ま

での時間を短縮できることや、申請内容と戸籍

データとの突合作業における省略化及び時間短縮

が図られることや、郵送請求の処理件数を減らす

といったメリットを３の方に記載しております。 

 戸籍届け出の添付や旅券、パスポートの申請の

添付戸籍の請求も一定数ございます。本サービス

を導入することにより、特にこの部分の申請が本

サービスにシフトできると考えております 

 事業の開始に当たっては、５の周知方法に記載

のとおり、広報紙及びホームページでの周知はも

ちろんのこと、郵送請求された方、あるいは関東

及び関西の郷土会等への案内により周知を徹底し

てまいりたいと考えております。 

 このように郷土に本籍を置く方々の便宜も図っ

てまいりたいと考えているところでございます。 

 それでは、予算調書の１１４ページにお戻りを

いただきたいと思います。 

 下段のほうの事項、個人番号事業費です。予算

書は６８ページとなります。 

 個人番号カード交付等に係る経費１,６０５万

２,０００円で、経費の主なものは、１人の行政事

務嘱託員に係る報酬等の経費、臨時職員の雇上料、

個人番号カードの発行等に係る業務を地方公共団

体情報システム機構に一括委任する経費の負担金

が主なものでございます。 

 次に、歳入について説明をいたします。 

 予算調書の２３ページをお開きください。 

 １４款２項１目手数料、予算書は３６ページに

なります。総務手数料４,５６５万円は、個人番号

の通知カード及び個人番号カードの再交付手数料

のほか、本庁・支所等の窓口及びコンビニエンス

ストアで交付する各種証明書の交付手数料を、戸

籍手数料、住民基本台帳手数料、諸証明手数料、

印鑑登録証交付手数料及び自動車臨時運行許可手

数料としたものでございます。 

 １５款２項１目国庫補助金、予算書は３８ペー

ジになります。総務費補助金１ ,３５３万

４,０００円は、地方公共団体情報システム機構に

委任事務する個人番号カード交付等に要する事業

及び市町村の個人番号カード交付事務に係る経費

の補助金でございます。 

 １３款３項１目国庫委託金、予算書は４０ペー

ジになります。総務費委託金２１万円は、中長期

の在留外国人に対する居住地届け出と事務委託金

でございます。 

 １６款３項１目県委託金、予算書は４４ページ

になります。総務費委託金１６万円は、指定した

小学校における人権の花運動に係る地域人権啓発

活動活性化事業委託金、それから人口動態事務委

託金でございます。 

 １７款１項２目財産運用収入、予算書は

４ ５ ペ ー ジ に な り ま す 。 利 子 及 び 配 当 金

７,０００円は、医療福祉対策基金から生ずる利子

収入でございます。 

 ２１款５項４目雑入、次のページにも続きます

が、予算書は５６ページでございます。雑入

１,４９６万２,０００円はコピー代実費収入、加

入者が納付する県市町村交通災害共済会費収入及

び交通災害共済事務費並びに加入促進費の収入で

ございます。 

 以上で、市民課に関する説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（杉薗道朗）外国人向けのこのハンドブ
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ックの作成、非常によろしいかなと思うんですけ

れども、合併前、旧川内市において発行されてい

たガイドブックがありました。同じですよね。御

存知でない。ちょっと私は物もちがいいもんです

から持ってきたんですけど、こういう感じのガイ

ドブックが旧川内市の平成６年でしたか、発行さ

れておりました。だから、今回のこの冊子ハンド

ブックに関しては、書式的にはこういう形式にな

るのか、ハンドブックという言い方からすれば、

ポケットサイズの手帳サイズになるのか、そこあ

たりがどうなのかなというふうに、まずそこを教

えていただきたい。 

 それから、４２５名、外国人の方がいらっしゃ

るということがありましたけれども、それぞれ家

族というか世帯はまた数字が違ってくると思うん

ですよ。この配布の方法、受け取りに来なさいな

のか、自治会に加入されている方は自治会長を通

じてなのか、そこらあたりの配布の方法、それか

ら、合わせて何冊ぐらい、この４５０人という数

字はいろいろ増減があるわけですから、そこあた

り、予備、ストックも含めて何冊程度、印刷をさ

れるのか、まずその３点、ちょっと教えていただ

きますか。 

○市民課長（榊 順一）ハンドブックの形式に

ついてはＡ４サイズで考えているところでござい

ます。 

 それから、配布方法としましては、直接、本人

に郵送することも考えられますし、それから国際

交流センターとかを通じて配布する方法とか、窓

口にいらっしゃったときに配布するとか、いろい

ろ考えられますので、確実に届く方法を今後検討

してまいりたいと思っております。 

 それから、冊数については３００冊を一応予定

をしておりまして、予算をお願いしたところでご

ざいますが、２００世帯強ございますので、若干

は数には余裕を持って作成をしたいというふうに

考えております。 

○委員（杉薗道朗）答弁の中に郵送も考慮して

いるというようなことを言われましたので、この

予算の中にその分も、もう既に含まれているのか、

そこのあたりはどうなんでしょうか。 

○市民課長（榊 順一）郵送経費の予算につい

ては、既定の戸籍住民基本台帳とかありますので

そちらの経費を考えておりまして、特にこの外国

人に係る分の郵送は考えておりません。予算計上

はしてございません。印刷製本費だけでございま

す。 

○委員（杉薗道朗）しっかりと外国人の方に、

手元に渡るようにお願いしたいなというふうに思

います。 

 一部、ごみ出しの関係で少しトラブルと言いま

しょうか、なかなかそういう部分も耳にする部分

もありますので、そういう意味で周知徹底ができ

れば、この冊子を印刷される目的が生きてくるの

かなというふうに思いますので、中身もしっかり

当然もう検討はされていると思います。それはも

うできてるんだろうなと、原本みたいなものはま

だできてないんですか。 

○市民課長（榊 順一）内容につきましては、

先ほど言いました国際交流センターとかで、外国

人の方は、やはりあそこにいろいろと相談に行か

れるということで、我々も国際交流センターと協

議とかをしまして、実際に若干できている部分も

ございまして、それを活用させていただきたいと

いうふうに考えております。 

○委員（杉薗道朗）予算計上されてますから、

ある程度のひな形というか、できている分がある

んだろうなというふうに思いますので、特に文面

もでしょうし、やはりたくさん字が羅列してあり

ますと、なかなか読まないというのが普通なんで

すよ。だから写真とか予算の限りがあると思いま

すけども、見やすくてという部分で配慮いただき

ながら、有効に活用されるように頑張ってつくっ

ていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

 ほかにありませんでしょうか。 

○委員（井上勝博）先ほどのコンビニの戸籍証

明書についてなんですが、セキュリティの問題な

んですが、基本的には本人にこれは交付するもの

なんですよね。その辺はどうなんですか、確認し

たいんですけど。 

○市民課長（榊 順一）当然、コンビニ交付に

ついては、御自分の住基カード、あるいはマイナ

ンバーカードで使っていただきますので、当然御

本人が機械を使われて本人に交付されるというも

のでございます。 

○委員（井上勝博）今までの現状でも郵送で送
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れば交付されると。郵送でするときの本人確認の

方法と、今度の新しくなったときの本人確認の方

法でいうと、確実に本人であるということを、な

りすまし的なところの入る余地はないというふう

に言えるんですか。 

○市民課長（榊 順一）現在の郵送請求の場合

は、本人を確認する書類、運転免許証とか住基

カードの写しとか、そういったのを同封していた

だいて、本人の確認をしているところでございま

す。 

 コンビニ交付におきましては、それぞれパス

ワードを持っていらっしゃいますので、そういっ

たパスワードは本人しか知らないわけですので、

セキュリティの関係でも、当然しっかりしてござ

いますので、それがほかの人にどうこうといった

ことはシステム上、考えてはおりません。 

○委員（井上勝博）今までも、いわば本人の証

明書を借りて、コピーして、書類に入れて郵送す

れば、その人の戸籍についても他人が入手するこ

とが可能だったんですか。その辺は。 

 つまり、本人じゃない人が本人から証明書を借

りて、写しをしてということが、それは可能だっ

たということですか。 

○市民課長（榊 順一）実際必要な方が申請依

頼をされたりして郵送されれば、それは当然可能

でございます。 

○委員（瀬尾和敬）今のとは、ちょっと視点を

変えて、この個人番号の取得数、もしくは取得

パーセントというか、こういうのはありますか。 

○市民課長（榊 順一）それでは、個人番号

カードの取得状況について、御説明を申し上げま

す。 

 まず、平成２９年２月２８日末の現在でござい

ますが、申請数が１万７７５枚となっております。

実際の交付枚数は８,６４３枚となっておりまして、

平成２７年１月１日現在の人口の８.７９％の状況

でございます。 

 全国の平均とかも出ておりますが、鹿児島県の

実際の交付の平均は７.６９％、それから全国のほ

うは８.２６％ということでございます。 

 このような方々が現在、一応マイナンバーの

カードを取得しておりまして、実際、マイナン

バーを新しくつくられる方と住基カードからマイ

ナンバーカードに移行される方がございます。そ

ういったことを合わせますと、住基カードの取得

者とマイナンバーカードの取得者を合わせますと

２万４,０００人弱ということになってございます。 

○委員（瀬尾和敬）納税するときに、この住基

カードの番号とかを打ち込まないと、ｅ－Ｔａｘ

の場合はそうだったんですけど、ほかの人は、じ

ゃあ今、納税するときには、この住基カードとか、

それかマイナンバーカードとか必要ないんですか

ね、今、納税に関しては。 

○市民課長（榊 順一）それぞれ御本人には通

知カードという形で御自分のマイナンバーが通知

をされておりますので、それをもって、いろんな

そういった確定申告とかされる場合もございます

し、もちろんマイナンバーカードに変えられた方

は、そういったものを使われて申告とかはされて

いるというふうに思っております。 

 ｅ－Ｔａｘの場合は、どうしても通知カードで

はできませんので、マイナンバーカードを取得し

ていただくということになります。 

○委員（瀬尾和敬）今後、自分の番号がわかっ

ていてもカードを持たないという人がまだいらっ

しゃるわけですよね。何で持たないんですかね。 

［「持ってない」と呼ぶ者あり］ 

○委員（瀬尾和敬）持ってないんですか。あん

たはもともと持たない人ですから。 

 私はもっとふえてほしいと思うんですけどね。

何かやっぱり今後、努力されたほうがいいと思い

ますけどね。反対する人もいらっしゃいますけど、

でもそんな、恐らく大丈夫だと思いますけどね。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

○委員（持原秀行）ちょっと教えてください。 

 交通災害共済事業なんですが、これはもう県の

ほうになって、前は独自でしよったんですが、交

通災害共済事業の中で、市民全体でどれぐらいの

加入があるのかとか、それから実際、こういう事

故とかそういうのが統計的にずっと出ているもの

なのか、そこのあたりの実績がちょっとわかっと

ったら教えてください。 

○市民課長（榊 順一）申しわけございません。

遅くなりました。 

 交通災害共済の加入については、平成２７年度

が２万６,１９５人ということで、加入率は２７％

となってございます。見舞金の対象者数は８２件、
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支払額が８６９万５,１００円ということになって

おりまして、見舞金の対象者数は平成１９年度が

１３６件ございまして、年々減ってきてはいる感

じはするんですけれども、ふえる年もあったりと

かということでございます。 

 ただ、この見舞金請求については、掛金を掛け

た当該年度ではなくて、２年間、請求期間がござ

いますので、最高２年前の方々が請求をされる場

合もございますので、毎年度の状況というのは変

わってくるということでございます。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）加入率としては２７％ぐら

いと。現在、平成２８年度はまだ終わってません

ので、そうだと思うんですが、もう既に平成

２９年度が今、皆さん納付されつつあると思うん

ですが、やはり今いろんな事故とか、自分は関係

ないというのでもないと思いますが、やはりこの

２７％を上げる努力というか、何かそこらあたり

の中で、もうちょっとはがきで、ぽっと送るだけ

じゃなくて、何かもうちょっと広報したほうがい

いような気がするんですけれども、機会があれば

広報紙とか、やっぱりそういうところも利用され

て、その時期にちょっと目新しいのを出して、加

入の促進もしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○市民課長（榊 順一）今、持原委員からもご

ざいましたように、確かに平成１９年は３４.１％

の加入率がございまして、平成２５年度で

２６.７％に落ち込んでまいりました。やはりこれ

ではいけないというか、多くの方々がこの制度で

救われる部分もございますので、我々も何とか広

報していきたいということでやっておりまして、

現在、広報紙とかホームページでの周知のほかに、

それからＦＭさつませんだいとか、そういったメ

ディアも使わせていただいて広報しているところ

でございますので、さらに今、委員のほうからお

っしゃったように、広報・周知を徹底してまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）マイナンバーのことなんで

すけど、私は、私の信条から、受け取りを拒否し、

マイナンバーカードはとってないわけです。しか

し税の関係では、特に書かなくても受け付けると

いうことになっておりますので支障はないんです

けども、これは来年度もそういうことでいいのか

どうかということはどうなんでしょうか、その辺

は。私は信条でやっているわけですけども。 

○市民課長（榊 順一）私が所管するところが

ちょっとですが、来年度もというか、ちょっと調

べたところでは、平成２８年度の税制改正大綱の

中で、マイナンバー記載の対象書類の見直しとい

うのがあって、その中で告知等をする方のマイナ

ンバー、その他の事項を記載した帳簿を受け付け

るところが備えている場合は記載を要しないとか

というのがあるということでございますので、毎

年、書かなくてもいいのではないかなというよう

な感触は受けるんですけれども、それは平成

２９年度以降のことであれば、現在申し上げたの

は現年度、平成２８年度のことでございますので、

私のほうではちょっとわからないということでよ

ろしいでしょうか。済みません。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんで

しょうか。 

 質疑は尽きたようでございます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局の説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）それでは、所管事務に

ついて、市民福祉委員会資料より御説明を申し上

げます。 

 委員会資料の本編６ページをお開きください。 

 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制

度についての御説明でございます。 

 この制度につきましては、平成２８年３月議会

の市民福祉委員会で説明しておりますが、平成

２９年２月１日から運用を始めましたので、概要

等について説明をさせていただきます。 

 制度の名称が長い関係で、「本人通知制度」と

いう、省略して説明をさせていただきます。 

 本人通知制度は、住民票の写しまたは戸籍謄抄

本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害

の防止を図るため、住民票の写し、または戸籍謄

本等を本人以外の代理人や第三者に交付したとき、

事前に登録をされた本人に交付の事実を通知する

というものでございます。 
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 平成２３年１１月に愛知県で、司法書士が職務

上請求で不正請求して逮捕された、いわゆるプラ

イム事件というのがございます。これは発覚を逃

れるため、本人通知制度を実施している自治体を

避けていたことが、その後の新聞等の記事で確認

されていることから、この本人通知制度が全国の

自治体へ広がっており、県内では鹿児島市、霧島

市、伊佐市及び湧水町が平成２６年度に、西之表

市及び志布志市が平成２７年度に、それぞれ開始

されている状況でございます。この２月からは本

市のほかに、さつま町が開始をされております。 

 ２の本人通知制度を利用するには、あらかじめ

事前登録が必要となり、登録日の翌日以降に交付

した証明書が対象となります。 

 イメージ図を記載しておりますが、通常、②の

証明書の交付請求が行われますと、③の証明書交

付が行われます。本制度により、（Ａ）さんが①

の登録申請を行い登録されますと、③のところで

（Ａ）さんに係る証明書が代理人または第三者に

交付された場合、④の交付の事実を（Ａ）さんに

通知することとなります。 

 ３の事前登録の対象者、つまり登録できる方は、

本市が備える住民基本台帳に記録されている方、

または本市の区域内に本籍を有する方となります。 

 本市に以前、住民登録があった方については、

住民票の除票という形で５年間、その情報を保管

しておりますが、これについては県内先行自治体

では、現在、住民登録されている方、現在、戸籍

にある方に限っておりますので、本市も同様の考

えとしているところでございます。 

 また、この制度は登録された方に限るもので、

同一の住民票や戸籍等に記載のある方でも、ここ

に登録しなければ対象となりません。 

 ４の登録の受付場所は、本庁市民課及び各支所

地域振興課の窓口です。通知書発送は本庁市民課

からのみとしております。 

 ５の登録期間は、登録日から３年間で、初回の

み登録日から２年を経過した年の７月末までとし

ており、登録を継続する場合は更新の手続が必要

となります。 

 ６の通知の対象となる証明書の種類は、住民票

の写し、住民票記載事項証明書で、さきに申し上

げましたとおり、住民票の除票は対象から除いて

おります。そのほか戸籍の附票等が対象となって

おります。 

 ７の本人へ通知する内容は、証明書の交付年月

日、請求者（第三者）の種別、交付した証明書の

種類、通数の４項目となっております。交付請求

者の氏名・住所等を通知するものではございませ

ん。 

 ただし、住民票関係では、本人と同一世帯の方

からの請求、戸籍関係では、本人と同一戸籍に記

載されている方、または直系の方からの請求、国

または地方公共団体からの公用請求、学術研究に

よる請求、個人番号カードを使ってコンビニ交付

を利用されてとられた住民票の写しや全部（個

人）事項証明書及び請求時点で既に消除されてい

る証明書の請求に関しては、通知の対象から外し

ております。 

 なお、平成２９年２月１日からの本人通知制度

を実施するに当たり、市民等への周知として、広

報薩摩川内１月１０日号への案内記事掲載を初め、

市のホームページへは、制度を利用するに当たっ

ての手続等の要領や事前登録申請書等を搭載し、

市民課及び各支所地域振興課窓口にはチラシの配

置をしているところでございます。 

 以上で住民票の写し等の第三者交付に係る本人

通知制度について、説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て、これより質疑に入ります。 

○委員（井上勝博）これは個人情報を守るとい

う点では、一歩前進の制度だというふうには思う

のですが、しかし前から言ってます自衛隊員の対

象者名簿については、これは恐らく国または地方

公共団体からの公用請求及び学術研究による請求

の中に入ってくるのかなということなんですが、

入ってきたら本人には通知されないということで

すが、その辺はそうなんですか。 

○市民課長（榊 順一）自衛隊のほうの適齢者

の対象者については、この本人通知制度とは関係

がございませんので、自衛隊の適齢者の対象者数

については、自衛隊法の９７条とかそういった根

拠法令がございまして、個人情報保護法による請

求となっておりますので、私どものほうはそのよ

うに対処させていただいているところです。 

○委員（井上勝博）今よくわからなかったです
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けど、住民基本台帳から対象者の年齢の氏名・住

所・性別・生年月日を自衛隊地方協力本部に提供

しておりますよね。 

 だからこれは住民票の中の一部を提供している

わけですから、本来ならば本人が知らないところ

でやられているわけで、本当は私は通知すべきじ

ゃないかというふうに思うんですが、今のこの考

え方とまた違うというのは、ちょっと私、理解で

きないんですけど。 

 国が統計調査をとる上で、住民基本台帳ネット

ワークを利用するということはあり得るというの

は聞いてるんですけれども、同じように自衛隊の

問題もそういうふうになっているのかなというこ

となんですよね。 

○市民課長（榊 順一）この本人通知制度は、

そういった戸籍とか住民票の証明書を発行した場

合に、第三者である場合について通知をする制度

でございます。この自衛隊法に係る適齢者の情報

については、個人情報の目的外利用ということで

考えておりますので、この本人通知制度は証明書

を発行した場合ですので該当しないというふうに

考えております。 

○委員（杉薗道朗）一般質問の中で、中島議員

のほうから婚姻届の書式について質問があって、

大変前向きなというか、写真なんかも撮るブース

も設けてということで答弁がありましたので、あ

りがたいことかなと思うんです。 

 ただ、ちょっと思ったのが、せっかくそうして

婚姻届を出されて、当然窓口で受け付けをされる

際に、書類のやりとりだけというのもどうかなと

思ったりもしたものですから、例えば結婚を祝福

するための市長のメッセージカードみたいなもの

は一緒にお渡しとか、そこあたりはどうなのかと

思ったりしたんですよ。 

 書類上の、ただ単に「はい、受け取りました」

で、確かにそれは写真うんぬんがありますから、

別にまた将来的に記念に何か残るというのもわか

るんですけども、新たな旅立ちということで、そ

こらあたりを何かできればなと、ふと思ったもの

ですから、薩摩川内市は何と心の温かい市なんだ

ろうかなと思ったりするところでしたが、どうで

しょうか、そこらあたりは。 

○市民課長（榊 順一）今、杉薗委員がおっし

ゃいました市長のメッセージまでは、私どもは考

えていなかったところでございますので、それも

含めて、また検討させていただきたいというふう

に思います。 

○委員（杉薗道朗）ちょっとした気遣い、心遣

いというのが非常に記憶に残るというか、思いま

すので、費用的にはあんまりかからないと思った

りもしますので、ぜひそこも前向きに御検討いた

だければと思います。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）先ほどの説明資料の６ペー

ジの下のほうなんですが、「本人への通知」とし

て「交付請求者の氏名・住所等は通知されませ

ん。」というふうになってるんですけど、この通

知を受け取った人が、自分のこういう証明書が誰

かからされたんだなと、一体誰がしたんだろうと

か、そういう疑問点とか起きないものなんですか

ね。 

○市民課長（榊 順一）今おっしゃったような

疑問点は多分起こるというふうには考えておりま

す。この制度自体は先ほどから言いますように、

実際に証明書が交付されたことを通知する制度で

すので、そういった誰から交付されたんだろうか

というようなことについては、開示請求という、

また手続がございますので、そちらのほうを使っ

ていただくということになります。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）ということは、証明書をと

られた通知が来た人は、誰からこうしたのかとい

う開示請求をすれば、教えてやるということにな

るわけですか。 

○市民課長（榊 順一）その開示請求につきま

しても、開示・非開示というようなところがござ

いますので、どこまで開示されるかというのは、

またそのとき検討していかなきゃいけないという

ふうに思っています。 

○委員（瀬尾和敬）ちょっとよくわからないん

ですが、請求した人の住所・名前等を出さないと

いうのは、その人の、まあ言えば個人情報を保護

するということですか。 

○市民課長（榊 順一）そのとおりでございま

す。 

○委員（瀬尾和敬）そんなことよりも、証明書

を抜き出された人のほうが重大なことであって、

誰々さんがあなたの証明書を、こうして請求があ
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ったから発行しましたよと教えてやったほうがい

いんじゃないでしょうかね。これはだめなんです

か。そこまで個人情報を守らないかんのですかね。

何かちょっと変な気がする。 

○市民課長（榊 順一）この本人通知制度は、

先ほど説明の中でも申し上げましたように、そう

いったプライム事件とかがあって、第三者、行政

書士とかがそういった偽った請求をしたというこ

とを起源にしてできた制度でございますので、そ

のどういった方々から、第三者とか、とれたかと

いうのを通知するだけの制度でございまして、今

おっしゃったように誰が請求したかとか、どうい

ったことで請求したかというのは、この制度の中

ではうたってございません。 

○委員（瀬尾和敬）自分の情報が第三者によっ

て出されたというのを、こっちはつぶさに知るこ

とができない。情報開示を求めても、またそこで

すぐぱっと出さないと。そしたら私の個人情報が

そうやって、いわば簡単に出ていってしまう。誰

が情報を抜いたというか申請したのかというのが

わからないというのは、何か半端なような気がす

るんですよね。 

○市民課長（榊 順一）誰がという特定した個

人の名前は出てきませんけども、今ここで申し上

げましたように、第三者からの請求があったとい

うところはわかるようにしてございます。 

○委員（持原秀行）ここで「本人への通知」と

いうことで、②で「請求者（第三者）の種別」と

書いてありますけども、この種別って何ですか。

具体的に教えてください。 

 それとこれに関連して、例えば、もう昔から司

法書士とか弁護士とか、そういうところからは、

それぞれ権限があって、代理とかそういうのを持

たなくても、とれるということの中で、いろいろ

トラブルがあって、個人が例えば「もう私以外に

はいろんなものについては出してくださるな」と

いうような申請とか、そういうのはありますか。 

○市民課長（榊 順一）まず、２問目のほうか

らですが、確かに出さないでほしいとか、特にＤ

Ｖの支援については当然、申請があれば、我々、

住民票とか戸籍の抑止をきちんとしておりますの

で、それはございます。 

 ただ、通常、出さないでくれとかというのは、

戸籍を住民基本台帳の中でも、そういった証明書

というのはとれるようになってございますので、

この人の分を出さないでくれということで、我々

がそれを拒否するということはないと考えており

ます。 

○委員長（福田俊一郎）納得がいかないようで

すけど、いいですか。 

○市民課長（榊 順一）種別については、ちょ

っと様式とか持ってきておりませんので、後ほど

また答えさせていただきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）今、課長のほうから後

ほど持ってきたいという話でしたけど、午後に延

長して、答弁をもらいますか、それとも資料提出

でよろしいですか。 

［「資料で」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）資料でいいですか。で

は後ほど、資料提出ということでお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 以上で市民課の審査を終わります。 

 お疲れさまでした。 

 ここで休憩いたします。 

         ～～～～～～～～～～     

     午前１１時５６分休憩     

        ～～～～～～～～～～     

    午後 ０時５８分開議     

        ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 午前の会議で持原委員のほうから質問がありま

した請求者の種別については、お手元に配付して

ございますが、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）それでは次の課に入り

たいと思います。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（福田俊一郎）市民健康課の審査を行

います。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止しておりました、議案第３６号平成２９年度

薩摩川内市一般会計予算を議題といたします。 
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 部長の概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民健

康課の当初予算概要について、御説明いたします。 

 ページは４８ページから５４ページまでになり

ます。 

 それでは、まず予算概要の５１ページ下段をお

開きいただきたいと思います。 

 健康増進事業でございますが、このうち「○」

は四つあるんですが、「○」の四つ目でございま

す。「薩摩川内市３５０ベジライフ宣言関連事

業」は、生活習慣病を予防するため、野菜を１日

３５０グラム以上摂取し、あわせて本市農産物の

普及を促す運動を展開する経費として、２４０万

１,０００円を計上させていただいたところでござ

います。 

 次に、ちょっと飛びますが５３ページをお開き

いただきたいと思います。５３ページの上段でご

ざいます。 

 感染症予防事業でございますが、子どものイン

フルエンザの罹患防止及び罹患時の病状軽減を図

るため、接種料の一部を補助する経費として、

２,３４６万２,０００円を新たに計上させていた

だいております。 

 同じく、同ページ中段でございますが、子育て

関連分として、１歳未満の者に対するＢ型肝炎予

防接種を当初予算で新たに計上させていただいて

おります。 

 同ページ下段でございます「母と子の健康診査

事業」では、聴覚障害の早期発見・支援を図るた

め、新生児の聴覚検査料を助成する経費として、

これも新たに２００万円を計上させていただきま

した。 

 次に５４ページでございます。上段、「子育て

支援強化事業」におきましては、妊娠期から子育

て期にわたる総合的相談支援を提供する子育て世

代包括支援センターを運営するための経費として、

１,６７１万７,０００円を、これも新たに計上さ

せていただいたところでございます。 

 なお、５０ページから５１ページにかけ、記載

しております国民健康保険直営診療施設勘定特別

会計につきましては、予算総額が９億８,００８万

円でございまして、昨年度と比べて２,７９２万円

の減となっているところでございます。 

 以上、市民健康課の当初予算概要の説明を終わ

らせていただきますが、この後、予算の詳細につ

きましては、市民健康課長のほうで説明させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（福田俊一郎）それでは引き続き、当

局の補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民健康課に係る

平成２９年度当初予算の歳出予算について御説明

申し上げます。 

 ページは１２８ページから１３３ページまでで

す。 

 最初に１２８ページをお開きください。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、事項、保健衛生

一般管理費は、職員給及び歯科医療体制の支援等

に係る経費で、事業費は２億３ ,６５８万

２,０００円です。経費の主な内容は、予防接種健

康被害調査委員会委員報酬、市民健康課職員の給

与、及び歯科医院休日当番事業補助金等でありま

す。 

 次に、事項、予防接種事故救済措置費は、予防

接種法に基づく救済措置の実施に係る経費で、事

業費は５９０万７,０００円です。経費の主な内容

は、対象者１人に係る補助事業扶助費であります。 

 続きまして、１２９ページをお開きください。 

 事項、診療所管理費は、川内地域の５カ所の診

療所の管理・運営に係る経費で、事業費は

１２０万６,０００円です。経費の主な内容は、管

理医への診療謝金になります。 

 次に、事項、巡回診療事業費は、県が事業主体

として実施している甑島地域における特定診療科

巡 回 診 療 に 係 る 経 費 で 、 事 業 費 は ９ ４ 万

８,０００円です。経費の主な内容は、医師等への

謝金及び巡回診療に係る事業負担金であります。 

 続きまして、１３０ページをお開きください。 

 事項、保健対策推進事業費は、健康づくり推進

協議会の運営及び食生活の面からの健康づくりの

普及推進対策に係る経費で、事業費は２０４万円

です。経費の主な内容は、食生活改善推進員の研

修会等に係る謝金及び旅費等であります。 

 次に、事項、地域医療対策費は、国民健康保険

直営診療施設職員の研修及び国民健康保険直営診

療施設勘定特別会計に対する財政支援等に要する

経費で、事業費は４億７６万６,０００円です。経

費の主な内容は、在宅当番医制運営委託金や救急
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医療施設等運営補助金など、救急医療体制の維

持・充実を図るもの及び甑島地域の医療従事者を

確保するための甑島地域医療従事者等奨学金貸与

金、甑島地域の医療体制の維持・充実を図るため

の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金

などであります。 

 続きまして、１３１ページをごらんください。 

 ２目保健センター管理費、事項、すこやかふれ

あいプラザ管理費は、すこやかふれあいプラザの

維持管理及び補修に係る経費で、事業費は

１,３６３万７,０００円です。経費の主な内容は、

すこやかふれあいプラザ管理人の報酬、館内清掃

業務等の委託料及び施設の光熱水費や修繕料等で

あります。 

 次に、事項、保健センター管理費は、本土４地

域及び上甑、下甑の保健センター等の維持管理に

要する経費で、事業費は１,６６７万３,０００円

です。経費の主な内容は、樋脇保健センター浄化

槽維持管理業務委託料など、施設の維持管理に係

る各種委託料及び施設の光熱水費や修繕料等にな

ります。 

 続きまして、１３２ページをお開きください。 

 ３目保健指導費、事項、保健指導費は、保健指

導に係る経費で、事業費は６０６万５,０００円で

す。経費の主な内容は、保健事業に係る健康管理

システム保守管理業務委託等及び健康管理システ

ムの賃借料になります。 

 次に、事項、母子保健事業費は、各種母子保健

事業に係るもの、及び平成２９年４月に新設する

子育て世代包括支援センターの設置及び運営に要

す る 経 費 で 、 事 業 費 は １ 億 ５ , ６ ７ ９ 万

２,０００円です。経費の主な内容は、健康診査等

の医師及び歯科医師等への報酬、妊婦・乳幼児健

診業務委託等、不妊治療費や新生児聴覚検査等の

助成金、未熟児養育医療給付事業及び子育て世代

包括支援センターに臨床心理士や助産師等を配置

するための報酬になります。 

 ここで新規事業の薩摩川内市子育て世代包括支

援センターの設置について、御説明申し上げます

ので、市民福祉委員会資料の９ページをお開きく

ださい。 

 まず、目的についてですが、妊娠期から子育て

期にわたる母子保健や育児に関する悩み等に円滑

に対応するため、専門職がさまざまなニーズに対

して総合的相談支援事業を提供する拠点を整備し、

妊娠・出産から子育て期にわたる切れ目のない支

援体制を構築するものでございます。 

 実施場所と人員配置ですが、平成２９年４月

１日に川内保健センター内に母子保健型と併設し、

母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、

助産師、臨床心理士を配置しようとするものです。 

 事業内容としましては、母子保健体制の充実と

して、母子相談や地域子育て支援センターとの協

力による相談、地域や関係機関における相談支援

です。 

 コーディネート業務としましては、地区担当保

健師との協力、関係機関とのコーディネートやネ

ットワーク会議への参加及び開催を行うものです。 

 地域の母子保健に関する実態把握では、情報収

集、母子手帳交付、母子健診等の分析、関係課と

の協力による実態把握を行っていくものです。 

 また、支援の必要な対象者の把握とプラン作成

を行うことにしております。 

 情報発信としましては、ウェブサイト作成、運

営管理や個人登録による情報発信を行っていく予

定としております。 

 予算調書に戻りまして、１３３ページをごらん

ください。 

 事項、健康増進事業費は、各種がん検診等に係

る経費で、事業費は１億２,５５５万６,０００円

です。経費の主な内容は、行政事務嘱託員の報酬、

がん検診業務委託等であります。 

 次に、４目予防費、事項、感染症等予防費は、

感染症予防接種事業に係る経費で、事業費は３億

３６３万７,０００円です。経費の主な内容は、看

護師業務嘱託員２名の報酬、麻しん、風疹混合ワ

クチン等の医薬材料費、委託料などであります。 

 ここで、新規事業の子どものインフルエンザ予

防接種の補助について、御説明申し上げますので、

委員会資料の１０ページをお開きください。 

 インフルエンザワクチン接種の目的は、発症を

予防するものではなく、入院を伴う重症化を予防

することです。特に乳幼児が罹患した場合、重症

化しやすく入院の可能性が高いことが懸念されて

います。 

 接種の回数は１３歳未満が２回、１３歳以上が

１回となっております。また１回当たりの接種料

が３,０００円から４,０００円で、子育て世代に
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とっては経済的負担の大きいものとなっておりま

す。 

 今回の補助は、重症化が懸念される乳幼児、小

学生並びに受験を控える中学３年生と高校３年生

の接種に対して、接種料の一部の補助を行おうと

するものです。 

 小学生未満は２回、小学生、中学３年生、高校

３年生に１回の補助予定です。１回当たり

２,０００円を予定しております。 

 なお、今回の補助制度の導入に当たっては、市

の定住促進補助制度の見直しと連携し、同制度の

転入施策である子育て加算を廃止し、子育てしや

すい環境づくりの施策拡充案として制度設計した

ものです。 

 以上で、歳出予算の説明を終わります。 

 続きまして、歳入予算について御説明いたしま

すので、２８ページをお開きください。 

 １３款２項２目保健衛生費負担金は、予算額

１２５万円で、未熟児養育医療の保護者負担金で

あります。 

 １４款１項３目衛生使用料は、予算額７１万

２,０００円で、すこやかふれあいプラザ、樋脇保

健センターに係る施設使用料及び電柱、自動販売

機設置に伴う行政財産使用料であります。 

 １５款１項２目保健衛生負担金は、予算額

６８０万円で、未熟児養育医療に係る国庫負担金

であります。 

 同じく２項３目保健衛生費補助金は、予算額

２９万１,０００円で、産後ケア事業に係る国庫補

助金であります。 

 １６款１項２目保健衛生費負担金節は、予算額

３４０万円で、未熟児養育医療に係る県負担金で

あります。 

 同じく２項３目保健衛生費補助金は、予算額

１,２２３万９,０００円で、予防接種事故救済、

健康増進事業、共同利用型病院運営事業等に係る

県補助金であります。 

 同じく３項３目保健衛生費委託金は、予算額

２２万４,０００円で、県から権限委譲されている

医師、歯科医師、理学療法士等、医療関係者の免

許申請等に係る県委託金であります。 

 １７款１項１目土地建物貸付収入は、予算額

３万２,０００円で、すこやかふれあいプラザの自

動販売機設置に係る貸家料であります。 

 ２１款３項１目医療福祉従事者奨学資金貸付金

元利収入は、予算額１６万６,０００円で、医療福

祉従事者奨学資金貸付金に係る元利収入でありま

す。 

 同じく５項４目雑入は、予算額２万円で、母子

保健事業に伴う健康教室等に係る収入であります。 

 以上で、歳入予算の説明を終わります。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします

ので各会計予算書、予算に関する説明書の９ペー

ジをお開きください。 

第３表 債務負担行為の一番下、甑島地域医療

従事者等奨学資金貸与事業は、甑島地域の医療従

事者確保のための奨学資金貸与のために、１名分

の平成３２年度までの債務負担行為を設定するも

のであります。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議賜

りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（瀬尾和敬）インフルエンザの予防接種

のことについて、お伺いします。 

 我々の会派から代表質問でしてもらったんです

が、ちょっと小さいことかもしれませんけど、お

伺いします。 

 シーズン、大体１１月から３月ごろまでなんで

すかね。今シーズンはどれぐらいの人数というか、

インフルエンザにかかったかどうか、まだ統計は

とれていませんか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）人数的にはまだち

ょっとわからない状況であります。 

○委員（瀬尾和敬）インフルエンザによって学

校が学級閉鎖もしくは学校閉鎖とかというのはあ

りましたか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）学級閉鎖は何校か

ありました。その報告は受けておりますけど、済

みません、細かい資料は後で連絡したいと思いま

す。 

○委員（瀬尾和敬）この制度は、市の定住促進

補助制度の見直しから、こういうのが始まったわ

けですが、これはある意味、私はとてもいい制度

だと思っています。特にお子さんをお持ちの家庭

は喜ばれるんじゃないかなと思います。春田部長

の置き土産かなと思っていますけど。あ、違うん
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ですか。 

 今後はこうやって、定住促進のどうのこうのじ

ゃなくて、もしこれが市民から多分、温かく迎え

られる政策ですので、来年度もされると思うんで

すが、今度はもう自分たちの方針でやっていかれ

るんでしょうか。 

○市民福祉部長（春田修一）この分については、

一般質問等でも何回か出ていた部分で、先ほど企

画のほうが定住促進を見直す際に、一つの施策と

して打ち出しましたので、私どものほうが今後、

所管してまいりますので、この分については、で

きれば拡充する方向も踏まえながら、今後も実施

していきたいというふうには考えているところで

ございます。 

○委員（瀬尾和敬）この予防接種を２回受ける

小学生以下ですか、これは効果的な接種の方法が

あるとちょっと聞いたんですが、１回目を受けて、

どのぐらいか期間をあけて受ければ、より効果が

あるというふうに聞いたんですけど、もしそうい

うことが、例えば学校とかそういうところにちゃ

んと周知されたりして、より効果的な接種ができ

るようにされると思うんですけど、どうなんです

か、そこは。 

○市民健康課長（檜垣淳子）予防接種に関して

は、一応、予防接種の期間とかそういうのを住民

に周知はしております。インフルエンザに関して

も、１回目を受けられたら２回目はいつですよと

いうことを、病院のほうで言っていただけるよう

にしておりますので、そこで計画を立てて予防接

種を受けていただく形になっております。 

○委員（瀬尾和敬）このインフルエンザの予防

接種に関して、中学３年生、高校３年生という受

験生を持つ家族にとっても、もちろんいいんです

けど、それに今回該当しない人たちも受けること

ができれば、更に家族の方は喜ばれると思います

ので、まずそこのところはよろしくお願いしたい

と思います。 

○委員（新原春二）今、瀬尾委員から話があり

ました。非常に正論なんですけど、このキャッシ

ュフロー、御父兄の皆さんが病院に行かれて、ど

ういうキャッシュフローになりそうですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）今、医師会の先生

方と検討はしておるんですけれども、一応、病院

のほうにお母さんたちが代理というか委託するよ

うな形でお金を差し引いて、２,０００円補助なの

で、負担額を差し引いてお金は支払ってもらって、

病院のほうからうちのほうに申請していただくよ

うな手続ができないかどうかを、今、検討してい

るところです。 

○市民福祉部長（春田修一）今、検討中なんで

すが、高齢者の６５歳以上の分については、一部

負担金を払うだけで、あとの残りは行政のほう、

私どものほうに請求が来る仕組みがあります。そ

れを使えればなと思っているんですが、ちょっと

気になっているのは、小学生未満の分については

２回が望ましいという話で、今回、予算の関係が

ございまして、就学前の児童だけ２回を補助しよ

うというふうにしておりましたので、その小学生

の部分は２回がいいと、ＷＨＯも国のほうも推奨

しておりますので、そこを２回したときに、例え

ばＡ病院で１回目、２回目をＢ病院ということが

あったときに、ちょっと医療機関でわからなくな

ってしまう部分等も出てまいりますので、そのあ

たりをうまく調整できるのかということで、今ち

ょっと協議をしているというようなことでござい

ます。 

 それで、将来的には、今回の一般質問の中でも、

中１、中２、高１、高２まで拡大という御意見が

あったんですが、私どもとしてはお答えさせてい

ただいたように、まずは小学生未満の２回までを

予算が許せばやっていければなと。まずはそれを

した後に、次のステップかなというふうに考えて

いるところでございます。 

 満額でしますと４,０００万円を超えるような金

額になって、１００％すると超えてまいりますの

で、今年の接種率がどれぐらいになるのか、その

状況も見ながら、ちょっと今後の検討材料という

形で考えているところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（井上勝博）私のちょっと思い違いなの

かもしれないですけども、かつて子どもたちのイ

ンフルエンザ接種というのはあったように思うん

ですよね。昔ですよ、私のころとかあったように

思うんですよ。それが廃止されて、また復活とい

うか、なっている。 

 この廃止の理由というのは、やっぱり財政的な

ものだったのか、それともリスクがあるのか、接
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種することによるリスクがあるから見直しがあっ

たのか。 

 今回、インフルエンザの接種というのは、もう

そういうリスクが全くありませんよと、いわば、

ほとんどのというか、皆さんも受けてくださいよ

というふうに言えるものなのかどうか、そこはど

うなんでしょうか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）受ける場合には、

病院のほうで先生の問診とかをとりますので、も

し受けられない子どもさんであれば、そこで受け

ない形になると思います。副作用とかは出る可能

性はゼロではないと思われますけれども、皆さん、

アレルギーがあったりとか、そういう方は受けら

れないという可能性はあるとは思いますけれども、

そこはちゃんとその前の段階で把握をして、とい

う形でされると思います。 

 昔は、集団で多分されていたということをおっ

しゃっているのかなと思うんですけど、病院のほ

うで集団で並んで、多分、予防接種を受けていた

ということなんだと思うんですけど、そこはもう

注射器をかえないといけなかったりとか、あと、

いろんな副作用が出たりとかするので、病院での

予防接種というふうに変わってきましたので、そ

この部分で変わったのかなというふうに思います

けど、その補助とかはちょっと今のところ自分の

今持っているところではわからない。どうしてそ

うなったかというのはちょっと理解できていない

ところです。 

○市民福祉部長（春田修一）あくまで法定接種

ではございません、任意接種でございますので、

本市としては、それを全ての方に義務化するとい

うつもりはございません。あくまで法定接種の場

合であれば通知をしたりして接種してくださいと

いう勧奨をしますが、今回の分については任意接

種でございますので、任意接種された、保護者の

方で接種を希望される方に対しての助成という形

で考えているところでございます。仮に法定接種

になりますと、今委員がおっしゃいますように、

接種の勧奨をしたりという作業はする必要がある

と思います。 

○委員（持原秀行）済みません、１点だけ教え

てください。 

 甑島地域の診療所、医療従事者等の確保事業、

これで１６２万８,０００円、予算額でありますが、

御存じのとおり、非常に人材不足といいましょう

か、甑に来て働いていただける看護師さんとか、

医療従事者の確保を目指してあるんですが、この

面までされてきた中で、実績と、それから、今後

の、現在の見込み、それらをちょっとわかる範囲

で教えていただきたいと思うんですが。 

○市民福祉部長（春田修一）今までの実績につ

いてはこの後報告させますが、実は、昨年度、な

かなか人材が集まらない、応募がないということ

で、看護師については今まで５万円だった分を

１０万円にしたところです。ただ、結果としては、

ここ２年応募がないというような状況でございま

して、私どもも街コンがあるときには、地元のお

子さんたちでそういう看護師とか、そういう福祉

関係に興味を持たれるお子さんがいらっしゃれば

ぜひこの制度を活用してくださいというようなお

願いはしているんですが、結果としてはなかなか

応募もないということで、月１０万円ですので

１２０万円なので、学費プラス生活費までできる

金額だよねという思いは持っているんですけど、

なかなか来ないということで、慢性的に募集をか

けているというのが実態でございます。 

 ただ、甑は去年も、その方は奨学金は利用され

ていなかったんですが、高校は普通の高校、普通

科に行かれて、その後、勤務をされて、貯蓄をし

て、貯金をして、それで医療専門学校に行かれて、

大学の鹿大のほうで２年ぐらい研修を詰まれて、

ふるさとに帰りたいということで募集をしていた

だいた男性の看護師さんもいらっしゃいますので、

本当そういう方々が自分で専門学校に行く学費を

稼がなくても、甑のほうに５年間働いていただけ

れば、最低５年間働いていただければ、奨学金の

ほう返還がありませんという、こういう制度を使

って、ぜひそういう志を、思いのある方は使って

いただければというふうに考えております。 

 周知もしているんですが、なかなか絶対数が少

ないということやら、その中から福祉関係、医療

関係に進みたいという方がまた絞られてくるとい

うようなことで、こういう状況になっているとこ

ろです。 

○主幹（羽田美由紀）今までの奨学資金の結果

を御報告申し上げます。 

 平成２１年度から貸し付けをしておりまして、

まず、平成２１年度からは管理栄養士が一人おり
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ました。平成２２年度からは看護師が一名おりま

す。それと、介護福祉士も平成２２年度から一人

貸し付けております。平成２３年度からは医師に

も一人貸し付けをしておりまして、医学生ですが、

平成２８年度で奨学資金の貸し付けが終了いたし

ます。平成２６年度からは１名看護師の貸し付け

がございました。その中で、管理栄養士は上甑の

ほうの社会福祉の施設に勤務いたしました。看護

師のほうは、ただいま市民病院のほうで研修中の

看護師が一人おります。あと、二人の看護師につ

きましては甑のほうでの勤務というのがなかなか

難しいようでして、奨学資金の返還ということに

なっております。 

 以上でございます。 

○委員（持原秀行）なかなかいないということ

で５万円から１０万円に拡大もされて、非常に私

はいい制度だと思います。いろんな地域の中でも、

子どもさんが中学生ですね、高校に行くとか、高

校生でそういうのがあるというような就職相談で

すね、そういう中でもそういう市としてはこうい

う制度があるよというのは常々話をしているとこ

ろですが、やっぱりもっとこういう広めていけた

らなというのがありますので、ぜひもう少し力を

入れていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

○委員（新原春二）本土地域の診療所の関係で、

データをちょっと示していただきたいんですが。

本当にこういう過疎化が進んでまいりますと、や

っぱり過疎地域の医療というのは大事になってき

ます。そしてまた、現に在宅医療ということで、

今まで国の制度になっていますし、それに進んで

いく場合に、診療所は必要だと思うんですけども、

現在の本土地域西方、湯田、寄田、久見崎、高江、

これの利用度はどんな状況なんですか。 

○主幹（羽田美由紀）現在、本土地域の診療所

は５カ所ございまして、月１回の診療を医師の

方々に出向いていっていただいております。大体

１回の患者数なのですが、５名から１０名以内と

いうのが１カ所の診療所の利用数でございます。 

 以上です。 

○委員（新原春二）今後の状況も含めてなんで

すが、在宅医療ということで、国のほうも制度化

をして、在宅医療をやって、先生方もそれに応え

ようという先生方も最近目立ってきたんですけど

も。そうしたら、在宅に関連はするんですけども、

地域医療の関係で、これをふやしていく方向、ま

た、制度を伸ばしていく方法、これをされていく

のか、あるいは、もう人数が少ないので廃止の方

向にいくのか、そこら辺の見通しは、これからの

推移というのはどんなふうに考えておられますか。 

○市民福祉部長（春田修一）厳しい質問なんで

すが、今５カ所運営しておりますが、その前はま

だ７カ所をしておりました。そのときには、

１０人を切った時点で廃止というような形でして

いたんですが、現在、今おっしゃいますように

５人から１０人に届かない状況で、新規もいらっ

しゃらないというようなこと等で、昨年度から地

域の方々のヒアリングやら、ことしは実際、診療

所に来られている方のアンケートや聞き取り調査

をいたしております。その中では、慢性的な病気

であって、救急の場合については病院に行くと、

かかりつけ医のところに行くと。約９割がなんら

かの方で、何らかの形でその手段は持っていると

いうような結果が出ております。片一方、本市の

状況を見たとき、ドクターの状況を見たときに、

高齢化とか、救急医療とか、そういう形で本市内

のドクターの疲弊感というのもございます。そう

いうことで、今後、ちょっと状況を見るというか、

新規者がいらっしゃいませんので、できれば廃止

の方向で考えていく必要があるのではないかなと

思っております。委員おっしゃいますように、今、

在宅医療ということで訪問診療とかされるドク

ターも増えてまいりました。そういう在宅医療へ

の部分が、対応が可能であれば、そちらのほうを

伸ばしていって、この診療所という分については

できればある時期では廃止ということもお話をし

ていかないといけないのではないかと思っており

ます。 

 特に、今のドクターの状況を見ますと、看護師

が先に行って会場をつくって、ドクターはその後

に行って、１時間しか診療しないんですが、１時

間診療したらすぐまた帰るというようなドクター

の状況。今行っているのが全部入院施設を持って

いるドクターでございますので、そういう形で、

こちらのほうの患者もいらっしゃる中で、１時間

だけを行くために結局先に準備をさせて、自分は

もう後から行って終わったらすぐ帰ると。どうし
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ても絶えず変わらなければいいんですが、その症

状が変わったりするとどうしてもまた病院のほう

に診療に来てくださいと言わざるを得ないケース

もあるみたいです。そういうことを考えたときに、

果たしてこの診療所をずっと続けていったほうが

いいのかというのは今後の課題だろうというふう

には考えているところです。ちょっと長くなりま

した。 

○委員（新原春二）非常に難しい判断を迫られ

ると思うんですけども、一定の時点ではもう判断

をせないかんのかなと、私もそう思っているです。

というのは、コミュニティバスが今こまごま走っ

ていまして、もう過疎地域から結構朝晩が多いと

いうふうに話を聞いているんです。皆も病院なり、

買い物なりされるんでしょうけども、そこら辺は

医師会との関係もあり、先生方との関係もあるん

でしょうけども、ぜひもう早い時期にそういう決

断をされたほうがいいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）診療所の運営協議

会というのもしているんですが、その中でも、例

えば川内地域の５カ所の地域と、あるいは、ほか

の地域がございます。そこと格差が出だしてきて

いるんじゃないのという意見も出たりしている関

係もございますので、これは委員おっしゃいます

ように、ある一定の時点では判断をしていかない

といけないことがくるだろうというふうに考えて

おります。 

○委員（井上勝博）がん検診事業で、乳がん検

診の触診について廃止ということなので、ちょっ

とその背景を御説明いただきたいんですけど。 

○市民健康課長（檜垣淳子）がん検診は、以前

は視触診、あと、マンモグラフィという形でして

いたんですけれども、一般質問の回答で申しまし

たけれども、国のほうがあり方検討会をして、視

触診で見つかるというのがなかなか難しいという

ところで廃止の方向ということで、うちも去年ま

では実施していたんですけれども、それを廃止し

て、ほかのたくさんの方に受けていただけるよう

な方向性でもっていきたいということで、医療機

関も去年から増やしておりますし、そこら辺をし

ていきたいということで廃止になりました。 

○委員（井上勝博）実際、実績としても、視触

診については、これまでの実績というのはどうな

んですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）視触診をして、マ

ンモグラフィで見つかっていない方で、視触診だ

けで見つかるというのは非常にまれという形にな

っています。やはり視触診で異常がなくても、マ

ンモグラフィは異常があるという方のほうが非常

に多い状況でありまして、マンモグラフィのほう

が精度がいいということで、そういうことでマン

モグラフィのほうを推奨しているということにな

ります。 

○委員（森満 晃）済みません。すこやかふれ

あ い プ ラ ザ の 管 理 費 の と こ ろ で 、 こ れ は

１３１ページですか、ここに管理人が３名ありま

して、清掃業務と委託等で４９０万円ぐらいあり

ますけども、この方々は、これの管理の内容はど

ういったものですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）管理人は市の職員

がいない午後５時から午後１０時１５分までを貸

し館業務もしておりますので、そこの管理をして

いただいております。 

○委員（森満 晃）多分夜もいろんな会合だと

か、そういうので使われたりしているんですよね。

それで１点、ちょっと知り合いの方が夜、会合が

あって行かれて、そうしたら、何々の会はどこで

すかといったら、受付に座った方が椅子に座った

ままでこうされたそうなんです（上の方をを指さ

す）。２階ですよじゃなくて、言葉も発しなくて、

椅子に座ったままで、たまたまこれは職員じゃな

いだろうなと思って、多分だからそういう管理を

されていらっしゃる方かなと思って、森満さん、

何かあったらちょっと一言言うといてくださいと

いうことだったのです。 

○市民健康課長（檜垣淳子）わかりました。ち

ょっとまた指導していきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第４７号 平成２９年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予

算 
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○委員長（福田俊一郎）次に、議案第４７号平

成２９年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）議案第４７号国民

健康保険直営診療施設勘定特別会計分について御

説明申し上げます。３３１ページから３３５ペー

ジが歳出になります。 

 ３３１ページをお開きください。１款１項１目

一般管理費は、甑島地域の診療所の管理、運営に

係 る 経 費 で 、 事 業 費 は ６ 億 ２ , １ ０ ４ 万

２,０００円です。経費の主な内容は診療所看護師

業務嘱託員、診療所窓口業務嘱託員等の報酬、診

療所に係る一般職の職員の給与、レセプト電算保

守委託等の委託料、県派遣医師給与負担金等であ

ります。 

 次に、２目研究研修費、事項、医師研究研修事

業費は、診療所に勤務する医師、歯科医師の資質

向上を目的とした学会参加等の研究、研修事業に

係る経費で、事業費は７３７万２,０００円です。

経費の主な内容は、医師、歯科医師、医療学会等

出張旅費、鹿島診療所歯科受託研究業務委託費と

医師会負担金であります。 

 次に、３３２ページをご覧ください。 

 ２款１項１目医療用機械器具費は、診療所に設

置している医療機器の維持管理及び購入に係る経

費で、事業費は３,７３９万３,０００円です。経

費の主な内容は、医療機器修繕、医療機器等保守

点検業務委託、備品購入費であります。 

 次に、２目医療用消耗器材費は、診療所の医療

業務に使用する消耗品及び臨床検査業務委託等に

要する費用で、事業費が３,９６４万５,０００円

です。 

 続きまして、３３３ページをお開きください。 

 ３目医薬品衛生材料費は、診療所の医療業務に

使用する医薬品の購入に係る経費で、事業費は

２億５,２６９万６,０００円です。経費の主な内

容は医薬品衛生材料購入費であります。 

 次に、２項１目給食総務費、入院給食一般管理

費は、入院患者への給食業務に関する管理、運営

に要する経費で、事業費は７２万７,０００円です。

経費の主な内容は、調理用消耗品購入費でありま

す。 

 次に、３３４ページをご覧ください。 

 ２目給食用材料費、入院給食材料購入費は、入

院患者への給食用材料の購入に係る経費で、事業

費は７５０万円です。経費の主な内容は給食用賄

材料購入費であります。 

 次に、４款１項１目元金、長期債償還元金は、

長期債の元金償還に係る経費で、事業費は

９１９万２,０００円です。 

 続きまして、３３５ページをお開きください。 

 ２目利子、長期債償還利子は長期債の利子償還

に係る経費で、事業費は１５１万３,０００円です。 

 次に、６款１項１目予備費は、緊急的な支出執

行への対応に係る経費で、事業費は３００万円で

す。 

 以上で歳出予算の説明を終わります。 

 引き続きまして、歳入予算について御説明いた

しますので、３２３ページから３２９ページにな

ります。 

 ３２３ページをお開きください。 

 １款１項入院収入、１目国民健康保険診療報酬、

現年度分は、予算額１,０７６万円で、入院診療に

係る国民健康保険診療報酬です。 

 同じく２目社会保険診療報酬、現年度分は、予

算額１９４万４,０００円で、入院診療に係る社会

保険診療報酬であります。 

 同じく４目その他診療報酬、現年度分は、予算

額４１９万４,０００円で、入院診療に係る公費医

療、一般医療の診療報酬であります。 

 同じく５目一部負担金、現年度分及び滞納繰越

金分は、予算額９０４万９,０００円で、入院診療

に係る一部負担金であります。 

 同じく６目標準負担額、現年度分は、予算額

４１０万４,０００円で、入院患者の給食に係る負

担金であります。 

 次に、３２４ページをご覧ください。 

 同じく７目介護報酬、現年度分は、予算額

１,０００円で入院診療に係る介護報酬であります。 

 同じく８目後期高齢者診療報酬、現年度分は、

予算額６,９２４万円で、入院診療に係る後期高齢

者診療報酬であります。 

 ２項外来収入、１目国民健康保険診療報酬、現

年度分は、予算額８,３５０万５,０００円で、外

来診療に係る国民健康保険診療報酬であります。 

 次に、３２５ページをお開きください。 

 同じく２目社会保険診療報酬、現年度分は、予
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算額４,２２５万円で、外来診療に係る社会保険診

療報酬であります。 

 同じく４目その他診療報酬、現年度分は、予算

額２,５６１万４,０００円で、外来診療に係る公

費医療、一般医療の診療報酬であります。 

 次に、３２６ページをご覧ください。 

 同じく５目一部負担金、現年度分は、予算額

６,３０６万２,０００円で、外来診療に係る一部

負担金であります。 

 同じく７目介護報酬、現年度分は、予算額４万

３,０００円で、外来診療に係る介護報酬でありま

す。 

 同じく８目後期高齢者診療報酬、現年度分は、

予算額２億１,５４８万６,０００円で、外来診療

に係る後期高齢者診療報酬であります。 

 ３２８ページをご覧ください。 

 ３項その他収入、１目諸検査等収入、現年度分

は、予算額１,９４８万４,０００円で、各種健診

や予防接種等に係る受託料であります。 

 ２款１項使用料、１目施設使用料は、予算額

１４１万円で、医療従事者や臨床研修医の住宅使

用料等であります。 

 ２項手数料、１目診断手数料は、予算額

２３２万７,０００円で、各種診断書証明書の作成

手数料であります。 

 次に、３２９ページをお開きください。 

 ７款１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、

予算額３億３,０３８万５,０００円で、超音波診

断装置などの医療機器等の購入に係る一般会計か

らの繰入金であります。 

 同じく２目国民健康保険事業特別会計繰入金は、

予算額８,９６２万２,０００円で、運営費補助に

係る国保特別調整交付金直営診療施設整備に係る

国保調整交付金に伴う国民健康保険事業特別会計

からの繰入金であります。 

 ９款２項２目雑入は、予算額６６０万円で、高

齢者福祉施設の入院委託料、各種医療費助成事業

の事務手数料であります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民福祉委員会資

料の７ページをお開きください。 

 「予防医療の質向上に関する東京大学と薩摩川

内市の共同研究」について御説明申し上げます。 

 この事業は、甑島地域をフィールドとして共同

研究するものです。甑島の課題として、特定健診

の受診率の低いこと、高齢化に伴う緊急搬送の増

加、介護サービスが少ないこと、一人当たりの医

療費の入院が高いことなどがあり、今回の事業に

取り組むこととしました。 

 まず、概要ですが、甑島における医療リスクを

低減するために、オリジナル健診を実施します。

オリジナル健診は下の説明をごらんください。特

定健診、長寿検診の検査項目に血液検査を追加し、

骨粗しょう症検診とセットで実施する甑診になり

ます。 

 その健診の結果を踏まえてオリジナル体操を実

施します。オリジナル体操は下の説明をごらんく

ださい。転倒による骨折等のリスクを防止する日

常生活動作を維持するためのオリジナル体操で、

介護予防の体操になります。健診、体操を実施す

ることにより、骨折等による緊急搬送を抑制する

ものです。 

 目的及び目標についてですが、東京大学が開発
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した「みまもりケア」を実施することにより、高

齢者の骨粗しょう症などによる骨折を予防し、日

常生活動作を維持し、慢性疾患における日常生活

動作を定期的にモニターすることで緊急搬送を抑

制し、高齢者の予防医療の質を向上させ、高齢者

の医療費の削減につなげようとするものです。 

 みまもりケアについては、次の８ページをお開

きください。 

 みまもりケアは先ほど説明いたしました、甑診

と定期的な運動チェックです。甑診では、病気の

チェックと動きのチェックを行います。定期的な

運動では、オリジナル体操と動きのチェックを行

います。オリジナル体操は週２回最寄りの公民館

で実施する予定としております。動きのチェック

は月１回実施する予定とします。甑診は年１回実

施になります。平成２９年度は甑診と動きのチェ

ックは甑４地域で実施し、オリジナル体操は上島

だけで実施する予定です。平成３０年度は、甑地

域全体で実施する予定としております。 

 次に、目標ですが、短期目標としましては、

７ページにお戻りください。 

 短期目標としましては、健診受診率の向上、運

動量の増加、中期目標としましては、島外緊急搬

送数の減少、要介護者の減少、長期目標は医療費

の削減、健康寿命の延伸です。 

 関係機関及び業務分担ですが、東京大学医科学

研究所附属病院は予防医療の提供体制の研究と総

括、本市と診療支援業務委託契約を結んでいる社

会医療法人博愛会相良病院は東大の指導によるオ

リジナル健診の実施、甑４支所地域振興課は健診

と体操の実施、支援、保険年金課は健診実施後の

分析、高齢介護福祉課は介護予防事業との連携、

市民健康課は診療所等との調整を行うこととして

います。 

 先ほど説明しましたように、共同研究は２年間

を予定しておりますが、継続な実施が必要な事業

であると考えておりますので、２年間の実施の中

で、甑島の住民の手で実施できるような体制づく

りを考えていることとしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま説明がありま

したけれども、これを含めて、所管事務全般につ

いての質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）すみません、今の説明あっ

たみまもりケアなんですが、これは規模的にはど

ういう規模で行われるんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）対象者としまして

は、一応４０歳以上が中心にはなるんですけれど

も、若い方も参加される方は拒まないというよう

な体系でいくこととなると思います。甑４支所全

部を対象とするということになります。 

○委員（井上勝博）できればもう４０歳以上は

全島民ということで、しかし、そういう体制も、

そういう体制をつくるということですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）今、特定健診、長

寿検診、あるいは、介護予防事業等を行っており

ますけれども、それを甑島はそういう介護予防事

業とかがなかなか進められていないということも

ありまして、できるだけ多くの方に参加していた

だけるようにということで呼びかけをして、実施

する予定にしております。 

○委員（井上勝博）そういう体制はそれだけマ

ンパワーが使用ですよね、週２回もやるわけでし

ょう。そういう体制はできるんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）今から構築してい

く形にはなりますけれども、ボランティアとか、

あるいは、介護予防リーダーとかもいらっしゃる

んですけれども、その方々を中心にしながら地域

で進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかに。 

○委員（新原春二）今日の南日本新聞の１面に

病床削減の記事が載っております。今でも先生方

も危惧されていた、以前自民党が出した３０％削

減ということで危惧されていたんですけど、具体

的に２０２５年までに鹿児島県が全国第１位で

３４.９％に削減しなさい。数的に１万６８０床は

事実上削減をしなさいという基本的な数が出たん

ですけども、これはもう直接市がどうこうという

んじゃないと思うんですけども、今、市民のやっ

ぱり気持ちからすれば、これは無視して通るわけ

にはいかないので、これが今後どうなっていくの

かというのが一番注目だと思うんです。特に書い

てあるのは、三つに分けてあるんです。中心的に

は、医療型を中心にいきますよというのが基本的

に出ているんです。機能的には三つに分けて、救

急医療、集中医療などを担保する高度急性期、い
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わゆる急性期の部分とリハビリなどに取り組む回

復期、それからあと、３番目には長期医療の慢性

期を分けて、回復期を中心にして臨床をしていき

ますよ、こういうふうになっていくと思います。

そうなってきますと、今度は今の病院の入院患者

を見ていった場合に、かなり高齢者の入院が多い

と。いわゆるもう老人施設になり得る病床なんで

すけども、これはこういうふうにしてなってきま

すと、本当にこれからの老人医療、高齢者医療も

含めて大変なことになっていくと思うんですけど

も、そこら辺でこの２０１５年までに具体的な方

策があったんですけども。この新聞の中にも鹿児

島県と医師会、病院が相談しますよと書いてある

んですけども、市のほうとしても何らかの意見を

聞かれるんじゃないかと思うんです。医師会の先

生方も恐々となっていらっしゃるので、そこら辺

の今後の推移について、病床カットの推移につい

て、状況がわかったらよろしくお願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）この分については、

県のほうが主導して、各圏域ごとに懇話会という

のを設置されております。こちらのほうは、出水

圏域と川薩圏域ということで、２次医療圏域で懇

話会が開催されておりまして、その中でも各首長

さんも入った形での懇話会をされております。 

 この中で、おっしゃいますように、いろいろ委

員おっしゃいますように、高齢化が進んでいる中

で、慢性期の入院患者がいるのを外出しするのか

というような意見も首長のほうからも出ておりま

した。最初、県のほうが提案した部分よりは、緩

和するような、高度急性期と急性期については医

療所在市町村でと。それと、回復期と慢性期につ

いては住所地ベースでするというような形で、若

干減少幅をこの圏域は抑えさせていただいたとい

うような状況でございます。 

 これについては、在宅医療の問題、あるいは、

介護保険の問題、それと、介護難民、医療難民と

か、いろんな問題が絡んでまいります。そういう

ことで、ただ国としてはこれを一つのシートに基

づいて積算しろと、その中で今後の病床数を決め

てこいというような形でされておりまして、やむ

なくというか、この圏域の中でのコンセンサスを

得たということになります。 

 今後は、この県計画ができましたので、調整会

議というのをまた開催するようになっております。

それは、具体的にベッド数が出てまいりましたの

で、このベッド数に応じてどういう形で、医療機

関同士でどういうふうに調整するのかというのが

出てくる部分があります。ただ、これは強制力が

あるという話ではなくて、お互い今後の推移を見

ながら、この目標に近づけていきましょうという

ような考え方でございまして、そう申しましても、

調整会議、今後県が主導します調整会議の中で、

けんけんがくがくの議論が出てくるのではないの

かなというふうに考えております。 

 だから、私どもとしても、先ほど言いましたよ

うに、在宅医療が進まない、介護報酬の保険料が

上がる。そういう中で、本当にこれが大丈夫なの

というような意見を市長、副市長のほからも発言

をしていただいているところでございますので、

今後この調整会議の状況を見ながら、また、議会

のほうにも逐次概要等についてはお話ししていく

必要があるのかなというふうには考えているとこ

ろです。 

 ただ、いずれにしましても、県のほうがつくっ

たのが、この調整会議もあったのが３月に入って

からでございまして、この構想自体がまだでき上

がったばっかりの関係がございまして、まだ議会

のほうにも出しておりませんが、今後、進捗状況

等もまたお知らせできればというふうに考えてお

ります。今のところ、そのぐらいの概要しかお話

しできないところです。 

○委員（新原春二）かなり国のほうとの制度そ

のものが大幅な改良といいますか、改良じゃなく

て改悪のほうになっていくような感じがしますの

で、そういう面では、過疎のほうではなお切り捨

てになっていくような気がするわけです。そうい

う面では医師会の先生方も大変困惑されているよ

うですし、強制じゃないということももう一つは

救いがあるんですけども、数字が出てきますとや

っぱり比較をされるので、どうしてもそういうふ

うになっていかざるを得ないと思いますので、こ

れもまた医師会の先生方とまた十分協議をされて、

いろんな会議で詰めてください。 

 一番危惧するのは、やっぱり高齢者医療の関係

が非常にひっかかってくるものですから、それで、

これが介護保険の点数がこの部分については、高

齢者については落ちますよということになってき

ますと、だんだん先生方もそこを切らざるを得な
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くなってくる。そうしますと、今度は施設介護の

ほうにどんどん移ってくるということになります

と、非常に介護医療の関係についても逼迫するよ

うな感じがしますので、それは医療だけじゃなく

て、介護を含めて御検討いただきたい、要望して

おきます。 

○市民福祉部長（春田修一）委員おっしゃると

おりだと思います。なので、先ほど言ったように、

国のほうとしては、医療費が毎年１兆円ずつ上が

ってきていると。この２０２５年に向けて、特に

７５歳がピークになる、この７５歳、２０２５年

問題はどういうふうに避けていくのかというよう

な話でこの構想が出てきたところでございますが、

片一方では、私どもは介護の在宅でできる限界点

が引き上げられるのかなという問題をいっている

ところです。どうしても施設に入るとなると、介

護給付費がどんと上がりますし、本当は在宅医療

の医療と介護の連携という形で、もう２年前から

医師会と一緒になりながらやっておりますが、こ

の問題につきましても、ひとり暮らしの高齢者と

か、高齢者夫婦のみの世帯とか考えたときに、在

宅医療が可能なのというような課題も突きつけら

れると思いますので、そのあたりの本市の実態も

訴えながら、言うべきところは言っていきたいな

というふうには考えているところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかに質疑はございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）なければ、委員外議員

から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○市民福祉部長（春田修一）資料は準備してお

りませんが、先ほどの甑診につきましては、一応

来週の１３日月曜日でございますが、東大の附属

病院と一緒になって、共同発表という形をとるこ

とにしております。１３日１時半からの予定で考

えているところ。１３日に契約締結と、この共同

契約の締結をしたいというふうに考えておりまし

て、東大のほうからも共同の発表をさせてくれん

かというようなリクエストがまいりましたので、

１３日で調整をしているところでございます。 

 それと、もう一点でございますが、瀬戸上先生

の関係でございます。昨年の１０月に内村先生が

赴任していただきまして、今対応していただいて

おります。瀬戸上先生のほうに平成２９年度の意

向をお伺いしたところなんですが、もう難しいと

いうような返事もございました。ただ、私どもと

しては、藺牟田瀬戸架橋ができたときの今後の甑

の医療のあり方についていろんなアドバイスをい

ただきたいという部分やら、まだ内村先生が半年

であるということ等から、先生に委託をお願いで

きないでしょうかということで相談しておりまし

て、そこの分については快諾をいただきましたの

で、今、手打のほうは第２と第４の週に白石病院

が診療支援で入ってまいりますので、第１と第

３に２泊３日ぐらいの部分で診療支援と甑の今後

の医療のあり方について助言をいただきたいとい

うことで契約を結ばせていただき、１年間の契約

でございますが、また次の状況を見ながら、また

平成３０年度以降は考えていく必要があると思い

ますが、とりあえず平成２９年度についてはその

ような形、契約をできることになりましたので御

報告させていただきます。職員としては本年の

３月末で、今月末で一応職員の分は切れて、その

後は委託という形で走っていきたいということで

考えているところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま部長から説明

がありましたけれども、何か御質疑はありません

か。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

 ここで休憩をいたします。 

         ～～～～～～～～～     

        午後 ２時６分休憩     

        ～～～～～～～～～～     

        午後 ２時７分開議     

        ～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次は、保険年金課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市
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一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止しておりました、議案第３６号平成２９年度

薩摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 市民福祉部長の概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、保険年

金課の当初予算の概要について御説明をさせてい

ただきます。 

 予算概要の５４ページからになります。

５４ページ下段をお開きいただきたいと思います。 

 国民健康保険事業特別会計繰出金でございます

が、法定分及び法定外分として１０億８,２８５万

７,０００円を計上いたしておりますが、このうち

法 定 外 分 に つ き ま し て は 、 昨 年 同 様 ２ 億

５,０００万円を計上させていただいたところでご

ざいます。 

 次に、特別会計の状況でございますが、国民健

康保険特別会計におきましては、５６ページに記

載しているところでございますが、予算総額とい

たしましては１４３億５,５１２万円と計上してい

るところでございまして、保険財政共同安定化事

業拠出金の増によりまして、前年より約２億

９,８１２万円の増となったところでございます。 

 また、後期高齢者医療事業特別会計については、

５７ページ上段に記載しておりますが、予算総額

で１１億７,４２３万円を計上しております。県後

期高齢者医療広域連合納付金の増によりまして、

前年度対比で２,４５１万円の増となったところで

ございます。 

 以上、簡単でございましたが、保険年金の当初

予算の概要の説明を終わらせていただきます。予

算の詳細につきましてはこの後、保険年金課長の

ほうで御説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、引き続き、

当局の補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、保険年金課分について御説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますが、事業内容は、

予算調書により説明させていただきたいと思いま

すので、予算調書１３４ページをお開きください。 

 事項、国民年金事務費については、国民年金事

務に係る業務を行うための経費で、窓口業務嘱託

員１名の報酬、一般職員２名分の給与費などの人

件費と老齢基礎年金等の裁定請求や被保険者異動

処理及び相談業務などに要する事務経費でありま

す。 

 次に、下の段になります。 

 事項、国民健康保険対策費については、国民健

康保険事務事業に係る経費で、窓口業務嘱託員

１名の報酬、一般職員１６人の給与費等の人件費

及び国保基盤安定負担金などの国民健康保険事業

特別会計繰出金等であります。 

 なお、繰出金は、法令等に定められた法定繰出

金８億３,２８５万７,０００円と、国民健康保険

事業特別会計の財政支援分として法定外繰出金

２億５,０００万円を計上しております。繰出金の

明細につきましては、委員会資料別冊１、１ペー

ジに記載しておりますので、御参照ください。 

 次に、予算調書の１３５ページをお開きくださ

い。 

 事項、後期高齢者医療対策費においては、後期

高齢者医療事務事業に係る経費を計上するもので、

長寿健診委託料、広域連合負担金並びに保険基盤

安定分の後期高齢者医療事業特別会計への繰出金

などを計上しております。 

 負担金及び補助金については、広域連合への負

担金として、事務に係る共通経費分４９７万

３,０００円、保険給付費等に係る共通経費分

３,０００万４,０００円、並びに給付費の法定負

担分１２億７,９６４万１,０００円や人間ドック

等の補助金等を計上しております。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 予算調書の２９ページをお開きください。 

 １行目の１５款１項２目衛生費負担金では、予

算額１億２８４万２,０００円を計上しております。

主なものは、節、国民健康保険医療助成負担金で、

国民健康保険被保険者の軽減措置に対する国の負

担分であります。 

 次に、１５款３項２目民生費委託金では、予算

額１,９００万円を計上しております。これは、国

民年金事務に係る経費に対し、国から交付される

事務費交付金であります。国が設定する基準額に

より人件費と物件費で算定をしております。 

 次に、１６款１項２目衛生費負担金では、予算

額６億７,８５５万１,０００円を計上しておりま

す。主なものは、節、国民健康保険医療助成費負

担金３億６,３６９万円で、これは国民健康保険被
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保険者の軽減措置に対する県の負担分であり、ま

た、節、後期高齢者医療助成費負担金３億

１,４８６万１,０００円は、後期高齢者被保険者

の軽減措置に対する県の負担金であります。 

 次に、２１款５項４目雑入では、予算額

４,２４２万３,０００円を計上しております。主

なものは、後期高齢者の長寿健診に対する鹿児島

県後期高齢者広域連合からの補助金であります。 

 次に、債務負担行為の設定について説明いたし

ますので、予算書の１０ページをお開きください。 

 保険年金課分は一番上段の長寿健診受診券作成

等業務委託で、健診事業者との日程調整により、

早期に受診券を発送する必要があるため、

１００万円を限度として設定するものであります。 

 以上で、一般会計予算に係る保険年金課分の説

明を終わります。よろしく御審査賜りますよう、

お願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。よろしいですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△議案第４６号 平成２９年度薩摩川内市

国民健康保険事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第４６号平

成２９年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

４６号、平成２９年度薩摩川内市国民健康保険事

業特別会計予算について説明いたします。 

 保険年金課の各特別会計につきましては、費目

が多岐にわたり、予算調書では多ページになりま

すので、説明用としまして、市民福祉委員会資料

別冊１に取りまとめてございます。主に本資料を

使って説明させていただきますので、御了承いた

だきたいと思います。 

 なお、歳入の国民健康保険税の関係につきまし

ては、税務課から説明をさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、予算内容について御説明いたします。 

 まず、歳出から、主なものについて説明させて

いただきますので、市民福祉委員会資料別冊１の

４ページをごらんください。予算書は３５５ペー

ジから３７４ページ、予算調書は３０３ページか

ら３２２ページになります。 

 １款１項総務管理費は、高齢者受給者証等郵送

料や保険証等発送業務委託料の委託料や国保連合

会への負担金が主なものでございます。 

 次の１款２項徴税費は、納付書等の郵送料やコ

ンビニ収納用の納税通知書の作成等の業務委託が

主なものであります。 

 次の１款３項運営協議会費は、国保運営協議会

の委員報酬及び旅費でございます。 

 次の２款１項療養諸費は、疾病負傷等及びコル

セット、はり、灸等の費用に対する保険者負担分

及び審査支払い手数料等でございます。 

 次の２款２項高額療養費は、一部負担金が高額

となった場合、一定額を超える部分が支給される

高額療養費と前年８月から本年７月までの１年間

の医療保険及び介護保険の自己負担額の合計額に

ついて、一定額を超える部分が払い戻される高額

介護合算療養費を計上しております。 

 次の２款３項葬祭諸費は、葬祭に係る補助金を、

次の４項移送費は、離島等からの患者搬送のため

に要した経費等の補助を、次の５項出産育児諸費

は、出産、育児一時金とその支払い手数料を計上

しております。 

 次の３款１項後期高齢者支援金拠出金は、後期

高齢者医療制度に係る医療費の４割相当額を被保

険者数に応じて各保険者が負担する支援金とそれ

に対する事務費負担金で、支払基金に支払うもの

でございます。 

 続きまして、５ページをお願いします。 

 ４款１項前期高齢者納付金は、６５歳から

７４歳までの前期高齢者の保険者間の偏在による

負担の不均衡を調整するため、各保険者の加入数

に応じて費用負担を調整するものであり、本市負

担分の納付金と事務費分を計上しており、支払基

金に支払うものでございます。 

 次の５款１項老人保健拠出金は、老人保健医療

の精算に係る事務費負担分で、支払基金に支払う

ものでございます。 
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 次の６款１項介護納付金は、介護保険第２号被

保険者に係る保険者負担分で、支払基金に支払う

ものでございます。 

 次の７款１項共同事業拠出金は、高額医療の多

発による国保財政への影響を緩和するため、

８０万円以上を都道府県間で、８０万円未満を県

内市町村間で調整するもので、国保連合会へ拠出

するものでございます。 

 次の８款１項特定健診保健指導事業費は、保健

師業務嘱託員４名及び特定健診等業務嘱託員１名

の報酬等人件費のほか、特定健診委託料等を計上

しております。平成２９年度におきましても、治

療中のもののデータを医療機関から提出してもら

う特定健診情報提供事業のほか、事業所健診受診

者から情報提供いただく事業所健診データ収集事

業などを取り組むこととし、特定健診受診率

６０％、特定保健指導率６０％を目標としており

ます。 

 次の８款２項１目疾病予防費は、診療報酬明細

書磁気テープ作成業務委託や人間脳ドック、温泉

保養補助に要する経費を計上しております。 

 続きまして、６ページにかけまして、４目医療

費適正化特別対策事業費では、診療報酬明細書点

検業務嘱託員１名、医療費適正化業務嘱託員１名、

保健師業務嘱託員１名の配置に係る報酬等人件費

のほか、医療費通知に係る経費、レセプト点検業

務の国保連合会への手数料やジェネリック医薬品

差額通知等業務委託などの経費を計上しておりま

す。 

 次の３項１目早期介入保健指導事業費は、市民

健康課のほうに執行委託を行い実施しているもの

で、生活習慣病予防教室に関する経費が主なもの

でございます。 

 次の９款１項基金積立金は、国民健康保険基金

の利子相当の積立基金になります。 

 次の１１款１項償還金及び還付加算金は、過年

度の税等過誤納金の払戻金や国庫支出金等精算返

納金であります。 

 次の１１款２項１目直営診療所施設勘定繰出金

は、甑島地域の国保直営診療所の運営に係る補填

分として交付された調整交付金を施設勘定特別会

計へ繰り出すものでございます。 

 次の２目一般会計繰出金は、収納率向上特別対

策事業に係る一般会計への繰出金になります。 

 以上が歳出になります。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、前にかえっていただき、２ページをお

開きください。予算書は３４２ページから

３５４ページ、予算調書は２９８ページから

３０２ページになります。 

 まず、税務課から国保税等の説明の後、引き続

き、保健年金課分を説明させていただきます。 

 それでは、税務課から説明いたします。 

○税務課長代理（佐多誠一）税務課でございま

す。 

 一般会計資料の２ページになります。 

 本特別会計の歳入に係る国民健康保険税につい

て、御説明いたします。 

 国民健康保険税は、国保事業の健全な運営を確

保するための重要な財源として、国民健康保険税

条例に基づき課税いたしているものでございます。 

 一番上の１款１項国民健康保険税、１目一般被

保険者国民健康保険税は、７５歳未満の加入者全

員が対象となる医療給付費分及び後期高齢者支援

金分と、４０歳から６５歳未満の加入者が対象と

なる介護給付金分、それぞれ現年課税分と滞納繰

越分を合わせて、１５億４,１１６万２,０００円

を計上しております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、退職被

保険者等に係る医療給付費分、後期高齢者支援金

分及び介護給付金分の現年課税分と滞納繰越分合

わせて５,９４１万円を計上しております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、２目の督

促手数料は、国民健康保険税未納者に対する督促

手数料の納付見込み額を１００万円計上いたして

おります。 

 なお、本年２月末現在の世帯数は、１万

５,５１６世帯で、本市世帯数の約３４％、被保険

者数は、２万３,５５３人で、本市人口の約２４％

となっております。 

 以上で、歳入に係ります国民健康保険税関係の

説明を終わります。よろしく御審査賜りますよう

お願いいたします。 

○保険年金課長（西田光寛）引き続きまして、

保険年金課に係る歳入について説明いたします。 

 ３款１項国庫負担金は、療養給付費等に係る国

庫負担分であります。 

 次の３款２項国庫補助金は、国庫から支出され
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る財政調整交付金で普通調整交付金と、特殊要因

に対し交付される特別調整交付金があります。 

 特別調整交付金の内容につきましては、備考欄

に記載のとおりでございます。 

 次の同項７目国民健康保険制度関係業務準備事

業費補助金は、新制度準備に係るシステム改修等

の経費に対し交付されるものでございます。 

 次の４款１項療養給付費交付金は、退職被保険

者分に係る療養給付費等に対し交付されるもので

ございます。 

 次の５款１項前期高齢者交付金は、６５歳から

７４歳までの医療費について、保険者間の偏在に

よる負担の不均衡を調整するため、各保険者の加

入数等に応じて交付されるものでございます。 

 次の６款１項県負担金は、国庫負担金と同様に

療養給付費等に係る県負担分でございます。 

 次の７款１項共同事業交付金は、８０万円を超

える高額な医療費の発生に対しまして都道府県単

位で調整が行われる共同事業交付金と、８０万円

未満の医療費について都道府県内で調整が行われ

る保険財政共同安定化事業交付金であり、市町村

国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るた

め、交付されるものでございます。 

 次の８款１項財産運用収入は、国民健康保険基

金の利子。 

 次の９款１項他会計繰入金では、一般会計から

の法定繰入金とその他繰入金として法定外繰り入

れを２億５,０００万円計上しております。明細は

前ページ記載のとおりでございます。 

 続きまして、３ページの１０款１項繰越金は、

医療費の実績見込みが少なかったことにより繰り

越されたもの、また、一般被保険者に係る医療費

の実績見込みが少なかったことにより本年度へ繰

り越されるものでございます。 

 次の１１款諸収入、３項雑入では、交通事故等

の賠償金に係る第三者納付金や過誤調整による医

療機関からの返納金、また、健康教室等の参加者

負担金を計上しております。 

 次に、債務負担行為について、説明いたします

ので、予算書の３３９ページをお開きください。 

 債務負担行為につきましては、コンビニ収納に

伴う国民健康保険税納税通知書作成等業務委託に

おいて、平成２９年度の１年間について、限度額

３００万円を設定しておりますが、これは契約期

間が年度をまたがるために設定するものでござい

ます。 

 国民健康保険特定健康診査受診券作成等業務委

託は、健診事業者との日程調整により、早期に受

診券を発送する必要があるため１５５万円を限度

として設定するものです。 

 続きまして、予算とも関係がございますので、

制度改正等の概要について説明をさせていただき

ます。 

 委員会資料別冊１に返っていただきまして、

７ページをお開きください。 

 まず、１、平成２９年度国民健康保険制度の改

正等について説明させていただきます。 

 （１）国民健康保険税の改正について、低所得

者に係る保険税軽減の拡充で、低所得者に対する

国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽

減判定所得について、経済動向等を踏まえ軽減判

定所得の見直しをするもので、軽減判定所得につ

いて、５割軽減と２割軽減を見直そうとするもの

で、現行、５割軽減基準額は、基礎控除額に

２６万５,０００円に被保険者数と特定同一世帯所

属者数の合計を乗じたものを加算しており、２割

軽減基準額では、同様に４８万円を乗じたものを

加算しております。この２６万５,０００円と

４８万円の金額を、２７万円と４９万円にそれぞ

れ引き上げ、対象者数を拡大しようとするもので

ございます。 

 続きまして、（２）高額療養費制度の見直しに

つきましては、８ページに制度改正の表を添付し

てございますのでごらんください。 

 制度概要は記載のとおりで、見直し内容につい

ては記載のとおり、第１段階と第２段階で２年に

わたり改正されるようになっております。 

 まず、第１段階として、平成２９年８月から、

７０歳以上の自己負担限度額について、現役並み

所 得 者 の 外 来 と 一 般 の 世 帯 合 計 を 月 ４ 万

４,４００円から月５万７,６００円に引き上げる。

また、一般の外来を月１万２,０００円から月１万

４,０００円に引き上げるとともに年間１４万

４,０００円の上限を設ける。 

 第２段階として、平成３０年８月から現役並み

所得区分については、表に記載のとおり細分化し

た上で限度額を引き上げ、一般区分については、

外来上限が１万８,０００円に引き上げられること
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になっております。 

 続きまして、（３）医療療養病床の入院患者の

居住費負担の引き上げについては、９ページに別

表を添付しておりますのでごらんください。 

 ６５歳以上の医療療養病床に入院する患者の居

住費について、介護保険施設や在宅との負担の公

平化を図る観点から、表のとおり平成２９年

１０月から医療区分Ⅰの方は、現在の一日当たり

３２０円から３７０円に引き上げ、医療区分Ⅱと

Ⅲの方には新たに一日当たり２００円の負担を求

めることとし、平成３０年４月からは全ての医療

区分について３７０円に統一することとなります。 

 以上の制度改正は、後ほど説明いたします後期

高齢者医療制度においても同様の改正が行われま

す。 

 続きまして、１０ページの２、平成２９年度薩

摩川内市国民健康保険事業計画について、

１４ページまで掲載しております。 

 本計画は、平成２９年度の国民健康保険事業推

進のための計画で、さきに開催いたしました国民

健康保険運営協議会に報告をし、承認をいただい

たものでございます。 

 内容の詳細については、御参照いただきたいと

存じますが、簡単に概要を説明させていただきま

す。 

 (１)基本方針では、現在の国民健康保険事業を

取り巻く状況と今後の運営方針を説明してござい

ます。 

 次に、(２)具体的な対応策について、ア収納率

向上対策の推進による歳入の確保では、収納率の

目標を現年度９１％、滞納繰越分を１３％として

おり、目標達成のための施策を実施していくこと

としております。 

 イ一般会計からの繰り入れによる財政支援とし

て、先ほど予算説明の中で説明いたしました内容

を記載してございます。 

 ウ被保険者適用の適正化の推進では、従来方針

を継続し、実施していくこととしております。 

 次の１２ページをごらんください。 

 エ医療費適正化対策の推進では、従来方針を踏

まえ、ジェネリック医薬品差額通知事業で蓄積す

るデータを分析して、有効かつ効率的な保健指導

に生かす取り組みを行うこととしております。 

 特に、１３ページの８保健事業の実施の中で、

平成２５年度から実施しております（３）重症化

予防事業を２９年度も継続して実施し、さらに、

（４）ＣＫＤ予防ネットワークの構築とあります

ように、慢性腎臓病の重症化を予防するための病

診連携を運用していくための枠組みを構築してい

きたいと考えております。 

 次に、オ特定健診・特定保健指導の推進につい

ては、第２期特定健康診査等実施計画を平成

２５年度改訂させていただいたところですが、こ

れをもとに、平成２９年度に特定健診・特定保健

指導とも目標を６０％として、これを達成するた

めの取り組みを平成２９年度も実施していくこと

としており、特定健診未受診者に対する事業所健

診受診者のデータ収集等を行うこととしておりま

す。 

 次の１４ページ、カ国民健康保険直営診療所の

運営及び経営改善の推進については、従来方針を

継続していくこととしております。 

 続きまして１５ページの国保新制度準備に係る

来年度の主なスケジュールについて御説明いたし

ます。 

 平成３０年４月からの国保新制度は県が示す納

付金により各自治体が保険料を決定することが重

要となります。 

 前回の委員会で御説明した内容と現時点ではほ

とんど変更はございません。来年度で重要な時期

が１０月ごろの仮係数決定により保険料の推計を

し、それに伴い翌年度予算の作成や各種条例改正

が大きなポイントになってきます。 

 県においては納付金算定のための準備作業を現

在も行われておりますが、具体的な数値を示すこ

とができるのは、今年の１０月ごろになるであろ

うと説明を受けております。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終

わります。よろしく御審査賜りますようお願いい

たします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）今最後の部分で１０月にあ

る程度姿が見えるというお話でありますが、国保

税を引き下げるために、各自治体が、薩摩川内市

も２億５,０００万円の法定外を繰り出しているわ

けですけれども、鹿児島市は相当な金額にもなっ
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ておりますし、やっぱりその実情に合わせて国保

税が高いんだけれども、しかし、できるだけ負担

を少なくするようにという努力はしていると。そ

れでも高いんですけれども。 

 こういった法定外繰り入れについては、どのよ

うな考え方に、これからなるのかということを教

えていただきたいと思います。 

○保険年金課長（西田光寛）国の説明では、公

費を３,４００億円合計で投入するということにな

っております。このうちの１,７００億円が国の説

明では、当初の予定では、全国の市町村がこの法

定外繰り入れ分として投入している額の合計額が

この金額であるという説明でありましたけれども、

直近の決算状況を見ますと、もう既にこの金額を

上回ってきている法定外繰入金が既に投入されて

いるということでございます。 

 国の説明では、公費を負担するので、この２億

５,０００万円の各自治体が入れている法定外繰り

出し分は入れなくてもよくなりますよという当初

での説明でございましたけれども、今後、今、医

療費がまたどんどん上がっておりますので、この

関係が計算上どうなってくるのかがちょっとまた

微妙な、見えないところでございます。 

○委員（井上勝博）ちょっとよくわからなかっ

たんですけど、つまり今法定外繰り入れをやって

いるのが全国で３ ,４００億円だと。この

３,４００億円のうちの１,７００億円を国が負担

するというようなことを言っているというんです

か。 

○保険年金課長（西田光寛）３,４００億円が

足らなかったわけですけれども、３,４００億円を

２段階に分けて交付するというふうになっており

まして、平成３０年度からは合わせまして

３,４００億円を国のほうが責任を持って投入する

ということの説明を受けております。 

○委員（井上勝博）そうすると国がきちっとそ

ういう約束を守ってくれれば、今２億５,０００万

円というのを繰り出しているけれども、繰り出す

必要がなくなって、国がそれを見てくれるという

考えになるというわけですか。そうなればいいで

すけどね。 

○保険年金課長（西田光寛）そういう説明を受

けて、今、県のほうでもいろいろ計算していただ

いておるんですけれども、医療費が昨年あたりか

ら高額な薬剤費等が出てきまして、まだ医療総数

の関係で医療費がはね上がったりしておりますの

で、直近の決算状況を見ますと、３,４００億円入

れても足らないのではないかというふうに今言わ

れているところです。 

○委員（持原秀行）これに関連して、一般会計

からの法定外繰り入れのこれはこれでいいですが、

適正な賦課という形の中で、昨年の１２月にも申

したことなんですが、国保税の算定基礎となる所

得の把握については、ここに書いてあるとおり、

的確に行っていくと言うて、税務の所管課とも協

力してやっていくということなんですが、所得の

把握はわかるんですが、この中に３割ありますよ

ね。この３割については、もう例えば世帯が被保

険者に全部入っておれば、全部が反映されるのか、

あるいは世帯主だけの資産割となるのか、またあ

わせて、この資産割をしてないという、私は基本

的には資産割は入れるべきではないと思っていま

す。そういう意味では、そうでなければ資産を持

ってない人との差が、差というんですか、私は格

差があると思うんですよ。私はこれは所得割で、

それと均等割とか世帯割とかありますから、私は

そこだけですべきだと思います。 

 その意味は１２月議会のときにも言いましたけ

れども、市外における固定資産の把握がしっかり

とできないということは、これは明白なわけです

から、しっかりと把握できるのは所得ですよ。そ

れと世帯とか人数割とか、これはもう間違いなく

把握はできるわけですから、そこのところで私は

すべきだと思うんですが、３カ月たちましたけれ

ども、どういうふうになっておりますでしょうか。 

○税務課長代理（佐多誠一）まず、最初の御質

問でございますけれども、例えば奥さんと御主人

お二人とも資産をお持ちであれば、それぞれの固

定資産税が合算されて資産割の対象となります。 

 あと、もう一つ、最後のほうですけれども、そ

の資産割を今後どうするかということにつきまし

ては、税務課のほうからまた今後県に移管されま

すので、今の段階では税務課のほうから明確な返

事はちょっとなかなか難しいところでございます。 

 以上でございます。 

○保険年金課長（西田光寛）保険年金課のほう

でもこの新制度に関する説明会があれから１回ご

ざいました。県内の各自治体の方ともお話をして
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いるところでございますが、まだどちらの自治体

の方も３方式と４方式という話になるんですけど、

そこのどうされるかということの結論は、今のと

ころはどちらも決定されていないという形でござ

います。 

○委員（持原秀行）やはり４方式、３方式ある

わけで、私はその３方式について、しっかりと本

市的にはどんなふうになるのかというのを私は試

算すべきだというふうに思います。 

 これは市民から非常に苦情が来ています。いわ

ゆる説明においては二重課税ではないというよう

なことを言われますけれども、そう捉えざるを得

ないんですよ。そうだと思います。皆さん方も国

保に入られれば言われると思います。もうすぐな

りますから。 

 ただ、やはりそこのところはしっかりと試算を

してやると。実際、鹿児島市なんかはしてないわ

けですから、３方式でやっているわけですから、

そういうところはきちっと精査をして、学んでい

っていただきたいなと強く申し上げておきます。 

○委員（井上勝博）私のところに相談があって、

２００万円の収入になって、２０万円の国保税が

来たと。これは、前年度が低かったせいで、非常

に大変だということで言われたわけですけども、

確かに２００万円の収入しかないのに、その１割

が国保税に取られると。ほかにもいろいろ支払い

はあるわけで、本当に重い負担ということになっ

ているわけですね。 

 先ほどの話だと、そういう法定外繰り入れにつ

いては国が面倒を見るようなことを言っていると

いうふうに言うんだけれども、例えば新制度にな

ったら、それぞれの市町村では法定外はもうでき

ないということになるんですか。その辺は。 

○保険年金課長（西田光寛）その検討の説明に

おきましては、国もですけれども、新制度におい

て、その法定外繰り入れを禁止するものではない

という説明を受けております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員。 

○議員（成川幸太郎）特定健診の目標率が

６０％ということでされていると。私も大概受け

ていたんですが、昨年は選挙があって受けなかっ

たら、受診督促みたいなのが年明けてから来たん

ですが、今現状が何％であって、例えばそこへま

たコストもかかったと思うんですけども、督促み

たいにしてまた再度出された部分がどのくらいの

量があったのか、教えてください。 

○保険年金課長（西田光寛）平成２７年度の実

績が５９.９％でちょっと足らなかったんですけれ

ども、これが特定健診の受診率でございます。 

 保健指導実施のほうが目標が６０％としており

ますが、５４.４％でございました。これは県内で

も２、３番目で高いほうでございます。 

 委員の督促部分の今年度の部分は約１,５００件

の方に２回程度御案内を差し上げているというこ

とでございます。 

○議員（成川幸太郎）わかりました。ほんと真

面目に受けないと負担をコストをかけるようなこ

とになりますので、行きます。 

○市民福祉部長（春田修一）これは制度を開始

するときに、その特定健診の目標を定めてて、国

のほうも６０％、国保はだったんです。それを達

しない場合はペナルティを課すというような部分

がございまして、当時３０％ぐらいの健診率だっ

たんですけど、いろんなあの手この手というわけ

じゃないんですが、いろいろして、健康意識の高

まりもございまして、やっと６０％までとどいた

ところです。ただ、極端に低いところは最初国が

言っていたような大きなペナルティではないんで

すが、ある一定のペナルティは課せられているみ

たいな感じでございますので、ぜひ特定健診を受

けていただければありがたいなというふうに考え

ております。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと
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決定いたしました。 

────────────── 

△議案第４９号 平成２９年度薩摩川内市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第４９号平

成２９年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会

計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案第

４９号平成２９年度薩摩川内市後期高齢者医療事

業特別会計について御説明いたします。 

 予算書は、４４４ページから４５２ページ、予

算調書は、３６７ページから３６９ページになり

ますが、説明は、引き続き、委員会資料別冊１で

説明させていただきます。 

 まず、歳出から説明いたしますので、１６ペー

ジをお開きください。 

 １６ページの下の段の表をごらんください。 

 １款２項１目徴収費は、保険料徴収事務に係る

経費を計上しております。 

 次の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付

金は、保険料と一般会計で繰り入れる保険基盤安

定負担金を広域連合へ納付するものでございます。 

 次の４款１項１目保険料還付金については、前

年度保険料の還付金に係るものでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。 

 上の表をごらんください。 

 １款１項後期高齢者医療保険料では、特別徴収

分と普通徴収分を計上しております。 

 後期高齢者医療被保険者の約７０％が特別徴収、

約３０％が普通徴収となっています。 

 次の２款１項２目督促手数料は、保険料に対す

る督促手数料です。 

 次の４款１項２目保険基盤安定繰入金は、低所

得者に係る保険料軽減に対する公費補塡分であり、

一般会計で受け入れるため、繰入金として繰り入

れるものでございます。 

 次に、６款１項１目延滞金は、過年度保険料の

延滞金、６款２項１目保険料還付金は、前年度等

の保険料還付金について、広域連合から受け入れ

るものでございます。 

 続きまして、１７ページをごらんください。 

 後期高齢者医療制度の改正について説明いたし

ますが、先日開催された広域連合定例会で審議さ

れ議決されましたので、報告させていただきます。 

 １保険料軽減特例の見直しについてです。これ

については、平成２９年から段階的に見直すこと

とされ、（１）所得割額の軽減について、保険料

の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等が

５８万円以下の被保険者に対する所得割額の５割

軽減措置について、平成２９年度からは、これを

２割軽減とすることとし、平成３０年度以降の軽

減措置は廃止されることになりました。 

 また、（２）被用者保険の被扶養者であった被

保険者に対する均等割額の９割軽減措置について、

平成２９年度はこれを７割軽減とし、平成３０年

度は５割軽減、平成３１年度以降は資格取得後

２年を経過するまでの期間、軽減を行うことにな

ります。 

 ２均等割保険料の軽減対象の拡充についてと

３高額療養費制度、高額介護合算療養費制度及び

入院時の居住費の見直しについては、先ほど国保

会計の中で説明した内容と同じですので、省略さ

せていただきます。 

 以上で、後期高齢者医療事業特別会計について、

説明を終わります。よろしく御審査賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたので、質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）この今の制度のことですが、

５割軽減措置について、それを２割軽減にして、

更に廃止すると。これは、後期高齢者ということ

については、７５歳以上を別枠の会計にして、そ

の７５歳以上の方々の医療費負担をふやしていく

というか、そういうふうな仕組みをつくって、医

療費が高騰しないようにするというのが最初の目

的でこういうのがつくられたんで、私は一貫して

この会計は廃止すべきだというふうに言ってきた

んですが、今回のこの措置というのは、それをま

た具体化していくというか、負担を重くしていく

ということになっていくわけですよね。そういう

ことなんですか、これ。 

○保険年金課長（西田光寛）この部分の軽減に

つきましては、特別軽減という形でされておりま

したのを本則のほうに戻していくという形で改正

が行われた部分でございます。 

 多くの方に影響か生じる部分の改正につきまし
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ては、今回は見送られ、この一部分だけが今回改

正の対象となったということでございます。 

○委員（井上勝博）一部分とはいえ、そういう

のがだんだんだんだん所得が少なくなっていくん

だろうと思うんですよ。これは広域連合機関にお

いては、全員一致なんですかね。全員一致でこれ

が決められたということなんですか。連合会の議

会では。 

○保険年金課長（西田光寛）反対討論もござい

ました。１名の方から。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんで

しょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［発言する者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）ただいま討論の声があ

りますので、これより討論を行います。 

 まず、本案に反対の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

○委員（井上勝博）先ほど国保税はぱっといっ

ちゃったもんだから、できませんでしたけれども、

後期高齢者については、やはり民主党政権の誕生

のときに、この高齢者を差別するものだというこ

とで、一回これはもう廃止するという方向に進ん

だにもかかわらず、結局今の政権になる過程の中

で、やはりまた復活してきたということで、やっ

ぱり高齢者の差別になっている制度だと、高齢者

の負担を重くする制度になっているということで、

反対いたします。 

○委員長（福田俊一郎）次に、本案に賛成の討

論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）次に、本案に反対の討

論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論は終結したと認め

ます。 

 採決します。 

 採決は起立により行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに賛成する委員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（福田俊一郎）起立多数であります。 

 よって、原案のとおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局の説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）所管事務につきま

しては、委員会資料１８ページに定期的に報告さ

せていただいております。１月末現在の国保と後

期高齢者医療の短期被保険者証と資格証明書の交

付状況を記載してございますので、ごらんくださ

い。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）説明がございました。 

 所管事務全般についての質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外による質疑はございませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ここで休憩をいたします。 

         ～～～～～～～～～     

         午後２時５４分休憩     

         ～～～～～～～～～     

         午後３時１５分開議     

         ～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、次に、障

害・社会福祉課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３０号 薩摩川内市隣保館条例の

一部を改正する条例の制定について 
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○委員長（福田俊一郎）まず、議案第３０号薩

摩川内市隣保館条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 当局の補足説明をお願いいたします。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）障害・社

会福祉課でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 議案第３０号薩摩川内市隣保館条例の一部を改

正する条例の制定について説明をいたしますので、

議案つづりのその２、３０ページの１をお開きく

ださい。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が説明

しておりますので、省略をさせていただきます。 

 ３０ページの２をお開きください。 

 条例の一部改正に至る経緯を少し説明させてい

ただきます。 

 本市に隣保館は、川内地域に３館、冷水、永田、

杉ノ角会館、それに入来地域に１館、入来会館と

いうことで合計４館あります。 

 隣保館は、人権・同和問題の解決に資するため、

また地域に密着したコミュニティセンター等とし

て市が設置し、本市では地域交流事業、特に各種

教養講座、フラダンス、五つ太鼓、カラオケ、大

正琴、パソコン、生花、書道など、こういったも

のを中心に各館には館長―これは市の嘱託員でご

ざいますが―配置し、国・県補助事業として運営

をしておりました。 

 川内地域の隣保館が設置されている地域は、旧

川内市のときから国・県の同和対策・地方改善対

策事業及び先ほど説明しました隣保館運営事業等

により環境整備がなされ、生活環境も著しく改善

されており、市内の他の自治会に比較し、自分た

ちだけが優遇されている、また混住化も進み、差

別されている等の意識もほとんどないという、そ

のような理由から、このまま事業を続けられるこ

とは、新たな差別意識が生まれる要因とも考えら

れるのではないかということで、市町村合併を機

会に隣保館事業をやめてはどうかということで、

それぞれ各自治会では臨時総会等を重ねられ、住

民の総意として、平成２５年１２月に冷水隣保館

長、永田隣保館長、杉ノ角隣保館長のほうから、

薩摩川内市長宛てに隣保館運営事業の廃止につい

ての要望書が提出され、市では関係者の意見も聞

きながら検討した結果、平成２８年度で冷水・永

田・杉ノ角会館の隣保館事業を廃止し、隣保館に

ついて、その後はそれぞれの自治会館として無償

貸与するという方針を市と３自治会とで協議・確

認をしたところでございます。 

 そのことを受け、今回、隣保館条例から冷水・

永田・杉ノ角会館の項を削る等の一部改正をお願

いするものでございます。 

 承認された後には、３館については、国・県の

補助事業を受けて建設したものであり、財産処分

の手続を速やかに行う必要がございますが、厚生

労働省所管の地方改善施設整備費補助金と、その

ほか冷水と永田会館には総務省所管の地域活性

化・経済危機対策臨時交付金でエレベーターを整

備しており、補助金適化法等の処分年限、鉄筋コ

ンクリートの場合が４７年、エレベーターの場合

が１７年ということで、それぞれまだ処分年限に

ついては経過していないため、補助金の返納も生

じる可能性がありますので、その場合は平成

２９年度、補正もしくは流用等により対応させて

いただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上で、条例改正についての説明を終わります。

よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（新原春二）私も以前からこういう隣保

館の関係については、これは廃止をしていかない

と逆に差別が起こってくるよというように思って

いました。ここで結論されたということは非常に

喜ばしいことであると思います。 

 これから先はやっぱり若い人たちにこういうも

のを残さないようにすることが一番大事なことで

あって、その事業はやっぱり広く、余り表面には

出ないんですけども、そういうものは早く処理を

していただきたいというのがまず１点と、今後

３自治会の所有になっていくかと思うんですけれ

ども、同和対策でこの３自治会に何か補助金とか、

そういうものは現在ありますか。なかったらもう

これで終わりだと思うんですけれども、どうでし

ょうか。 

○市民福祉部長（春田修一）先ほど説明した隣

保館運営事業で各種教養講座というのをやってま

したけれども、そういったものがこれまで補助事
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業ということで実施しておりましたけれども、平

成２９年度からはそれもやめるということになる

ので、同和対策関係の補助金はもう今後ないとい

う形になります。 

○委員（持原秀行）返納がエレベーターとか建

物とかの経過措置の中であると思うんですが、見

込みとしては大体どれぐらい見積もっておられま

すでしょうか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）建物につ

きましては、先ほど耐用年数が４７年と申しまし

たけれども、既にもう３７年、３８年経過してお

りまして、財産処分の承認基準に関する特例、

１０年を経過した後には届け出で済むという形で、

建物のほうについては、返納は生じないのではな

いかというふうには考えておりますが、エレベー

ターのほうが何せ１７年のうち、まだ７年しか経

過していない、しかも１０年も経過してないとい

うことで、その分について恐らく返納が生じるの

ではないかということで、補助金をいただいてい

るのが２,３００万円ぐらい、エレベーター２カ所

でいただいております。それの１７分の７という

ことで、生じた場合として概算１,４００万円ぐら

いの返納が生じるかもしれないというふうには考

えております。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員による質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

しておりました議案第３６号平成２９年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、障害・

社会福祉課の当初予算の概要について、御説明さ

せていただきたいと思います。 

 予算概要５７ページ中段をごらんいただきたい

と思います。 

 総合福祉会館エレベータ整備支援事業は、総合

福祉会館を利用する障害者の方、あるいは高齢者

の方等の利便性の向上を図るためのエレベーター

の整備に対し支援を行う経費として、２,２００万

円を計上させていただいたところでございます。 

 次に、５８ページの中段でございます。 

 精神障害者病院受診旅費等助成事業につきまし

ては、甑地域居住の精神障害者の経済的負担軽減

を図るため、島外の医療機関への通院に要した旅

費の一部を助成する経費として、新たに６９万

６,０００円を計上したところでございます。 

 次に、６０ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 ６０ページの上段でございますが、障害者相談

支援事業の拡充分としまして、精神障害者への相

談支援体制の充実・強化を図るため、相談員２名

を増員するための経費として、３ ,３５８万

５,０００円のうち７７７万５,０００円を計上い

たしたところでございます。 

 これにつきましては、現在、相談事業を開始し

ておりますが、精神障害に関する相談がかなりの

数に上がるというようなこと等から、新たに精神

に関する相談員を２名増員するというものでござ

います。 

 以上が障害・社会福祉課の当初予算の概要でご

ざいますが、予算の詳細につきましては、引き続

き障害・社会福祉課長のほうで説明をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、補足説明を

求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）それでは、

一般会計予算の歳出予算から説明をいたします。 

 予算書は、７２ページから７３ページ、災害救
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助費が飛んで８１ページとなります。予算調書の

ほうで説明をいたしますので、予算調書の

１３６ページをお開きください。 

 事項、社会福祉管理運営費は、社会福祉事務及

び地域福祉推進事業に係る経費で、事業費は３億

７,４１３万８,０００円でございます。 

 主なものは、社会福祉事務嘱託員等２９８人の

報酬、本庁及び支所の一般職２４人分の給与費、

社会福祉協議会運営費補助金等でございます。 

 先ほど春田部長が予算概要で説明した拡充分の

総 合 福 祉 会 館 エ レ ベ ー タ ー 整 備 支 援 事 業

２,２００万円につきましては、この事項の社会福

祉協議会への総合福祉会館管理運営費補助金を増

額したものでございます。 

 次に、同ページ、下の段、事項、社会福祉施設

管理費１７９万円は、甑島地域にあります本課が

所管する社会福祉施設等の維持管理に係る経費が

主なものでございます。 

 次に、１３７ページをお開きください。 

 事項、一般障害者自立支援事業費の７,７８７万

２,０００円は、障害者団体への運営費助成、障害

者施設の維持管理、福祉タクシー等利用料助成等

に係る経費でございまして、主なものは、職員

７人分の給与費、サン・アビリティーズ川内の指

定管理料、手をつなぐ育成会運営補助金等、福祉

タクシー等利用料の助成でございます。 

 次に、同ページの下の段、事項、障害者（児）

自立支援事業費２２億２,０７１万６,０００円は、

障害者福祉サービス及び障害福祉サービス利用料

助成等に係る経費で、主なものは、障害認定訪問

調査相談業務嘱託員３人、育成医療嘱託医等の報

酬、介護給付費等自立支援給付費及び自立支援医

療費等でございます。 

 先ほど春田部長が予算概要で説明した新規事業

の甑地域精神障害者病院受診旅費等助成事業はこ

の事項になりますので、市民福祉委員会資料で説

明をいたしますので、市民福祉委員会資料、本編

の１３ページをお開きください。 

 趣旨及び目的は、現在、精神障害者への支援は

入院医療から地域生活への移行の流れがありまし

て、そのためには、定期的に医療機関を受診し、

安定した状態を維持することが必要だと考えられ

ます。 

 そのような中、甑地域には精神に関する医療機

関がなく、島外で受診するにはフェリー代等経済

的負担が大きく、自己判断で受診を控え、状態悪

化による緊急入院等を繰り返すケースも多い状況

があるということで、フェリー代の一部を助成す

るということで経済的負担の軽減と定期的な受診

をしていただき、安定した地域生活を送っていた

だこうというものでございます。 

 対象者は、定期的な受診をしていただくため交

付している自立支援医療費（精神通院）受給者証

の交付を受け、指定された医療機関を受診した者

で、甑島に居住し、住民登録をしている方としま

す。 

 対象経費、助成額につきましては、甑各港と川

内港間または串木野新港間のフェリー代、離島割

引適用後の高速船運賃往復額を上限といたします

その２分の１、１００円未満の端数は切り捨てる

という形で往復５,８００円を上限とし、月１回程

度の受診、実利用者見込みを２０人程度と積算し、

６９万６,０００円を予算計上したものでございま

す。 

 下のほうにあります参考資料ですが、過去に調

べたデータで、甑島の方で１年間に島外の医療機

関を受診された実数として１１１人というデータ

がございました。平成２８年度で自立支援医療費

の受給者証の交付を受けた方は３６名でございま

して、医療機関の受診が必要でありながら、定期

的な病院受診のための受給者証を取得されていな

い方がまだ相当数あるのではということで考えて

おりまして、この制度により、少しでも受給者証

の取得をしていただき、定期的な受診が進み、精

神障害のある方が、地域で安定した生活が送れる

ように支援をしようとするものでございます。 

 以上で、甑地域精神障害者病院受診旅費等助成

事業の説明を終わります。 

 ま た 予 算 調 書 の ほ う に 戻 り ま す の で 、

１３８ページをお開きください。 

 事項、重度心身障害者医療費助成事業費２億

５,７３９万２,０００円は、重度心身障害者の医

療費助成及び医療費助成申請書回収業務委託に係

る経費で、行政事務嘱託員（Ⅱ種）３人の報酬及

び医療費助成費が主なものでございます。 

 次に、同ページの下の段、事項、特別障害者手

当等給付事業費４,４７１万円は、特別障害者手当

等の給付に係る経費で、嘱託医二人の報酬及び特
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別障害者手当等給付費に要する経費でございます。 

 次に、１３９ページをお開きください。 

 事項、地域生活支援事業費１億８,９４６万

２,０００円は、市町村事業として実施する地域生

活支援事業に係る経費で、主なものは、手話通訳

業務嘱託員一人の報酬、地域活動支援センター事

業及び相談支援事業業務委託等の委託料、日常生

活用具等給付費等の扶助費が主なものでございま

す。 

 先ほど部長が予算概要で説明した拡充事業の障

害者相談支援事業はこの事項になりますが、委託

先であります基幹相談支援センター、現在、可愛

会とサニーサイドという２カ所ございます。説明

でもありましたとおり、相談件数が平成２７年度

で４,２００件、特に知的障害者、それから精神障

害者の件数といたしまして、知的障害者が延べ

１ ,５８３件、精神障害者の相談件数が延べ

１,６７２件ということで、相談件数の増加に伴い、

基幹相談支援センターの体制強化を図るため、委

託先を１カ所追加したいということで、２名分の

人件費等の増額をお願いしたものでございます。 

 次に、同ページの下の段、事項、障害児通所支

援事業費２億６,５２３万円は、子ども発達支援セ

ンターつくし園の指定管理料及び放課後等デイ

サービス事業等に係る扶助費が主なものでござい

ます。 

 次に、１４０ページをお開きください。 

 事項、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事

業費６４万８,０００円は、小児慢性特定疾患児に

対する日常生活用具給付及び軽度・中等度の難聴

児補聴器助成事業に係る経費でございます。 

 次に、同ページの下の段、事項、隣保館管理運

営費９１９万５,０００円は、隣保館の管理運営に

係る経費で、入来会館の館長及び指導員、合計

２人の報酬、隣保館等浄化槽管理業務委託、それ

から入来地域人権連絡協議会補助金が主なもので

ございます。 

 次に、１４１ページをお開きください。 

 事項、災害救助費１,３４７万２,０００円は、

局地災害救助及び災害救助法適用による自然災害

等罹災者への援助事務等に係る経費で、災害弔慰

金等扶助、それから小災害罹災者援護措置要綱に

基づく見舞金等が主なものでございます。 

 続きまして、一般会計の歳入予算について、主

なものを説明いたします。 

 予算書は、３４ページから５６ページになりま

すが、予算調書のほうで説明をいたしますので、

予算調書の３０ページをお開きください。 

 主なものだけということで、最初に、中ほどの

１５款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費負

担金・３節児童福祉費負担金１２億６,２７８万

１,０００円は、障害者自立支援医療費及び給付費

等、児童発達支援センター給付費に係る国庫負担

金でございます。 

 次に、同ページの下から２行目、１６款１項

１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金、

３１ページをお開きください。３節児童福祉費負

担金６億１,４７４万１,０００円は、先ほど説明

しました国庫補助金分の県負担金分でございます。 

 次に、３行目、１６款２項２目民生費補助金、

１ 節 社 会 福 祉 費 補 助 金 １ 億 ４ , ５ ２ ４ 万

３,０００円は、重度心身障害者医療費助成事業費

補助金、隣保館運営等事業費補助金となります。 

 最後に、下から５行目、１９款１項３目り災救

助 基 金 繰 入 金 、 １ 節 り 災 救 助 基 金 繰 入 金

１,０８３万３,０００円は、災害救助費として、

災害弔慰金等扶助、小災害罹災者援護措置要綱に

基づく見舞金等の支給を行うため、り災救助基金

のほうから必要経費分を取り崩し、繰り入れるも

のでございます。 

 以上で、障害・社会福祉課分の説明を終わりま

す。よろしく御審議くださるようお願いいたしま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（杉薗道朗）細かなことですけど、ちょ

っと教えてください。 

 この福祉タクシー等利用料金の助成事業の関係

ですけれども、対象者の方に１万円ということで、

５００円券で２０枚ということでしょうけれど、

単純にこの一般財源で８１９万円となっています

から、単純計算でも８００人ぐらいかなと、単純

計算でそういう数字が出ますけれど、実質的には

何名なのかというのが、該当者が。 

 それから、平成２８年度まだ今途中でしょうか

ら、実際この利用の状況というのはどうなのかな

という、そこをちょっと教えてください。 
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○主幹兼障害福祉グループ長（吉永義郎）福

祉タクシー、券の利用状況についてですけれども、

平成２７年度実績といたしまして、年間交付人員

が１,０５５人の身体障害者の方々に交付をしてい

るところでございます。それに対しまして、利用

枚数のほうが１万４,１３３枚という形になってお

りますので、実際この枚数が使われたということ

になっております。 

○委員（杉薗道朗）この言葉的にはあれでしょ

う、これでないのもタクシー、それから甑の船便

というか、その部分にも適用ということで、利用

の人も非常に高いように思うんですけれども、

１万円というこの部分が、もう今はタクシーで単

純に病院、病院というたらおかしいんですけれど、

ちょっと利用しましたと、障害者の方が。往復で

１,０００円ちゅうのは軽く実際のところね、係る

わけですよね。だから、まず、この金額の見直し

ということは、今のところはもう考えてないとい

うことでよろしいんでしょうかね。一般に利用さ

れる方からしてみれば、「もうちっといけんかな

らんどかい」と聞くもんですから、これもなかな

か一般財源ということもあって厳しいのかなと思

いますけれど、考え方をちょっと教えてください。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）今のとこ

ろはですね、こういった利用状況がございますの

で、見直しの予定はないところでございます。 

○委員（井上勝博）この調書の１４０ページに

ある、この管理運営費そのものが来年度からなく

なるという理解でよろしいんですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）平成

２９年度の計上をしましたのは、川内の３館は廃

止されるんですけれども、入来会館１館残ります

ので、その入来会館の管理運営に係る経費を、平

成２９年度はお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）先ほどですね、基幹相談支

援センターのことなんですが、４,２００件という

数字で、かなりの相談件数で、おそらく昼も夜も

関係なく、相談が舞い込んだりとかということに

もなっているんだろうと思うんですけれども、実

際そういった場合に、残業手当みたいなとか時間

外手当とか、そういうものっていうのはどういう

ふうに考えられているんですかね。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）現在、可

愛会、サニーサイドのほうには、人件費という形

で３名分の委託料という形で、全ての経費を込み

込みという形でお願いをしているところでござい

ます。 

○委員（井上勝博）一人当たりの人件費という

のは、どのくらい出しているちゅうことですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）今年度の

積算といたしましては、一人当たり３７０万円程

度を見込んで、委託料の積算をしているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）実際は、本人たちの働きの、

例えばどれだけ仕事をしているのかということに

ついては、もうその事業所の中でやっていると。

どんな働き方をしているかということについては、

もう事業所には３７０万円渡しているから、それ

でやってくださいというふうになっているという

ことですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）働き方等

につきまして、そのところまでは、こちらのほう

からは指示はしていないところでございますので、

そのサニーサイドへの会のほうにお任せしている

という格好になっております。 

○委員（井上勝博）今回、二人増員というふう

なことで、やはり、ちょっと働き方が大変だとい

うのもあるんでしょうけれども、相談件数が急速

に増えているということですか。それとも、やっ

ぱり増えているわけじゃないんだけれども、しか

し、もう増員しないと、これはもたないという判

断なのか。そこら辺は増員のきっかけというのは

どういうことだったんですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）先ほどの

説明の中でも言いましたとおり、精神に関する相

談が４,２００件のうち１,６００件あるというこ

とで、現在のサニーサイドへの会のほうにも精神

保健福祉士の方もいて、知的障害者等も含め対応

をしていただいているところですけれども、でき

れば精神科の医療機関等をバックに持っていると

ころで、精神にも強い基幹相談支援センター業務

ができないかということで、精神に特化した形で

はないんですけれども、精神にも強い相談業務に

対応するという形で１カ所ふやし、なおかつ、そ

れでこれまで２カ所で、かなりの件数を対応され

ていた分が、ある程度緩和されるんじゃないかと
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いうことで増員をお願いしたところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）委員外会議員はござい

ますか。いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）それでは、

市民福祉委員会資料の、１１ページのほうをお開

きいただきたいと思います。 

 今回、つくし園の指定管理が平成２９年度まで

の期間ということで、その前年ということで評価

委員会を開催いたしましたので、その評価委員会

の結果を、資料で説明をさせていただきます。 

 施設及び指定管理の概要、実施状況につきまし

て、指定管理者は社会福祉協議会で、指定管理期

間は、平成２７年度から２９年度までの３年間で

ございます。 

 評価委員会は、平成２９年２月１日に実施し、

市民福祉部長、市民課長、財産活用推進課長、外

部委員として、有識者代表でなずな園の園長、利

用者代表として、つくし園の保護者会の会長、そ

れから地元代表者として､永利民児協の会長様とい

うことで、６名の方に指定管理者への質疑応答を

通して、５項目について評価をしていただいたと

ころでございます。 

 １２ページをお開きください。 

 ５項目の採点で、６００点満点中４５３点を獲

得されまして、得点率７５.５％で、すぐれている

と認められるというような評価をいただきました。

委員のほうからは、総合コメントとして、各種対

応マニュアルの整備と定期的な訓練がなされ、安

全確保が図られている。それから、長年の実績に

基づくノウハウの蓄積があり、適切な療育指導に

利用者の満足度も高いという評価がある一方、更

なる職員の資質の向上、研さんも要望されたとこ

ろでございます。次回以降の管理体制としまして

は、これまでどおり、継続して社会福祉協議会を

指定管理者とする非公募が適切であるとの意見と、

譲渡による民間での柔軟な運営も選択肢とするこ

とが提案をされたところでございます。 

 以上で、指定管理者の管理運営評価の説明を終

わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま説明がありま

したが、これも含めて、所管事務全般につきまし

て質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、高齢・介護福祉

課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３１号 薩摩川内市介護保険条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）議案第３１号薩摩川内

市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第３１号薩摩川内市介護保険条例の一部を改

正する条例の制定について御説明をいたします。 

 議案つづり、その２の３１－１ページをお開き

ください。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。 

 内容につきましては、議会資料で説明をいたし

ますので、議会資料の３ページをお開きください。 

 １、提案の理由でございますけれども、第１号

被保険者に係る保険料率の軽減措置について、平

成２９年度まで継続しようとするものでございま

す。 

 ２、条例改正の概要でございますが、消費税率

１０％への引き上げが延期されたことに伴い、平
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成２９年度から予定されておりました低所得者の

介護保険料軽減充実が見送られたため、平成

２７年度及び２８年度で実施していた保険料所得

段階、第一段階及び第二段階の保険料率の特例措

置を１年間延期しようとするものでございます。 

 下の表をごらんください。 

 左側の表が、平成２７、２８年度の保険料で、

第一段階から第三段階の太字で記載しております

のが、平成２９年度からの軽減充実分でございま

したけれども、今回、見送られたために、右側の

表のとおり、平成２７年度からの軽減措置を継続

しようとするものでございます。 

 以上で、議案第３１号の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

しておりました、議案第３６号平成２９年度薩摩

川内市一般会計予算を議題といたします。 

 部長の概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、高齢・

介護福祉課の当初予算の概要について御説明させ

ていただきます。 

 予算概要につきましては、６１ページから

７１ページまでとなるところでございます。 

 一般会計では、前年度比約９,４５１万円の減と

なっているところでございますが、これにつきま

しては、昨年度計上いたしておりました、入来高

齢者福祉センター及び上甑高齢者福祉センターの

解体工事費、これが約４,４８６万円ございました。

そのほかに鹿島園の空調設備工事並びに洗濯機・

乾燥機の購入が２,３５５万円程度ございまして、

これがなくなったことによる減ということで、予

算的には大体ほぼこれを相殺しますと、同程度と

いう形でございます。 

 また、新規事業としましては、予算概要の

６２ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成３０年度から３年間を計画期間とします、

老人福祉計画・第７期介護保険事業計画策定に要

する経費として、２９３万７,０００円を新たに計

上いたしたところでございます。 

 次に、介護保険事業の特別会計についてでござ

いますが、これにつきましては、６７ページから

７１ページに記載しておりますが、予算総額で

１０６億５,９１８万円でございまして、前年度比

で、制度開始以来初めてでございますが、

４,２３９万円の減となったところでございます。

拡充した事業としましては、６８ページの中段で

ございます。 

 在宅医療・介護連携推進事業において、新たに

在宅医療―歯科推進室の運営委託を計上させてい

ただいたところでございます。 

 以上、高齢・介護福祉課の当初予算概要の説明

を終わらせていただきますが、予算の詳細につき

ましては、このあと高齢・介護福祉課長のほうで

説明をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）引き続き、当局に補足

説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予

算のうち、高齢・介護福祉課分について御説明い

たします。 

 まず、歳出についてから説明をいたします。 

 予算書につきましては、７２ページから

８９ページになりますが、事業内容につきまして

は、予算調書によりまして説明をさせていただき

ますので、予算調書の１４２ページをお開きくだ
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さい。 

 調書の１４２ページの上段でございます。 

 事項、社会福祉管理運営費につきましては、社

会福祉協議会権利擁護センターが実施します、成

年後見制度普及啓発事業、福祉サービス利用支援

事業、法人後見事業について、市で支援するもの

でございます。 

 下の段をごらんください。 

 事項、老人福祉管理運営費につきましては、高

齢者福祉事務にかかわる経費で、一般職員６人分

の給与費、共済費のほか、敬老金等支給事業、高

齢者クラブ連合会補助金や、新規事業の老人福祉

計画・第７期介護保険事業計画策定業務委託など

を計上しております。 

 １４３ページをごらんください。 

 上の段でございます。 

 事項、老人福祉施設管理費につきましては、高

齢者福祉施設の電気、消防用設備、浄化槽等の保

守点検業務管理代行委託など、施設の維持管理に

必要な経費のほか、里生活支援ハウスナースコー

ル取りかえ工事費などを計上しております。 

 下の段、事項、高齢者生活支援事業費につきま

しては、高齢者訪問給食サービス事業や高齢者世

話付住宅生活援助員派遣事業など、在宅の要援護

高齢者の生活支援を目的とした経費を計上してお

ります。 

 １４４ページをお開きください。 

 事項、在宅介護者支援事業につきましては、寝

たきり高齢者等を、在宅で介護していらっしゃる

介護者等を支援するための経費を計上しておりま

す。 

 下の段、事項、老人措置費につきましては、養

護老人ホーム入所者の措置経費を計上しておりま

す。 

 次に、１４５ページをごらんください。 

 上の段、事項、介護保険対策費につきましては、

介護保険事務事業にかかわります業務を行うため

の経費で、一般職員１３人分の給与費、共済費な

ど介護保険事業運営に必要な職員の人件費や、介

護保険事業特別会計への繰出金等を計上しており

ます。 

 下の段をごらんください。 

 事項、地域介護基盤整備事業費につきましては、

地域密着型サービス施設の施設整備に係る交付金

を計上しております。 

 １４６ページをお開きください。 

 事項、養護老人ホーム管理費につきましては、

養護老人ホーム甑島敬老園の施設運営にかかわる

経費で、一般職員３人分の給与費、共済費のほか、

管理代行委託料等を計上しております。 

 次に、下の段をごらんください。 

 事項、特別養護老人ホーム管理費につきまして

は、施設の修繕料及び特別養護老人ホーム鹿島園

のオーブン購入を計上しております。 

 次に、１４７ページをごらんください。 

 上の段、事項、介護認定審査費につきましては、

介護保険法の規定に基づく介護認定審査会の審査

判定業務及び要介護・要支援認定にかかわります

業務を行うための経費を計上するもので、介護認

定審査会１２合議体の委員６０人、介護認定訪問

調査業務嘱託員１５人の報酬等の人件費のほか、

主治医意見書作成手数料、要介護認定支援システ

ム保守料、リース料等を計上しております。 

 下の段、事項、労働者福祉対策費につきまして

は、シルバー人材センターに対する補助金を計上

しております。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 予算調書は３３ページをお開きください。 

 予算書につきましては、３４ページから

５４ページとなります。 

 主なものについて御説明申し上げます。 

 １３款２項１目民生費負担金９ ,７５０万

１,０００円の主なものは、老人福祉費負担金

９,４９２万円で、養護老人ホーム入所者及び扶養

義務者が収入に応じて負担するものでございます。 

 次に、１４款１項２目民生使用料２１４万

５,０００円の主なものは、ふれあいドーム使用料

２００万円など施設使用料でございます。 

 次に、１５款１項１目民生費負担金１,２６１万

２,０００円は、低所得者の保険料軽減に伴います

国の負担分でございます。 

 次に、１６款１項１目民生費負担金の６３０万

６,０００円は、低所得者の保険料軽減に伴います

県の負担分でございます。 

 次に、１６款２項２目民生費補助金４,９４１万

９,０００円の主なものは、老人クラブ運営費補助

金６５７万９,０００円と地域介護基盤整備事業費

補助金４,２０６万９,０００円でございます。 
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 次に、２１款３項１目貸付金元利収入１５０万

円は、特別養護老人ホーム整備資金貸付金収入で、

旧里村におきまして社会福祉法人里福祉会が、平

成１４年度に整備した特別養護老人ホーム寿里園

の、運営資金として貸し付けた３,０００万円の償

還金でございます。 

 予算調書の３４ページをお開きください。 

 予算書は５６ページになります。 

 ２１款５項４目雑入２,００１万１,０００円の

主なものは、甑島敬老園運営のための社会福祉協

議会に派遣しております、職員人件費に係る派遣

協定の収入などでございます。 

 続きまして、新規事業につきまして、先ほど部

長が説明したとおりでございますけれども、今後

のスケジュール等につきまして説明をさせていた

だきますので、市民福祉委員会資料、別冊２の

１ページをお開きいただきたいと思います。 

 薩摩川内市老人福祉計画・第７期介護保険事業

計画の策定についてでございます。 

 この計画につきましては、薩摩川内市総合計画

等と整合性を図りながら、高齢者福祉施策及び介

護保険サービスの指針を示すもので、計画期間は、

平成３０年度から３２年度までの３年間でござい

ます。 

 ２、介護保険事業計画で定める事項は、（１）

日常生活圏域ごとの各年度のグループホームなど

の必要定員総数や、その他介護給付等の対象サー

ビスの種類ごとの量の見込み。 

 （２）各年度におきます地域支援事業の量の見

込みでございます。 

 ３、介護保険事業計画で定めるように努めなけ

ればならない事項につきましては、（１）から

（４）にありますように、見込み量の確保のため

の方策や、保険料の数字に関する中長期的な推計

及びサービスの円滑な提供を図るための事業など

でございます。 

 下の表をごらんください。 

 これは、国が示しました策定に向けたスケジ

ュールでございます。 

 市町村の欄をごらんください。 

 今現在、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を

実施しておりまして、今月末にはその結果がまと

まる予定でございます。今後、学識経験者等二十

数名からなります推進委員会を開催をいたしまし

て、計画を策定していくこととなります。本年

１２月には、パブリックコメントを実施し、来年

の３月議会に第７期介護保険事業計画を報告及び

介護保険条例の一部改正を提案する予定でござい

ます。 

 以上で、平成２９年度一般会計予算にかかわり

ます、高齢・介護福祉課分の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま、当局の説明

がありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（持原秀行）この一般介護予防事業の中

で、地域が支える高齢者福祉の充実ということで、

今モデル的にですよ、介護予防コーディネート事

業というのをなされておりまして、これに伴って

ですね、やっぱり、一生懸命やっているところに

おいては非常に実績が上がってきつつあって、こ

れに伴って医療費の削減とかですね、健康寿命を

延ばすためにもこれは大事なことだと思うんです

が、かいつまんでですね、改めてこの事業の導入

目的とか今現在の実態をちょっとお聞かせいただ

きたいと思いますが。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）このコー

ディネート事業につきましては、予算は特別会計

のほうで計上してございますが、団塊の世代の

方々が７５歳になる２０２５年に向けて、地域包

括ケアシステムを構築する必要があるということ

で考えております。これには、まず、一番はです

ね、地域で何ができるかということを、まず探っ

ていただきたいなということで、この地域包括ケ

アシステムの一番は、まずは自助が基本だと思っ

ております。だけど、なかなか自助ではできない

部分を互助でしていただかないといけない。地域

の中でそこはどんなものが、弱みは何だろうか強

みは何だろうかということを、それぞれが恐らく

農村部であったり市街地部分であったりとかする

と、いろいろ問題が変わってくると思われるので、

モデル的に実施をしていただいているところでご

ざいます。そして地域で支え合う体制を構築して

いただきたい。または高齢者の方々が寄り合う場

をつくっていただきたい。高齢者の方々も支え合

うほうに回っていただいたり、支えられる場に回

っていただいたりしながらも、生きがいをもって

過ごしていただくまちづくりを目指したいという
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ことで、実施をしているところでございます。 

○委員（持原秀行）この中でですね、平成

２７年度からモデル事業としてやられているわけ

ですが、当初５地区でしたかね、５地区で実施さ

れて、平成２８年度においては１２地区になった

ということでですね、やはり、これは行政側とし

ても、しっかりとこれをやっていきたいというこ

とで、それぞれの地域の方にお願いをされて、受

けた方は一生懸命されるわけですね、その中で、

昨日でしたか、何か地域の方々に説明があったと

いうことで、今現在この残については、基本額そ

れから世帯割とかあって、それでやってください

ということで、今、実際、委託を受けてですね、

やっているわけなんですが、これがきちっと、言

えばパイに上限があるみたいで、これを地域を大

きくしていけば、この委託料、委託ちゅうんです

か、これを減じなければならないというようなこ

とが説明があったと。しかしながら、今現在、行

政がこういうふうにやってくれということで、そ

れに一生懸命やって、地域の方々も高齢者の方も

一生懸命出てきて、そして楽しみにして今事業を

やっておられるわけですね。これをですね、ぱっ

と全地区コミにした場合においては、ちょっと聞

けば、今、基本額として年間１２０万円やってお

られますね、これが実際こうすると落とさざるを

得ないということですよね。そうすれば大体半分

以下ぐらいになってくるというようなことでです

ね、これが４８地区全部すれば、相当落ちてくる

わけですよね、このパイが一緒であればですね。

ですから、今そういう行政がこうやってください

ということを火をつけておいて、それはないだろ

うと、減額するのはないだろうというのが地域か

らの意見があるわけですよ。ですから、やっぱり

そういうところについては、どこかですね、やっ

ぱり事務事業の整理とかしながらですね、こうい

うのは、同じような事業がどんどんあればですね、

それを整理してでもですね、やっぱりやっていか

ないと、同じようなサロン事業にしても何でも、

横串が私は通っていないようなふうな感じを受け

ます。ですから、やっぱりこうしてモデル地区に

やったところは、それでやってくださいといいな

がらですよ、新たに参入して大きくなり過ぎたの

で、その委託料を減らしますよというようなこと

では、地域の信頼感が行政として得られないんじ

ゃないかなと考えるんですが、そのあたりはどう

考えますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）昨日、提

案をさせていただいたのは、今ありましたように、

毎月１０万円と世帯割の１００円を掛けてお出し

をしているんですけれども、この分についての、

この毎月１０万円の部分のところを１２０万円な

んですが、これを年額の１００万円でしていただ

けないだろうかという御提案をさせていただきま

した。これは今、予算のほうは、先ほど申しまし

たように、介護保険の特別会計のほうで見ており

まして、総合事業の枠が決まっておりまして、そ

の中で、今後、全市的にしていく場合には、ちょ

っと若干上限があるので、そこへんはちょっと減

らさないといけない部分もあるのかなという話を

しました。あと、確かに今１２０万円出ている分

のところの中で、それぞれ今１４地区、コミ協さ

んにお願いをしているんですが、使い切るのに無

理しながら事業を何か組み立てんといかんという

ようなところも、実際に何カ所かございまして、

今回、一応１００万円でどうでしょうかというこ

とで御提案をさせていただいて、御意見をくださ

いということでお願いをしました。ですので、ま

だ決定ではなく、それぞれの地域の皆さん方の御

意見を聞きながらですね、検討はしていきたいと

いうことで考えているところであります。 

○委員（持原秀行）今は１４地区コミの中で実

施していくと、これが例えば全体的には４８です

よね、そうすると総枠が決まっていますので、こ

れを割るとすると月１０万円が５万５,０００円程

度になりますよね。その中で、やはり一生懸命や

っているということについては、それはもう確か

に計画を一生懸命されるところは不平不満が出ま

すよ。実際やりきれないというところは、遠慮し

ていただいてもいいんじゃないですか。使い切れ

ないというところであっておれば、それはそれな

りのところの、例えば行事日程とかですよ、そう

いうところに合わせてですよ、やっぱりするとか

ですよ、そういうことをやらないと、使い切れな

いので１００万円に下げますよとかという、そこ

ではですね、地域のただ地区コミ事業の一環とし

ても、これはやはりどうなのかなという疑問を私

は感じるところです。だから、最初こうして一生

懸命やってくださいと言いながら、もうちょこっ



- 53 - 

 

とたてばですよ、何年もたたないうちにどんどん

どんどん減じていくという考え方はいかがなもの

かなというのは、率直な気持ちがありますね。で

すから、やっぱりきちっとそういうところは、長

いスパンで見ながらやっぱりやらないといけなか

ったんじゃないかなと、最初から出しすぎたみた

いな感があるんじゃないかなという気もするんで

すが、なかなか上に出したやつを減らすというの

は、相当こうやっぱり違和感というか、批判がふ

えることは確実ですよね。そこんところはやっぱ

りうまくやっていかないと、どうかなと思います

から、もうちょっと内部検討やられたらいかがで

すか。 

○委員長（福田俊一郎）持原委員、もうその検

討についてはこれからということで、意見にして

おきましょうか。課長、そのほうが。 

 これは意見ということで、まとめたいと思いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○委員（井上勝博）高齢者の訪問給食サービス

事業なんですが、これは対象が６５歳以上でひと

り暮らし、または６５歳以上の高齢者だけ、また

は市長が必要と認めるというふうなことなんです

が、私の家なんかは、母と子どもがですね、次男

が一緒に住んでいるんですけれど、やっぱり夜が

仕事で遅くなって、事実上、昼間は一人でずっと

いるという状態で、私ん家はまだ隣に私が住んで

いますので、何かあったときのためにはいろいろ

声をかけたりしているんですけれども、実際は子

どもさんはいても、子どもさんはほとんど昼間は

いないとかいうケースというのは、結構多いんじ

ゃないかなという気がするんですけれども、その

辺の実態を考えると、もうこの６５歳でひとり暮

らしとか二人暮らしとか高齢世帯だけとかという

ふうに限定しているとですね、実態に合わないこ

とにならないのかなというふうに思うんですけれ

ども、その辺はどうでしょうかね。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）基本は、

今、井上委員が言われたとおりなんですけれども、

そのあと市長が認める者という形であると思いま

す。それぞれの生活実態等を勘案をしながらです

ね、同居の家族がいらっしゃっても、もう夜勤が

あったりとか、もう朝晩いないよとか、朝も早く

出られるよとかいうのであればですね、状況等を

確認をしながら許可をしている部分もございます。 

○委員（井上勝博）それはどのぐらいいらっし

ゃいますか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）数はちょ

っとそこまで把握はしておりませんが、実際、許

可はしている部分もございます。 

○委員（井上勝博）ああそうですか。 

 やっぱり、ちょっとですね、この辺のやっぱり

規制緩和というかですね、実態に沿ってですね、

まず最初に、６５歳以上のひとり暮らしですから、

お宅は無理ですよというふうに言われた関係があ

って、諦めがつくからまだいいですけどね、うち

はね、まだいいほうだと思うんですけれども、し

かし、最初からこういう規定でやるとですね、や

っぱり子どもさんと一緒に住んでいるところが、

ネックになっているというか穴になっているとい

うようなことになっているんじゃないかなと思う

んで、また、そういう実態なんかはですね、調べ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それから、あと、特別地域加算に係る介護保険

利用料負担軽減事業というのが、甑島に関係して

はあるんですが、非常にもう予算案もそんな大し

てついてないようなんですね、６０万円と

１３０万円ということで、地域間格差があるから、

介護の公平性のために利用料を軽減しているんだ

と思うんですけれども、これだけの予算で本当に

足りるんであるならば、もっと甑島地域に限定し

ないで、広げてもいいような気がするんですけれ

ども、これはわずか６０万円とかそんなもので済

むわけですか。これはちょっと計算の仕方がです

ね、サービス費用の１５％掛ける１０％と、普通

は利用料は１割ですよね、１０％と。これはどの

ぐらい軽減されるということなんですかね。 

○介護指導グループ長（北原光治）特別地域

加算の利用者負担軽減につきましては、平成

２７年度の決算におきまして４５万７,２５０円で

す。軽減の負担率につきましては、離島振興法で

認められた甑島地域なんですけれども、介護サー

ビス費につきまして、そういったところで訪問

サービスを提供されるところにつきましては、

１５％の上乗せが加算として取ります。その

１５％の上乗せ分につきましても、利用者負担分

が１割発生しております。その１割分につきまし

て全て軽減をするという、そういう制度でござい
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ます。 

○委員（井上勝博）じゃ１５％負担が軽くなっ

ているという理解でいいかと思うんですけれども、

利用者は、実際どのぐらいいらっしゃるんですか。

介護サービスを受けている方が何人いて、それら

の負担軽減がされているということですよね。 

○介護指導グループ長（北原光治）平成２７年

度の実績におきまして、特別地域加算利用者負担

軽減の対象者になっていらっしゃいます方は、全

員で１,１１１名であります。 

○委員（井上勝博）わかりました。だから、か

なりですね、方が負担軽減がされて、しかし、現

実には６０万円ぐらいの予算で済んでいるんであ

ればですね、もうちょっと甑島地域だけじゃなく

て、広げてもいいような気がするんですけれども、

これはもう例えば全土に広げると、どのぐらいの

金額になるかというのは何か試算がありますか。 

○市民福祉部長（春田修一）この部分について

は、私が国保介護課長をしていたときにつくった

制度でございますので、本土の場合は、加算の部

分がないわけですね。離島の場合は、距離があっ

たりガソリン代が高いというようなこと等で加算

がなされています。その関係で、本土と同じサー

ビスであっても、本土と離島の場合では個人の負

担が違うというようなこと等から、本土と同じ負

担にしようというようなこと等でこの制度をつく

っておりますので、これを本土の中で加算をなっ

ているところはございませんので、そういうこと

でございますので、特別な離島振興地域だけを同

じ負担にしようと、同じ保険料を払っているので、

同じ負担にしましょうという考え方でつくってい

る部分でございます。 

○委員（井上勝博）そうすると、その試算の甑

島地域における訪問介護に係る利用者負担軽減事

業についても、同じような考え方ということでい

いんですか。しかも４０％も負担軽減ですよね、

軽減割合が４０％も負担軽減ですよね。 

○介護指導グループ長（北原光治）甑島地域

の訪問介護利用促進事業につきましては、介護保

険のサービスを利用しますと、通常１割負担から、

一定所得がある方については２割負担となってい

るんですけれども、そういった通常１割負担をす

る分について、そのうちの４割、４０％を補助し

ますという制度でございます。 

○委員（井上勝博）先ほどの事業は割高なんで

すと、甑島は割高なんですと、１５％ぐらい割高

なんですと、だから、これを負担軽減するから本

土並みになるんですと。この下のほうの、訪問介

護に関係しては４０％だけど、これは甑島の人た

ちは、ほっとけば本土と比べても４０％高くなる、

割高ということなんでしょうか。だから、それを

軽減しているということなんでしょうか。同じ考

えなのでしょうか。 

○介護指導グループ長（北原光治）今の甑島

地域の訪問介護につきましては、甑島地域におき

ましては、まずサービスのほうが少ないもんです

から、そういったハンディといいますか、そうい

ったものを少しでも軽減して、利用しやすくする

という目的もあるところであります。 

○委員（瀬尾和敬）小さいことを三つお伺いし

ます。 

 一つ目は、敬老祝金のことなんですけれど、鹿

児島市は、高齢者が増高になってきたとかなどの

理由で見直しをしていますけれども、本市は見直

しをされてないんですよね。これは、今後ずっと

ここで続けるおつもりですか。 

○市民福祉部長（春田修一）前はかなり多かっ

た部分を、米寿と１００歳到達の特別と１００歳

以上という形で、今、改正をさせていただいたと

ころでございます。ただ、この部分について、私

どもも１００歳以上の方を訪問してお祝い金をす

るんですが、もうかなり施設に入っていらっしゃ

る、在宅の方は本当ごくわずかでございます。な

ので、そこの部分については、施設に入ってかつ

介護給付費で支給をしておりますので、今後、他

市の状況も見ながら、見直しが必要ではないのか

なというような思いは持っています。そこの部分

を、別な高齢者福祉費という形に増すべきなのか

なという思いは持っているところですが、これに

つきましては、条例で定めておりますので、各市

の状況の部分もちょっときちんと整理しながらで

すね、方向性を出していく必要があるのではない

かというふうに考えておりまして、この期間をど

れぐらい係るかというのはちょっと見えておりま

せんが、今後の課題だろうというふうには考えて

おります。 

○委員（瀬尾和敬）はい。わかりました。 

 次は、概要のすぐ下の、はり、きゅうマッサー
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ジ等の施術利用助成事業なんですが、６５歳以上

の人が、これは申請すれば８００円のつづり券を

４０枚までくださると。これは年間何人ぐらいが

申請されているものですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）平成

２７年度で、発行冊数ですけれど１,３９９冊で、

使っていらっしゃるのが、利用枚数が１万枚ぐら

い使っていらっしゃいます。実際、発行枚数とし

ては２万８,０００枚ぐらい出しているんですけれ

ども、使っていらっしゃるのは１万枚ちょっとと

いう形で、今、予算的には８２５万７,０００円ほ

ど、平成２７年度の決算ではですね、使っていら

っしゃるようでございます。 

○委員（瀬尾和敬）私は、そこんところがです

ね、これは４０枚分支給されても、それもう全て

使い終わった人というのはいらっしゃるんでしょ

うかね。そういうのはわかるんですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）中には使

い終わっていらっしゃる方もいらっしゃると思い

ますけれども、先ほど申しましたように、利用率

といいますか、発行枚数が約２万８,０００枚です

が、使っていらっしゃるのは１万枚ということで

すので、全部は使っていらっしゃらないというこ

とですね。 

○委員（瀬尾和敬）８００円の助成があっても、

施術料が三千幾らですよね、実際それを全部使う

となると、このほかに十何万円自分で負担をしな

ければならないということで、恐らく全部が全部

使いこなせる人というのは、少ないんじゃないか

なという気がしますよね。もしどうしてもこの施

術が必要で、この４０枚を使いよったよという人

には、もうそれで終わり、もう何も次がないとい

うことですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）次はない

んです。最高４０枚ということでお願いをしてご

ざいます。 

 はり・きゅう・マッサージのその組合さんから

も、ちょっと要望等もあったんですが、こちら方

の要望として、今、８００円の４０枚なんですけ

ど、１,０００円の３０枚にしませんかという御意

見もいたしましたが、今のままでいいと言われた

ので、今現在はこの状況でございます。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）彼らにとっては、３０回よ

りも４０回来てもらうことのほうがいいわけです

ね。わかりました、その件に関しては。 

 あともう一つは、介護予防元気度アップ事業の

ことなんですけど、先般、垂れ込み電話が来まし

て、あれは、瀬尾君、気をつけんと乱発しちょっ

人がおるぞと。１回押せば１００円ということで

すので、だから、そこはもうちょっとというとい

けないんですが、そういう管理の仕方とか、そう

いうのはどのようにされているんですか、これは。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それぞれ

の事業を実施されますコミ協であったり、自治会

であったり、それぞれの任意団体であったりとか

としたところには、申請があったところには、ポ

イントスタンプをお願いをしております。ですの

で、参加されたときに打ってくださいねと。後打

ちはもうわからなくなるので、本当に参加された

のかどうなのかわからないので、それはやめてく

ださいよと。きちんと参加されたものを確認をし

ていただいて、スタンプの押印はお願いをします

ということで、お願いはしているところでありま

す。 

○委員（瀬尾和敬）文化協会関係のことで、今

後、申請をしたいと思っているんですが、その辺

のところをしっかりと、そのスタンプの押し方の

ルールづくりというか、ある程度しておかないと、

またさらにしておかないと、乱発すれば１押し

１００円ですからね。だから、ちょっとこれは無

駄な出費になっているような気もしないこともな

いんですよね。そういうようなところを今後の問

題として。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それぞれ

のスタンプを打たれるときには、それぞれの事業

内容も記載をするように、書いていただくように

お願いしてあります。日付と事業内容と書いてい

ただくようにしてありますので、そこら辺を確認

をして、また、こちらのほうも金券を発行すると

きには、同じ日には２スタンプ、別々の事業であ

れば二つまで押せますよということでしてありま

すので、そこも職員のほうでチェックをしながら

金券とかえておりますので、そこら辺はしっかり

していきたいと思っております。 

○委員（瀬尾和敬）わかりました。 

○委員（井上勝博）済みません、先ほど私、訪

問給食サービスのことも言ったんですが、同じよ
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うな問題では、緊急通報体制等整備事業も、やは

り６５歳以上のひとり暮らしに限っておりますけ

れども、やっぱり先ほども言ったように、子ども

さんはいても、ほとんど昼間はいないよという家

庭の場合も、倒れてそのままということにならな

いように、これもあわせて実態をつかんでいただ

きたいなというふうに思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんでし

ょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員による質疑はございませんか。 

○議員（川添公貴）済みません、介護保険特別

会計事業に当ると思うんですけど、先ほど持原委

員のほうから質問があったので、ここで関連して

質問をさせていただきたいと思います。 

 介護予防コーディネート事業についてなんです

が、これは平成２８年の９月から大体スタートし

たのかなと思っています。当初は参加見込みがな

くて、やってくださいという形と、やりたいとい

う形と、混在した形で進められてあったのかなと

は思っているんですが、３点お聞きしたいと思い

ます。 

 きのうの説明会の中で、いろんなことを話があ

ったということをお聞きしたんですが、やる、や

らないとかいう前に、その説明会について、実証

事業、平成２８年度、２９年度もしくは３０年度

までが実証モデル事業として捉えているのかどう

か、それを一つお聞きしたいと思います。という

のは、なかなか聞き込みの単位も人数もさまざま

なので、ちょっとその点を実証するために御意見

を聞かれたのかということをお聞きしたいのが

１点。 

 それから、それを踏まえて、平成２９年度もし

くは３０年度に、精査した形で運用を始めていか

れるのかということをお聞きしたいのが１点です。 

 それから、先ほどの説明の中で、ちょっとお金

が余って困るというような形のところもあるとい

うことをちょっとお話をされたんですが、であれ

ば、委託事業の契約形態としては、精算方式をと

る方法も考えられるんじゃないかと。最初は当初

見積額でやるんですが、実際のかかった経費を精

算方式でいくというのも実証されるのかどうかで

すね。そういうことをされるのかということを踏

まえて、その後に制度上の運用をどうしていくか

ということをされるのかなって、お聞かせ願えれ

ばと思います。 

 以上です。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）モデル事

業を何年まで実施するかという話も出てくるんで

すけども、今現在のところ、平成２９年度はモデ

ル事業として、１４地区のコミ協の方々にお願い

をしたいと考えております。その中で、今、課題、

問題点も、それぞれの地域の中で出てきておりま

すので、それぞれの中を精査しながら、今後、検

討していきたいと思っております。 

 また、先ほど申しましたけども、平成３０・

３１・３２年の第７期計画を、来年、２９年度で

つくることにしておりますので、ここも含めなが

ら検討していかないといけないのかなということ

で考えております。 

 あと、その委託料のことにつきましては、平成

２９年度からは精算方式でいきたいということで

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議員（川添公貴）ありがとうございました。

了解しました。 

○委員長（福田俊一郎）ほかはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△議案第４８号 平成２９年度薩摩川内市

介護保険事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第４８号平

成２９年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算

を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

議案第４８号平成２９年度薩摩川内市介護保険事

業特別会計について御説明いたします。 

 予算に関する説明書は４０２ページから

４３８ページ、予算調書につきましては、

３３６ページから３６６ページになりますけれど

も、説明につきまして、市民福祉委員会資料別冊

２を使いまして説明をさせていただきます。 
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 まず、歳出を説明いたします。 

 別冊２の３ページをお開きください。 

 １款１項１目居宅介護サービス費では、説明欄

に記載の各種居宅サービス給付費を計上しており

ます。 

 次の同項２目施設介護サービス費では、介護保

険３施設と呼ばれる、特別養護老人ホーム、老人

保健施設、介護療養型医療施設の施設介護サービ

スに係る給付費でございます。 

 次の同款３項１目審査支払手数料は、保険給付

費の審査支払事務に係る経費で、国保連合会に支

払うものでございます。 

 次の同款４項４目高額介護サービス等費は、介

護サービスの利用者負担が高額となった場合に、

利用者の負担軽減を図るものでございます。 

 次の同款５項７目特定入所者介護サービス等費

は、所得の低い要支援・要介護者にとって、保険

給付対象外となる食費及び居住費の負担が過重と

ならないよう、また、要介護認定の申請前に、緊

急その他やむを得ない理由により、介護サービス

または介護予防サービスを受けた場合に補足給付

するものでございます。 

 次の同款６項１目介護予防サービス費は、要支

援１・２の認定者に係ります介護予防サービス給

付費等でございます。 

 次の同款７項３目高額医療合算介護サービス等

費は、前年８月から本年７月までの１年間におい

て、医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が

著しく高額になった場合の利用者負担を軽減する

ものでございます。 

 次に、３款２項２目総合相談事業費は、介護相

談業務等嘱託員１名の人件費のほか、地域包括支

援センターのブランチ機能を担う在宅介護支援セ

ンター（１２カ所）への総合相談業務委託料が主

なものでございます。 

 次の同項５目任意事業費は、介護給付費適正化

業務嘱託員４名の人件費を初め、介護給付費適正

化事業に係る経費のほか、家族介護支援事業に係

ります経費を計上しております。 

 次の同項７目包括的支援事業一般管理費は、一

般職員６人の人件費のほか、社会福祉協議会への

地域包括支援センター業務委託料及びそのシステ

ム経費等を計上しております。 

 ４ページをごらんください。 

 次の同項８目在宅医療・介護連携推進事業は、

川内市医師会、薩摩郡医師会及び薩摩川内市歯科

医師会に委託する在宅医療介護連携推進事業に係

る経費でございます。 

 次の同項９目生活支援体制整備事業費は、生活

支援コーディネーターの業務嘱託員１名の人件費

のほか、地域ケア会議推進事業に係ります経費で

ございます。 

 次の同項１０目認知症総合支援事業費は、介護

予防業務嘱託員３名及び認知症地域支援業務嘱託

員１名の人件費のほか、認知症カフェ業務委託料

でございます。 

 次の同款３項１目介護予防・生活支援サービス

事業費は、総合事業訪問型及び通所型のみなし

サービスに係ります経費であります。 

 次の同項２目介護予防ケアマネジメント事業費

は、総合事業のケアプランに係る経費でございま

す。 

 次の同款４項１目一般介護予防事業費は、介護

予防地域支援業務嘱託員２名及び一般事務補助員

１名の人件費のほか、認知力アップ教室や、地区

コミュニティ協議会にモデル的に実施していただ

いております介護予防コーディネート事業など、

介護予防事業に要する経費でございます。 

 次の同款５項１目審査支払手数料は、国保連合

会への支払手数料でございます。 

 次の４款１項１目介護給付費準備基金積立金は、

介護給付費準備基金から生ずる利子相当分を計上

しております。 

 次の６款１項償還金及び還付加算金は、過年度

分の第１号被保険者保険料の還付に要する経費や、

国庫支出金等の清算返納金を計上しております。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

資料の２ページをごらんください。 

 １款保険料は、第１号被保険者の保険料に係る

分であります。平成２８年度賦課実績から推計し、

計上をしております。 

 次の３款使用料及び手数料は、督促手数料であ

ります。 

 次の４款国庫支出金は、介護給付費に係る国の

法定負担分と調整交付金、地域支援事業に係る国

の交付金を計上しております。 

 次の５款支払基金交付金は、介護給付費及び地

域支援事業に係る２号被保険者の負担分として支
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払基金から交付されるものでございます。 

 次の６款県支出金は、介護給付費に係る県の法

定負担分と、地域支援事業に係る交付金でありま

す。 

 次の７款財産収入は、介護給付費準備基金の利

子相当額でございます。 

 次の９款１項１目一般会計繰入金は、介護給付

費に係る市の法定分と、地域支援事業に係る介護

予防事業及び包括的支援事業・任意事業の市の負

担分でございます。 

 次の同款２項１目介護給付費準備基金繰入金は、

介護給付費に財源不足が見込まれるために、介護

給付費準備基金から繰り入れるものでございます。 

 次の１０款繰越金は、前年度繰越金でございま

す。 

 次の１２款諸収入の４項３目雑入で、６５４万

４,０００円を計上しておりますが、これは外部委

託した地域包括支援センターが使用する地域包括

支援システムの使用料相当額を負担金として徴収

するものでございます。 

 拡充部分等につきましては、先ほど部長が説明

いたしましたが、本編資料の３ページでございま

すが、在宅医療連携推進事業ですが、これまでは

川内市医師会及び薩摩郡医師会に在宅医療支援セ

ンターの運営を委託しておりましたけれども、平

成２９年度から薩摩川内市歯科医師会にも、在宅

歯科医療推進の運営を委託するものでございます。 

 以上で、平成２９年度介護保険事業特別会計に

ついての説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、当局の説明

がありました。質疑に入ります。 

 御質疑お願いいたします。 

○委員（井上勝博）要支援の方々が介護保険給

付から外れたりとか、それから、要介護１・２の

方については、施設の入所を希望しても、要介護

１・２は入れなくなっておりますよね。そういう

影響というのはどういうふうに、今、出てきてい

るのか、あらわれているのかということについて

は、どうなんでしょうか、どんな状況なんでしょ

うか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）要支援

１・２の方が総合事業に移って、事業対象者とな

っておりますが、これまでと同様に、同じような

サービス給付をできるような形で整備をしている

ところでございます。 

 あと、特老については、原則要介護３以上とい

うことでございますけれども、身体の状況等によ

っては、要介護１・２でも入所は可能ということ

でございますので、その状況に応じて入所はして

いただいているところでございます。 

○委員（井上勝博）予算上について変わってき

ているというところはないんですか、そういう。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）総額とし

ては介護保険事業の中では変わっておりませんが、

要支援１・２の方が総合事業の中に、総合事業対

象者として変わっているだけでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんで

しょうか。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員による質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局の説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

高齢・介護福祉課の所管事務について御説明をさ

せていただきます。 

 市民福祉委員会資料別冊２の５ページをお開き

いただきたいと思います。 

 介護予防・日常生活支援総合事業についてでご

ざいます。 
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 １の構成につきましては、これまでも委員会等

で説明をしてまいりましたが、左側の現行がこれ

までの事業で、右側の見直し後が、全ての市町村

が平成２９年度から取り組まなければならないも

のでございます。 

 本市につきましては、平成２８年度から実施を

しているところであります。 

 ２、本市が行っております、この一般介護予防

事業について、ちょっと詳しくといいますか、御

説明をさせていただきたいと思いますけれども、

（１）介護予防元気度アップ事業や、（２）介護

予防総合通所型事業、これは６５歳以上の全ての

方が利用できるもので、現在、市内２２カ所で実

施していただいているところであります。（３）

認知症予防教室は、軽度認知障害が疑われる方を

対象に、運動、口腔、栄養を中心とした予防教室

を現在２教室開催をしております。 

 今後、このノウハウ等をミニデイ等に広めてい

きたいということで考えているところであります。 

 ６ページをお開きください。 

 高齢者介護予防コーディネート事業でございま

すが、先ほどからちょっと出ておりますけれども、

地域におけます支援体制等の整備を図るために、

今現在、市内１４カ所の地区コミュニティ協議会

の方々にモデル的に実施をしていただいているも

のでございます。 

 （５）市民健康課委託事業として、噛む噛むハ

ッピー教室、甑元気にこにこ教室、わっはっは教

室等を実施をしていただいております。 

 ３、総合事業実施後の認定者数についてでござ

います。 

 平成２７年度末と、現在の状況等を比較してい

ただければわかりますように、要支援１・２の方

が減っておりますけれども、この方々、先ほども

申しましたけれども、総合事業対象者といたしま

して、適切にサービスの提供を行っているところ

でございます。 

 ４、県下の実施状況につきましては、記載のと

おりでございます。 

 ７ページをごらんいただきたいと思います。 

 次は、高齢者団体に対します施設使用料の減免

についてでございます。 

 これは高齢者団体の活動支援を目的に、平成

２４年度から実施をしているもので、認定した団

体が施設を使用する場合に、使用料を減免するも

のでございます。 

 ２、対象団体と減免割合でございますけども、

（２）の任意の団体につきましては、これまで

３割減免としておりましたけれども、昨年の市議

会におきまして、「薩摩川内市高齢者団体活動支

援要綱等に基づく施設等の使用料減免のあり方に

関する請願」というのが採択されたことに伴いま

して、関係課と調整を行い、平成２９年４月から、

この任意の団体、これまで３割減免だったものを

５割に引き上げるものでございます。 

 対象施設につきましては、ふれあいドームや、

各地区のコミセンなど１１０の施設でございます。 

 ４、認定の団体数につきましては、記載のとお

りでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（福田俊一郎）ここで、あらかじめ本

日の会議時間を延長いたします。 

 ただいま説明がございましたが、所管事務全般

について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）その要支援の方が減ってい

るということについては、認定が減っているとい

うことと、総合事業が実施するということと、ど

ういう関係になりますか。ちょっとその辺の関係

がよくわかりません。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）５ページ

のところを見ていただければと思いますけれども、

５ページの左側の図でございます。２段目ぐらい

の四角囲みのところで、介護予防給付のところの

（要支援１～２）のちょっと黒くなっている訪問

介護、通所介護の方は、認定を受けなくても、総

合事業のほうで実施ができますよという形になっ

ております。そのほかの部分を利用される方は、

今までどおり介護認定を受けて、要支援１・２と

いう形になります。 

 この訪問介護、通所介護だけの人たちが総合事

業ということですので、その方々は、今までは要

介護認定を受けるには１カ月ぐらいかかって、介

護度が決まって、サービスを受けるということな

んですけれども、今は窓口のほうで話をさせてい

ただいて、お困りの状況等を結構時間をかけなが

ら聞き取りをして、どういうサービスが必要なの
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か、何が困っているのかを聞いて、総合事業のほ

うがいいのか、それとも、やはり介護認定を受け

たほうがいいのかということで判断をさせていた

だいております。その分が、今申しました総合事

業に移られた方は、この先ほど申しましたこの差

が、先ほどの６ページの３の表のところに出てき

ているということで考えているところです。 

○委員（井上勝博）昔は、介護保険制度が始ま

る前は、そういう特に認定という形ではなくて、

保健師さんとかがよくいろいろ事情を聞いて、措

置制度としてサービスをやっておったと。今聞く

と、その要支援の方で、訪問介護、通所介護をす

る方については、昔に戻ったのかなと思うんです

けれども、サービスは、例えば介護保険サービス

のときの訪問介護、通所介護と、総合支援の訪問

介護、通所介護、全く同じと考えていいんでしょ

うか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）同じでご

ざいます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員からございませんか。 

○議員（成川幸太郎）高齢者団体に対する施設

使用料の減免について、ちょっとお尋ねします。 

 今、高齢者クラブだけが全額免除ということで

言われているんですが、これ、サロンとの関係、

いつも高齢者クラブとサロンの問題が出てくるん

ですが、サロンが、これから、サロンに対する回

数の補助が、今後、なくなっていくということが

言われているということで聞いているんですが、

サロンも市が進めていますよね、逆に。サロン活

動を展開してくださいということを進めている、

サロンとして認められた団体は全額免除の対象に

はならないんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）これは高

齢者クラブ連合会の育成等を当初目的にして、差

別化じゃないですけど、図った部分がございます。

ですので、高齢者クラブ連合会に加盟されている、

加入されている団体につきましては、全額１０割

減免という形で考えておりますが、このサロンが、

その高齢者クラブ連合会に加入されているのであ

れば全額減免の対象になりますが、任意の団体と

いうことであれば、登録していただければ５割減

免という形になると。 

○議員（成川幸太郎）高齢者クラブの促進とい

うことであれば、それはしようがないんでしょう

けども、結局、高齢者団体として、今、市は高齢

者クラブを本当に積極的に推進されようとされて

いるのか。逆に、サロンのほうが非常に広く展開

されていきつつあるような気がするんですけども、

サロンの活動の中で、今までみたいに室内におけ

る単なる茶話会だけじゃなくて、外部活動もサロ

ンの中でやろうと。あるいは、福祉バスを利用し

て外へ出ようとかということもとられていますの

で、そこら辺が、本当に高齢者クラブだけを育成

するために、この全額免除をしていいのかなとい

うのは考えるところなんですが、どのようにお考

えでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）サロンに

は社協を通じて回数等に応じてのお金が支払われ

ると思っております。 

 この高齢者の施設減免につきましては、高齢者

の方々が外に出ていただいて、運動等をしていた

だいて、健康になって介護予防していただきたい

ということで、それと、先ほど申しましたように、

高齢者クラブ連合会の会員増強等をお願いをした

いということで、１０割減免ということでお願い

をしているところでございますので、高齢者クラ

ブ連合会に加入せんと１０割減免にならんとかっ

て、いろんなことが大変だから加入されないとい

うところもあるようなんですけども、そこら辺は

やはり差をつけていきたいなと思っております。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△延  会 

 本日の委員会はこれで延会にしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会はこれで延会いたします。 

 次の委員会は、あす午前１０時から、第２委員

会室で開会いたします。 

 大変今日はお疲れさまでした。 
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